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令和５年３月３日（金曜日）

午前10時２分開会

会議に付託された議案等

○議案第１号 令和５年度宮崎県一般会計予算

○議案第15号 令和５年度宮崎県立学校実習事

業特別会計予算

○議案第16号 令和５年度宮崎県育英資金特別

会計予算

○議案第17号 令和５年度宮崎県公営企業会計

（電気事業）予算

○議案第18号 令和５年度宮崎県公営企業会計

（工業用水道事業）予算

○議案第19号 令和５年度宮崎県公営企業会計

（地域振興事業）予算

○議案第23号 警察関係使用料及び手数料徴収

条例の一部を改正する条例

○議案第34号 宮崎県総合博物館条例等の一部

を改正する条例

○議案第35号 風俗営業等の規制及び業務の適

正化等に関する法律施行条例及

び宮崎県暴力団排除条例の一部

を改正する条例

○議案第43号 令和４年度宮崎県一般会計補正

予算(第９号)

○議案第57号 令和４年度宮崎県立学校実習事

業特別会計補正予算（第１号）

○議案第58号 令和４年度宮崎県育英資金特別

会計補正予算(第１号)

○議案第59号 令和４年度宮崎県公営企業会計

（電気事業）補正予算（第４号）

○議案第60号 令和４年度宮崎県公営企業会計

（地域振興事業）補正予算（第

２号）

○議案第62号 教育関係の公の施設に関する条

例の一部を改正する条例及び教

育関係使用料及び手数料徴収条

例の一部を改正する条例の一部

を改正する条例

○議案第63号 地方警察職員の特殊勤務手当に

関する条例の一部を改正する条

例

○議案第78号 工事請負契約の変更について

○請願第６号 新型コロナウイルス感染症から

子どもを守り学ぶ権利を保障す

るために少人数学級を求める請

願

○報告事項

・損害賠償額を定めたことについて

○その他報告事項

・令和４年中の交通事故情勢と取組について

・宮崎県警の組織について

・宮崎県企業局経営ビジョンの投資・財政計画

（電気事業）の見直しについて

・宮崎県総合運動公園プールの用途廃止につい

て

・令和５年度宮崎県教育委員会事務局組織改正

案について

・次期「宮崎県教育振興基本計画」（素案）につ

いて

・「宮崎県生涯読書活動推進計画」の一部改定に

ついて

○閉会中の継続審査について

出席委員（７人）

委 員 長 河 野 哲 也

副 委 員 長 佐 藤 雅 洋

委 員 徳 重 忠 夫

委 員 井 本 英 雄

委 員 日 髙 陽 一

委 員 田 口 雄 二

委 員 図 師 博 規

欠席委員（なし）

委員外議員（なし）

説明のため出席した者

警察本部

警 察 本 部 長 山 本 将 之

警 務 部 長 黒 川 清 彦

警務部参事官兼
久留米 英 樹

首 席 監 察 官

令和５年３月３日(金)
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生 活 安 全 部 長 三 原 健

刑 事 部 長 時 任 和 博

交 通 部 長 日 高 俊 治

警 備 部 長 河 野 晃 央

警務部参事官兼
山 﨑 猛

会 計 課 長

警務部参事官兼
迎 修 二

警 務 課 長

生活安全部参事官兼
井 上 保 志

生活安全企画課長

総 務 課 長 甲 斐 義 勝

少 年 課 長 黒 木 守

生 活 環 境 課 長 田 中 宏 光

交 通 規 制 課 長 澤 田 信 也

運 転 免 許 課 長 池 田 健 二

企業局

企 業 局 長 井 手 義 哉

副局長（総括） 斎 藤 孝 二

副局長（技術） 森 英 彦

総 務 課 長 齊 藤 郁 宏

経 営 企 画 室 長 小 野 一 彦

工 務 管 理 課 長 宮 田 晃 尚

施 設 保 全 課 長 松 生 晃

発 電 設 備 課 長 日 髙 誠

総 合 制 御 課 長 丹 山 竜一郎

教育委員会

教 育 長 黒 木 淳一郎

副 教 育 長 田 村 伸 夫

教 育 次 長
児 玉 康 裕

（教育政策担当）

教 育 次 長
東 宏太朗

（教育振興担当）

教 育 政 策 課 長 中 尾 慶一郎

財 務 福 利 課 長 加 塩 美 昭

育 英 資 金 室 長 唐仁原 博

高 校 教 育 課 長 髙 橋 哲 郎

義 務 教 育 課 長 佐々木 孝 弘

特別支援教育課長 横 山 貢 一

教 職 員 課 長 中別府 勇 治

生 涯 学 習 課 長 長 尾 岳 彦

スポーツ振興課長 押 川 幸 廣

競技力向上推進室長 岩 切 正 義

文 化 財 課 長 長 友 由美子

人権同和教育課長 北 林 克 彦

図 書 館 長 小 川 雅 彦

美 術 館 副 館 長 木 村 幸 久

総 合 博 物 館 長 岩 切 喜 郎

事務局職員出席者

議 事 課 主 査 内 田 祥 太

議事課主任主事 上 園 祐 也

○河野委員長 ただいまから、文教警察企業常

任委員会を開会いたします。

まず、委員会の日程についてであります。

お手元に配付いたしました日程案を御覧くだ

さい。

本日は補正予算関係議案等について審査を行

います。明日以降、当初予算関連議案等につい

て審査を行うこととしておりますが、よろしい

でしょうか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○河野委員長 それでは、そのように決定いた

します。

次に、明日以降の当初予算関連議案の審査方

法についてであります。

お手元に配付しております委員会審査の進め

方（案）を御覧ください。

まず、１の審査方針についてであります。

令和５年３月３日(金)
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当初予算の審査に当たっては、重点事項・新

規事項を中心に説明を求めることとして、併せ

て令和３年度決算における指摘要望事項に係る

対応状況についても説明を求めることといたし

ます。

次に、２の当初予算議案等の審査についてで

あります。

当初予算の審査に当たっては、長くなること

が予想されることから、教育委員会については

２班に分けて審査を行い、最後に総括質疑の場

を設けたいと存じます。

審査方法について、御異議ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○河野委員長 それでは、そのように決定いた

します。

次に、議案第63号に対して、人事委員会の意

見についてであります。

お手元に配付しております「条例案に対する

意見について」を御覧ください。

これは、地方公務員法第５条第２項の規定に

基づき、議会は人事委員会の意見を聞くことと

なっており、その回答でありますので、参考に

お配りしております。

それでは、執行部入室のため、暫時休憩いた

します。

午前10時４分休憩

午前10時６分再開

○河野委員長 委員会を再開いたします。

それでは、当委員会に付託されました補正予

算関連議案について、警察本部長の概要説明を

求めます。

○山本警察本部長 おはようございます。公安

委員会─警察本部関係の審査のほど、本日、

何とぞよろしくお願いいたします。

本日、お願いを申し上げます議案につきまし

ては、２つございます。

議案第43号「令和４年度宮崎県一般会計補正

予算（第９号）」。こちらは、５億1,000万円余

の減額補正等をお願いさせていただくものでご

ざいます。

また、議案第63号「地方警察職員の特殊勤務

手当に関する条例の一部を改正する条例」。こち

らにつきましては、危険、または特別な警察職

員の業務につきまして、遠隔地の離島等におけ

る水上警戒作業についての増設をお願いするも

のでございます。

続きまして、報告事項といたしまして、警察

保有車両の交通事故等に伴います損害賠償額を

定めたこと、その他報告事項として、令和４年

中の交通事故情勢と取組について、御報告を申

し上げます。

関係部長から御報告を申し上げますので、何

とぞよろしくお願いいたします。

○河野委員長 次に、議案に関する説明を求め

ます。

なお、委員の質疑は、執行部の説明が全て終

了した後にお願いいたします。

○黒川警務部長 令和５年２月定例県議会提出

の議案第43号「令和４年度宮崎県一般会計補正

予算（第９号）」の公安委員会関係につきまして、

御説明いたします。

お手元のタブレットにあります文教警察企業

常任委員会資料の３ページ、令和４年度２月補

正予算の資料に沿って御説明いたします。

議会資料のほうでは、令和４年度２月補正歳

出予算説明資料の467ページ以降となります。

資料の、１の令和４年度２月補正予算の概要

を御覧ください。

本議案に係る補正予算は、マイナス５億1,251
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万3,000円の減額補正であります。

その内訳は、人件費の執行残及び物件費の入

札残による減額など、減額の総計がマイナス５

億6,343万7,000円となっております。

また、交番、駐在所庁舎新築費や交通安全施

設整備事業費などの総額がプラス5,092万4,000

円であります。

今回の補正によりまして、補正後の予算額は、

恩給及び退職年金費を除き、268億785万6,000円

となります。

続きまして、今回の補正の内容を御説明いた

します。

タブレット資料３ページの、２の補正予算の

内訳を御覧ください。

歳出予算説明資料につきましては、471ページ

からになります。

一般会計警察費の（項）警察管理費（目）公

安委員会費、補正額につきましては、マイナス179

万9,000円であります。

この減額は、新型コロナウイルス感染症によ

る影響で、全国公安委員会連絡会議等が代表者

会議になったことにより、運営に要する経費で

ある旅費等に執行残が出たものであります。

次に、（目）警察本部費、補正額につきまして

はマイナス２億7,094万1,000円であります。

職員費につきましては、人件費の執行残に係

る補正であり、その主なものは、育児休業者、

年度途中退職者等に係る給料の不用額でありま

す。

また、運営費に関しましては、警察職員設置

に要する経費の執行残に伴う補正であり、その

主なものは、会計年度任用職員雇用報酬や退職

手当によるもので、会計年度任用職員が年休等

により通勤しなかった日に係る通勤手当の不用

額によるものや、途中退職者が見込み数より少

なかったためであります。

次に、（目）装備費、補正額につきましては、

マイナス264万5,000円であります。

装備費につきましては、警察機動力及び警察

装備の計画的整備充実強化と装備資機材の整備

に要する経費であり、その主な補正につきまし

ては、警察車両の管理維持に必要な各種手数料

等が見込みより少なかったことにより、警察活

動用車両維持費を補正するものであります。

次に、（目）警察施設費、補正額につきまして

は、マイナス58万4,000円であります。

警察施設費は、警察施設の計画的整備と適正

な維持管理に要する経費であり、その主な補正

につきましては、警察庁舎の補修・維持管理等

を行うための費用が入札等により減額されたも

のによりますが、交番、駐在所庁舎新築費につ

きましては、社会情勢の影響を受けて資材等が

高騰していることなどから、やむを得ず増額の

補正を行っております。

次に、（目）運転免許費、補正額につきまして

は、マイナス１億9,870万1,000円であります。

運転免許費は、運転免許試験及び各種講習、

その他運転免許事務処理に要する経費でありま

して、補正額の主なものにつきましては、高齢

運転者が運転免許の更新時に義務づけられてい

る高齢者講習等について、県警が自動車教習所

に委託して実施しておりましたが、昨年の道路

交通法改正に伴い各自動車教習所でも独自に実

施することができるようになったことから、委

託料を減額補正するものであります。

資料は次の４ページになります。

（項）警察活動費（目）警察活動費、補正額

につきましては、マイナス3,784万3,000円であ

ります。

警察活動費の（事項）一般活動費につきまし
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ては、生活安全、刑事及び交通等警察活動全般

に要する経費であります。

その主な補正理由につきましては、自動車保

管場所証明事務を警察署に行かずに申請ができ

るＯＳＳシステム運営経費に係るシステムの維

持管理費用の残であります。

（事項）交通安全施設維持費につきましては、

交通安全施設の維持補修費や電気料を計上して

おりますが、その主な補正理由につきましては、

保守に関する入札による執行残が出たものであ

ります。

続きまして、（事項）交通安全施設整備事業費

についてであります。安全で安心な交通環境を

整備するために、交通安全施設を整備する事業

であります。その中の主な補正としましては、

国庫補助対象の事業において、警察庁が財務省

に対して要求した補助金の予算が財務省の査定

により減額されたことに伴い、本県に対する補

助金につきましても交付決定が減額されたこと

による減額であります。

また、一部増額の補正を行っておりますが、

これは国の国土強靱化計画による国庫補助事業

の追加補正によるものでありまして、本県は交

通信号機のＬＥＤ化13式を実施するために増額

の補正を行うものであります。

最後に、繰越明許費についてであります。

資料は、令和５年２月県議会定例会提出予算

事項別明細書（令和４年度補正分）の358ページ

となります。

事業名、その他警察施設営繕等事業１億8,060

万3,000円と交通安全施設整備事業3,061万5,000

円の２事業となります。

その他警察施設営繕等事業につきましては、

警察本部の空調や火災報知器を集中管理する中

央監視設備の改修工事と警察本部の照明制御設

備の改修工事、木脇駐在所の建設工事の３つの

工事を繰り越すこととなります。

主な繰越しの理由につきましては、新型コロ

ナウイルスや社会情勢の変化等により建設機材

の納品が間に合わないことや、想定していた地

盤補強ができず、工法の検討に時間を要したた

め、やむを得ず工事を繰り越すものであります。

また、交通安全施設整備事業につきましては、

先ほど御説明しました国土強靱化計画による国

庫補助事業でありまして、国の補助事業の決定

の時期が遅かったことにより工事期間を確保す

ることができないことから繰り越すものであり

ます。

続きまして、議案第63号「地方警察職員の特

殊勤務手当に関する条例の一部を改正する条例」

について御説明いたします。

常任委員会資料の５ページ及び提出議案の63

ページをお開きいただきたいと思います。

今回、条例の一部を改正する理由につきまし

ては、遠隔地の離島周辺海域における水上警戒

作業を特殊勤務手当を支給する対象業務として

追加するため、関係規定の改正を行うものであ

ります。

遠隔地の離島周辺海域とは、具体的には尖閣

諸島周辺海域のことでありまして、近年、外国

公船による領海等への侵入事案が著しく増加し

ているため、警察では海上保安庁の巡視船に乗

船した上で、一体となって警戒に当たっている

ところであります。

この警戒作業は、警察職員には通常想定され

ていない遠洋での長期間の船上勤務であり、そ

の精神的、肉体的負担は極めて大きいものがあ

ります。

このため、遠隔地の離島周辺海域における警

戒作業を特殊勤務手当の支給対象とすることに
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より、警戒に従事する職員の労苦やその業務の

特殊性に応じた的確な給与処遇改善を図ること

とするものであります。

改正の内容について御説明いたします。

１点目は、特殊勤務手当の新設についてであ

ります。

条例第３条に「遠隔地水上警戒作業」を追加

し、遠隔地水上警戒作業を特殊勤務手当の支給

対象とするものであります。

２点目は、特殊勤務手当の重複支給について

であります。

条例第６条に「第27号」を追加し、遠隔地水

上警戒作業手当を他の特殊勤務手当と重複して

支給することができる特殊勤務手当とするもの

であります。

３点目は、特殊勤務手当の支給額についてで

あります。

条例別表（第４条関係）に、「第３条第27号の

作業１日につき1,100円」を追加し、遠隔地水上

警戒作業手当の支給額を日額1,100円とするもの

であります。

この手当の額は、国家公務員に支給される特

殊勤務手当の額と同額であります。

最後に、施行期日についてでありますが、昨

年８月に本県警察職員がこの作業に従事してい

ることに鑑みまして、公布の日から施行し、令

和４年８月１日から適用することといたしたい

と思います。

○河野委員長 執行部の説明が終了いたしまし

た。

議案について質疑はありませんか。

○図師委員 まず、補正に関して、運転免許費

の減額について説明がありましたけれども、高

齢者講習の委託費の減額ということなんですが、

もう一度詳しく説明をお願いします。

○黒川警務部長 主な補正理由は、道路交通法

の改正に伴いまして、自動車教習所に委託し実

施していた高齢者講習等が、委託でなく自動車

教習所単独で講習を行うことができるように

なったことにより不用額が生じたもので、事業

費全体では１億9,127万円を減額補正するもので

ございます。

○図師委員 自動車教習所に委託していた金額

が減額につながっているんですが、何箇所で何

人分の委託だったのか。

また、この教習所が独自でできるようになっ

たということは、１億9,000万円余というのは、

今後、高齢者が負担することになるのか、どこ

か別からの委託費が出るのか、そのあたりを教

えてください。

○日高交通部長 まず、何箇所何人分というと

ころですけれども、21の自動車教習所になって

おります。

１年間で何人だったかといいますと、約４

万3,805人の高齢者、70歳以上の方が高齢者講習

を受講されたというのが結果です。

この委託は、今の警務部長の説明のとおり、

結局変わらないんです。委託して高齢者講習を

受けた４万3,000人の高齢者が負担される手数料

と、減額になったことによって高齢者講習を受

ける方が負担される手数料に変化はありません。

仕組みが変わったということです。

委託でやっていたときには、警察が持ってい

る予算で自動車学校で受けてもらうので、そこ

で払った手数料は県庫に証紙で返ってくるんで

すけれども、仕組みが変わって、21校のうち19

校は認定ということで、委託しなくてもいい状

態になったので、独自に同じ手数料を自動車学

校の収入として払う、もらう関係になったとい

うだけです。県庫に戻ってくるのか、自動車学
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校の収入となるかの差は出ましたけれども、県

警から委託する必要がなくなったということで

す。

○図師委員 高齢者講習というのは、１回当た

りの受益者負担、高齢者負担はどれくらいなん

ですか。

○日高交通部長 6,450円です。

○図師委員 それは基本的に全額自己負担で、

負担された方が年間４万3,800人余いらっしゃる

ということですね。

○日高交通部長 はい。そうです。

○図師委員 分かりました。

別の質問で、条例改正の内容をお伺いしたい

んですが、最近の国際情勢の不安定に伴って、

我々が知ることのできないほどの緊迫感がある

のだろうと思いますが、改正内容の日額1,100円

という金額の設定は国がしているものなんで

しょうけれども、積算の根拠があれば教えてい

ただきたいんですけれども。

○黒川警務部長 手当の額の根拠につきまして

は、地方財政計画上の容認額として警察庁から

示された額を根拠としております。

○山本警察本部長 若干補足をさせていただき

ますと、ほかにもいろいろな危険な手当という

のがありまして、例えば、変死体を取り扱った

際の変死体取扱手当とか、そういうものが地方

財政計画によってそれぞれ額が定められていま

して、ほかの特殊あるいは危険な作業と並べた

ときに、1,100円が妥当であろうということで示

されていると、そのように御理解をいただけれ

ばと思います。

○図師委員 分かりました。

○日髙委員 この遠隔地水上警戒作業というの

は、どういった作業になってくるのでしょうか。

○黒川警務部長 国境、離島における不法上陸

事案等に対処するため、平素から所要の部隊を

編成して、海上保安庁の巡視船に乗船するなど

して海上保安庁と連携して警戒に当たっている

ということでございます。

○日髙委員 はい。承知しました。

これは1,100円ということなんですけれど、ト

ータルでいうとどれくらいになるのでしょうか。

○黒川警務部長 今回勤務した者につきまして

は、当地で16日間勤務しておりまして、支給見

込額は1,100円×16日の１万7,600円となります。

○日髙委員 総予算で、１日に1,100円以外のお

給料全てでどれくらいになるのでしょうかとい

う意味なんですけれど。それぞれ部隊があって、

日給的にということになりますが。

○黒川警務部長 今の特殊勤務手当に加えまし

て、通常の給与と旅費等も含めると、日給とい

うことでいくと……。

○日髙委員 難しいですよね。

○黒川警務部長 それぞれの職員の給与の号俸

と旅費の手当等の額も勘案した上での総計にな

りますので、具体的に今すぐに申し上げること

はできませんが、この勤務によって日給が跳ね

上がるとかそういうことはそれほどなかろうか

と思います。

○日髙委員 こんな給料しか出ないんですよと

いうお話を聞いたことがあったのですが、やは

り最前線で頑張っていらっしゃる方なので、もっ

と必要なんじゃないかという思いがあっての質

問でありました。

○田口委員 関連して伺います。

宮崎県においては、昨年８月にこういう応援

に行ったということですが、海上保安庁も今非

常に人手不足でしょうから、今後、全国でロー

テーションを組みながら応援に行くという形に

なるんですか。



- 8 -

令和５年３月３日(金)

○黒川警務部長 今現在、宮崎県には派遣要求

は来ておりませんので、その後については未定

であります。

全国における派遣の状況については、宮崎県

は沖縄県の公安委員会により援助の要求があっ

た場合に派遣することになりますけれども、他

県の県警の派遣状況については、宮崎県警がお

答えする立場にはないので、御承知おきいただ

きたいと思います。

○山本警察本部長 若干補足を申し上げますと、

沖縄県警察におきまして、数年前に国境離島警

備隊というものが設置されております。

基本的には、この部隊が海上保安庁の船に乗

船して警戒に当たるわけですけれども、今警務

部長からも話がありましたとおり、この公船に

よる活動が常態化している状況にありまして、

沖縄県でだけでは部隊が回しきれない部分が当

然ある中で、沖縄県公安委員会からほかの県に

部隊の派遣要請というものがまいります。

それが、今回、昨年の８月に宮崎県警察に１

名の依頼があったというものでありまして、推

察をいたしますと、沖縄県警から宮崎県にも依

頼があったということからほかの県にもそれな

りの部隊の派遣要請が規模等に応じてあるので

はないかというふうに考えております。

○田口委員 分かりました。

○河野委員長 ほか、ないでしょうか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○河野委員長 次に、報告事項に関する説明を

求めます。

なお、委員の質疑は、執行部の説明が全て終

了した後にお願いいたします。

○黒川警務部長 それでは、損害賠償を定めた

ことについて、御説明いたします。

お手元の文教警察企業常任委員会資料の６ペ

ージを御覧ください。

今回御報告いたします警察における損害賠償

事案は、交通事故など６件であります。

それでは、１件目の交通事故について説明い

たします。

この事故につきましては、警備部外事課の警

察官が、令和４年８月19日午後５時25分頃、宮

崎市内の市道を捜査用車両で直進中、相手方車

両が右側路地から左右安全不確認のまま右折進

行してきたため、相手方車両左前部が自車右後

方側面に接触したものであります。

事故の原因につきましては、相手方の左右安

全不確認、当該職員の動静不注意の過失による

もので、過失割合は、県側が30％、相手方が70

％になっております。

損害賠償は物件損害のみで、県側が負担する

１万287円を県警の任意保険から支払っておりま

す。

また、公用車については、修理費８万9,100円

のうち２万6,730円を県費から支出しておりま

す。

次の交通事故について説明いたします。

この事故につきましては、刑事部捜査第一課

の警察官が、令和４年９月18日午後７時頃、県

立宮崎病院の駐車場において、捜査用車両から

降車しようとした際、ドアが台風による突風に

あおられて開放し、左方に駐車していた相手方

車両の運転席側ドアに接触したものであります。

事故の原因につきましては、当該職員のドア

開放措置不適の過失によるもので、相手方に過

失はありません。

相手方車両の修理費、代車料として15万51円

を県警の任意保険から支出しております。

公用車については、修理が必要な損傷があり

ませんでした。



- 9 -

令和５年３月３日(金)

次の車両損傷事故について説明いたします。

この事故につきましては、令和４年９月22日

午前11時50分頃、日向市美々津町の駐車場にお

いて、交通部交通規制課が管理する車両感知器

用ケーブルが台風の影響により下方に垂れ下

がった状態であったため、駐車場から国道に出

ようとする相手方車両の天井部に設置されてい

たテレビ用アンテナと接触し、同アンテナを損

傷させたものであります。

事故の原因につきましては、車両感知器用ケ

ーブルの管理瑕疵、相手方の前方安全不確認の

過失によるもので、過失割合は、県側が50％、

相手方が50％になっております。

損害賠償は物件損害のみで、相手方アンテナ

の修理費６万7,000円のうち３万3,500円を県警

の任意保険から支出しております。

車両感知器用ケーブルについては、修理が必

要な損傷がありませんでした。

次の交通事故について説明いたします。

この事故につきましては、警務部総務課の警

察官が、令和４年10月12日午後３時45分頃、日

向市内の駐車場において、普通自動車を運転し、

方向転換のため後退した際、フェンス設置工事

のために設置されていたフェンス用の柱に自車

後部バンパーを接触させたものであります。

事故の原因につきましては、当該職員の後方

安全不確認の過失によるもので、相手方に過失

はありません。

相手方フェンス用柱の修理費として8,800円を

県警の任意保険から支出しております。

公用車については、修理費の７万5,460円を県

費から支出しております。

次の交通事故について説明いたします。

この事故につきましては、宮崎南警察署の警

察官が、令和４年10月16日午後２時20分頃、宮

崎市内のアパート敷地において、ミニパトを駐

車した際、助手席側前輪が浄化槽のマンホール

の蓋の上にあったため、車両重量により当該マ

ンホールの蓋を支えるためのコンクリート枠を

破損させたものであります。

事故の原因につきましては、当該職員の駐車

方法不適の過失によるもので、相手方に過失は

ありません。

相手方コンクリート枠の修理費として２万680

円を県警の任意保険から支出しております。

公用車については、修理が必要な損傷があり

ませんでした。

最後の水道管破損事故について説明します。

この事故につきましては、令和４年11月16日

午後１時45分頃、宮崎市内の民家において、宮

崎北警察署の警察官が変死事案に対応中、遺体

搬送用担架を屋外に運び出す際、その担架を家

屋屋外に設置されていた水道管に接触させて破

損させたものであります。

事故の原因については、当該職員の安全不確

認の過失によるもので、相手方に過失はありま

せん。

損害賠償は物件損害のみで、相手方水道管の

修理費４万4,000円を県費から支出しておりま

す。

以上が、今回の損害賠償事案になります。

今回報告させていただいた交通事故等につき

ましては、基本的な安全確認を怠るなどしたた

めに発生した事故でありますので、いま一度職

員への意識づけを徹底し、各種事故防止対策に

取り組んでまいります。

○河野委員長 執行部の説明が終了いたしまし

た。

報告事項について質疑はありませんか。

○徳重委員 毎回議会のたびに損害賠償の事案
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が出てくるわけですが、８月からの分でも７～

８件出ているわけですね。年間だとこの倍とい

うことになろうかと思うんです。

警察官の皆さんは事故が起きないということ

はあり得ないですし、当然あっても仕方がない

と思うんですけれども、警察官側の過失の割合

がどうなっているのかお尋ねします。割合はい

ろいろあると思うんですけれども、警察官のほ

うが悪かったというようなものはどれくらいの

割合なのか。

○久留米首席監察官 令和３年中についてお答

えいたします。

損害賠償事案となった交通事故が全部で16件

発生しております。その中で、警察の過失割合

の高い事故は14件でございました。

その内訳につきましては、県側100で相手側ゼ

ロが12件、県側90で相手側10が１件、県側70で

相手側30が１件、県側20で相手側80が２件となっ

ております。

○徳重委員 警察官は模範となるべきことでご

ざいまして、ここ何年かの流れとして、事故件

数やこういう事案を減らそうと努力をされてい

ることは分かるのですが、減っているものなの

か、あるいは現状維持なのか、その状況を教え

てください。

○久留米首席監察官 令和２年で申しますと12

件発生しておりまして、そのうち警察の過失割

合が高い事故が９件となっております。

令和元年中で申し上げますと、警察の過失割

合が高い事故は15件中の15件ということで、ほ

ぼ横ばいの状態かなというふうに思っておりま

す。

○徳重委員 ぜひ少しでも減らせるように、努

力をいただきますようにお願いしておきたいと

思います。

○河野委員長 その他、ございませんか。

○井本委員 考えてみれば、これは全部民民の

問題ですよね。警察官が交通違反をするという

ことはほとんど考えられないのだけれども、警

察官も人の子だから、そういうものもあるのか

なと思いますが、どんなものでしょうか。

○久留米首席監察官 交通事故の分析をしてみ

ますと、事故の理由としては安全不確認の事故

が一番多く、事故の形態で言いますと、車対車

ではなくて対工作物、工作物との接触が多いと

いうことですので、やはり交通事故防止の意識

が若干欠けているのかなと思っておりますので、

引き続き指導を徹底していきたいと思っており

ます。

○河野委員長 いいですか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○河野委員長 次に、その他報告事項に関する

説明を求めます。

なお、委員の質疑は、執行部の説明が全て終

了した後にお願いいたします。

○日高交通部長 それでは、令和４年中の交通

事故情勢と取組について報告いたします。

資料は、パワーポイントのもので、７ページ

から始まります。

まず、１の交通事故の発生状況について説明

いたします。

（１）のグラフは、過去10年間の発生件数と

高齢者の事故の推移を表したものです。

令和４年中の交通事故発生件数は3,798件、前

年比マイナス663件、減少率はマイナス14.9％で、

この数字は速報値ではありますけれども、減少

率で見ますと全国１位と少なかったということ

でありました。

死者数につきましては32人で、前年より増加

したものの、統計開始の昭和23年以降では過去
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３番目に少ない数となりました。

しかしながら、死者に占める高齢者の割合は18

人の56％でありまして、死者の半数以上を高齢

者が占めており、例年高い割合で推移しており

ます。

棒グラフの下に薄い赤色で、高齢運転者によ

る交通事故件数と割合を示しておりますが、件

数自体は年々減少しているものの、全体に占め

る割合が約３割と年々高くなる傾向にあります。

また、グラフの下の表のとおり、高齢運転者

の死亡事故については、昨年は11件発生し、前

年より増加している傾向にあります。

次のページに移っていただきまして、資料の

８ページ、（２）の歩行者事故について説明いた

します。

歩行者事故については年々減少しており、昨

年は256件で、前年比マイナス44件、減少率はマ

イナス14.7％となっております。

棒グラフの下に薄い赤色で示してありますと

おり、横断歩道横断中の事故につきましても昨

年は65件でありまして、令和２年の約半数とな

るなど、大きく減少しております。

一方で、歩行中の死者につきましては、オレ

ンジ色の折れ線グラフのとおり、平成28年以降

はほぼ横ばいで推移しております。

高齢者の歩行中死者は、赤色の折れ線グラフ

で示してありますが、歩行中死者の多くが高齢

者となっております。

また、下の表に示してありますが、高齢者に

つきましては、特に夜間の死者が多い現状にあ

ります。

資料は次の９ページに移りまして、（３）のグ

ラフを御覧ください。

こちらは、昼夜別の歩行中死者の推移ですが、

昨年の歩行中死者については14人で、夜間の死

者が10人と７割以上を占めており、過去10年を

見ましても夜間の死者が多い傾向にあります。

また、下の表にありますが、夜間の死者で反

射材を着用していた方は少なく、平成30年以降

は１人もおりませんでした。

資料は次のページ、10ページに移ります。（４）

のグラフと表を御覧ください。

こちらは、交差点事故の発生状況ですけれど

も、棒グラフの下に薄い赤色で示してあります

が、交差点の事故件数は、例年全体の約３割を

占めながらも、年々減少傾向にはあります。

交差点における死者数は、赤色の折れ線グラ

フで示してありますが、昨年こそ減少したもの

の、例年ほぼ横ばいで推移しております。

交差点の死者が減らない原因としましては、

下の表を見ていただきますと、歩行者、特に高

齢歩行者が交差点で交通事故に遭うケースが減

少していないことが考えられます。

以上のことから、引き続き高齢運転者、高齢

歩行者双方の対策のさらなる強化が必要となっ

ております。

資料は次のページ、11ページに移ります。

次に、２の取組について説明いたします。

まず、（１）の制限運転の推進についてであり

ます。

制限運転というのは、運転者が御自分の体調

や運動能力を把握し、運転の時間帯や場所など

について、あらかじめ体調が悪いときは運転を

控える、また、夜間の運転を控えるなどの一定

のルール─これが制限という意味ですけれど

も─を自ら設け、それを守ることで交通事故

の危険性を低減させる高齢運転者の交通事故防

止の取組であります。

次の12ページに移っていただきまして、資料

の（２）制限運転宣誓者受付人数の表を御覧く
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ださい。

この制限運転というのは、それぞれの高齢者

の方に宣言をしていただいて始まるというもの

なんですけれども、昨年の７月以降、これまで

は自治体が中心にやっていただいていたんです

が、13警察署、それから３つの運転免許センタ

ー、それぞれで受付を開始しまして、８月以降

は自動車教習所の高齢者講習においてというこ

とですけれども、宣誓の受付を開始しておりま

す。

その結果、宣誓者数につきましては大幅に増

加しまして、施策を開始した令和元年５月から

昨年12月までで、市町村と警察、自動車教習所、

全てを合わせますと6,097人の方に宣誓をしてい

ただいております。

また、制限運転は、高齢運転者が宣誓して終

わりではなく、より長く安全運転を継続しても

らうためにはアフターフォローが大事ですので、

宣誓と安全教育をセットにした取組を推進して

まいります。現在行っております。

次は、資料の13ページに移りまして、（３）歩

行者保護対策について説明いたします。

まず、交通安全施設の整備等についてです。

横断歩道重点対策として、摩耗度の高い横断

歩道等を重点に102キロメートル（前年比プラ

ス26キロメートル）の補修更新を実施しており

ます。

これは令和５年度も引き続き継続更新予定で

あります。

次に、モデル横断歩道のカラー化についてで

あります。

過去に横断中歩行者の事故が発生した横断歩

道や、通学路で信号機のない横断歩道など、県

内27か所をモデル横断歩道に指定しております

が、横断歩道における交通ルール遵守を目的と

して、資料の写真にありますとおり、モデル横

断歩道について、赤色でカラー化を行いました。

その結果、県警独自の調査になりますけれど

も、車両停止率の平均値が、カラー化前は56.9

％であったものが、12.7ポイント向上し、69.6

％となりまして、県民の皆様からも大きな反響

がありました。

色を赤色に選んだ理由ですけれども、車両は、

信号機の赤色灯火では必ず停止しなければなり

ませんが、横断歩道でも歩行者が横断する場合

には、車両は必ず停止しなければならないとい

うことを強く意識づけするために赤色としまし

た。

また、交通指導取締りにつきましては、横断

歩行者妨害違反、これは重大事故に直結する危

険な違反であることから、特に指導取締りを強

化するよう県内各署に指示しております。

以上のような横断歩道における歩行者保護の

取組を行った結果、信号機のない横断歩道にお

ける車両の停止率、これは毎年ＪＡＦが調査し

ているものですけれども、資料の折れ線グラフ

のとおり、昨年は53.6％と前年よりも8.6ポイン

ト向上し、全国平均よりも13.8ポイント高くなっ

ております。

次に、反射材の着用促進についてであります。

県内では、夜間の歩行中死者の割合が高いと

いう事故実態を踏まえまして、高齢者を中心と

して反射材配布の取組を強化し、昨年は約２

万8,000個の反射材を配布したほか、反射材普及

啓発業務を民間委託しました。

この業務委託は、多くの高齢歩行者が反射材

の有効性を実感できるような広報啓発等、反射

材の普及浸透を図る取組について、民間業者か

らアイデアを募集し、取組自体を業者に委託し

たものであります。



- 13 -

令和５年３月３日(金)

業務委託の内容は、例えば啓発用のポスター

の作成、ＣＤの配布、ラジオやテレビＣＭによ

る啓発などを行っております。

このほかリーフレットの配布や交通情報板を

活用するなどの広報啓発を実施し、反射材の着

用を呼びかけております。

資料は、次の14ページに移りまして、（４）交

通事故多発地点対策についてですが、昨年の７

月から、事故多発地点における指導取締りを強

化しておりまして、事故多発地点における積極

的な警察官の街頭活動によって、一定の成果が

現れつつあります。

ＧＩＳ、これは地理情報システム、ジオグラ

フィック・インフォメーション・システムの略

なんですけれども、このＧＩＳというシステム

によりまして、地図上に事故の多発エリアを抽

出するのですが、資料のとおり、赤い色の濃い

エリアが事故の多い場所というのが一目で分か

るというようなものになっております。

この例示で挙げているのは、宮崎市内のデパ

ート前交差点とか宮崎市役所前交差点付近を例

示しておりますが、地図を拡大しますと、右側

の赤いのとか、オレンジのです。ちょっと見づ

らいですけれども、赤の点々は人身事故が発生

した場所を示しておりまして、黄色の点々は物

損事故を表しております。そういうことによっ

て、発生地点が明らかになっておりまして、さ

らに抽出したエリアについて、発生の時間帯、

事故の類型、事故の原因などを分析することで、

事故実態に即した交通指導取締まりが可能と

なっております。

今後も、事故実態の分析と、分析結果に基づ

く指導取締まりの実施、さらには実施結果の検

証と改善という、いわゆるＰＤＣＡサイクルを

回しながら、真に抑止効果のある指導取締まり

を実施し、安全で安心な宮崎の交通環境の構築

に努めてまいります。

○河野委員長 執行部の説明が終了しました。

その他報告事項について質疑はありませんか。

○徳重委員 交差点、歩道のラインは、今まで

ずっと白だったんですよね。それが赤になって、

非常に目立つようになっていいなと私は思って

いるんですが、白と赤との経費が大分違うのか

どうか。どれぐらい違うのか、教えていただけ

ればありがたいです。

○日高交通部長 白だったときと、赤に塗った

後を調査したんですけれど、先ほど申し上げま

したけれど─13ページの資料に写真がありま

すが、カラー化前の白だったときには56.9％の

停止率でしたけれども、赤色に塗ったカラー化

後、69.6％に停止率は向上したという結果であ

ります。

○徳重委員 経費が幾ら違うのかということを

聞きたいんです。赤のほうが目立って、停車率

も高くなってうまくいっていると思っているん

です。結果も出ているんですが、経費が違うの

かどうか。

○日高交通部長 １か所のカラー舗装するため

の費用ということですよね。これは長さによっ

ても変わるんですけれども、片側一車線の双方

向の短いような直線道路であれば、赤を塗る費

用が約10万円の塗装料であります。白のほうが

塗る量が多いですから、ちょっと高いとは思い

ます。

少し説明しますと、白の横断歩道の塗料とい

うのは、摩耗をなるべく抑えるためにガラス材

質が結構入っているんですよ。なので、摩耗が

遅くなるんです。白はガラス材質で滑りやすい

ので、赤も同じような同じガラス材質で塗って

しまうと横断歩道全部が滑りやすくなってしま
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うため、赤色は摩擦係数の高い塗料で塗ってい

るんですよ。

白の塗料と赤の塗料の材質が違うので、値段

も差が出ていると思います。白の費用は今調べ

ています。

○徳重委員 最後にしますが、赤の場合は停車

率が約70％近くいっているわけで、非常にいい

ことかなと思っています。今、横断歩道が消え

ているところは非常に多いようですから、これ

から塗り替えるところは全部赤にしたらどうか

と私は思うんだけれど、いかがでしょう。

○日高交通部長 すばらしい御意見ありがとう

ございます。私もそのほうがいいとは思うんで

すけれど、道路は、国道、県道、市町村道で、

それぞれ道路管理者が違いますので、本来であ

れば、こういうカラー化の作業は道路管理者に

していただくのが本来の姿ではあるんですけれ

ども、今回実証実験という意味合いもありまし

たので、県警察本部から予算をいただいて、同

じような塗り方で必要なところ─モデル横断

歩道に指定したところに、取りあえず塗ってみ

たという感じなんですよ。

これからの考え方なんですけれども、今は県

内27か所なんですが、実証実験の結果、停止率

は上がりました。

県民の皆様の反響としていい感じで言ってい

ただいて、停止率も上がりましたので、増やし

たいとは思っています。

さらに、今度は※27か所、モデル横断歩道を指

定しておりまして、それぞれの道路管理者に予

算の都合がつけば塗ってカラー化していただけ

ませんかというお願いをしています。

この前終わったばかりなんですけれども、令

和５年度の予算でやろうと言っていただいてい

る道路管理者は結構多いですので、もう※27か所

はまたカラー化できるんじゃないかなと思って

います。

○日髙委員 紅白幕みたいでいいなと思ってい

るんですけれど、日南でカープの赤の横断歩道

を始めたときも斬新なアイデアだなと思ったん

です。ぜひ、これを進めていただきたい。

この27か所というのは、先ほどのＧＩＳで決

められたのか、それともどういう視点で27か所

というのは決められたんでしょうか。

○日高交通部長 この27か所は、令和３年度に

指定したんですけれども、事故も多く起きてい

るところばかりでもなく、歩行者、横断者が多

いところ、特に登下校の人が多いところもあり、

それらが重なっているところもあります。そう

いうところを選んでいます。

○日髙委員 横断歩道での事故は小学生の巻き

込まれ事故とかもよくあるんですけれども、そ

の中で９割が一時停止を怠った事故だというふ

うにあります。先ほど御説明がありました、市、

県とこれからそれぞれやっていくということで

すので、子供たちが使うような横断歩道もぜひ

優先的にやっていただけたら、そういう推奨を

していただきたいなと思います。

○井本委員 基本的に、カラー化は警察がやる

仕事じゃないわけでしょう。道路管理者がやる

んでしょうから、各地方自治体で予算を組んで

やらないかんことですよね。その辺の指導をす

るという話ですか。

○日高交通部長 はい。先ほど赤は10万円ぐら

いと言いましたけれども、赤色のほうが白の２

倍高いという値段であります。赤より白のほう

が安いということです。

先ほどの道路管理者ですけれども、県道は県

なので、県土整備部が予算を持っていて、市町

※48ページに訂正発言あり
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村道はそれぞれの自治体。国道は国交省です。

それぞれ道路管理者は違います。

○井本委員 宮崎県は昔横断歩道で止まらない

といううわさがあったんだけれど、皆さん方の

キャンペーンのおかげで、この頃、ほとんど止

まるようになりました。だから、本当にさすが

だなと感心しとるんだけれど、そのおかげもあっ

て停車率が高くなったんじゃないですか。カラ

ー化もあるかもしれんけれど、そのキャンペー

ンのおかげのほうが強いんじゃないかなと私は

思っているんだけれどね。

○日高交通部長 ありがとうございます。この

信号機のない横断歩道につきましては、先ほど

の資料の中に、ＪＡＦが調査した折れ線グラフ

─ＪＡＦが2018年からずっと全国区調査でし

ているんですけれども、宮崎県は、赤ですか

ら2018年は7.9％だったんですよ。それが2022年

は53.6％まで上がっていますので、大分上がっ

た。長野県とかはもっと80％を超えて全国１位

なんですけれども、まだ53.6％ということは、100

台のうち半分─53.6台しか停車していないと

いう状態じゃないですか。

実はこの状態は危ない状態なんですよ。7.9％

しか止まらないと思っていたら、車が通り過ぎ

るのを歩行者が待つじゃないですか。止まって

くれ始めてますが、でも半分なので渡れると思っ

て行ったら半分来るということです。

先ほども言いましたけれども、歩行者妨害違

反、この件数は信号無視よりも多い検挙件数に

なっているので、もっと指導取締りをやってい

かないといけないと思っています。ぜひ県民の

皆さんの交通安全意識を高めていっていただき

たいと、県警察本部でもその努力を続けていき

たいと思っております。

○河野委員長 その他、何かありますか。

○井本委員 最後のこの地理情報システムは、

警察で分かっているだけの情報でしょう。この

辺は危ないんだっていうのを民間のほうに知ら

しめるということを考えないといけないんじゃ

ないですか。

○日高交通部長 これは、公開されています。

県警のホームページからこのＧＩＳにアクセス

できるようになっているんです。このままは載っ

ていないんですけれども、いつからいつまで、

ここではどのぐらい事故が起きていますという

のを自分でアクセスして調べることができます。

この事故多発地点というのは、３年間分の人身

事故と物損事故を全部落とし込んだ一つの切り

口であって、アクセスした人がそれぞれ分析に

使うんですよ。

もう一つは、県内で500か所を選んでいるんで

すが多過ぎるので、大規模署で大体50か所、中

規模、小規模で40とか30とか、管内の発生場所

はここが多いですよというのを各警察署ごとに

活用して使っています。こちらは全体での広報

というのはしてないですね。

今のところその２つでやってるという感じで

す。

国道の道路管理者についてちょっと補足しま

すと、県内では、10号線と220号線の２つは国交

省が道路管理者になっております。

その他の国道、例えば都城にある269号線とか

は国道なんですけれど、県が道路管理者になっ

ているんで、県の予算でやるということになり

ます。

○久留米首席監察官 補足で答弁させていただ

きます。

先ほど徳重委員から警察側の事故の推移につ

いて御質問がございまして、今ほぼ横ばいとい

うことでお答えしました。井本委員からもあり、
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警察の事故の形態について御説明をさせていた

だいたところですけれども、補足しまして、警

察が加盟している任意保険がございまして、こ

の金額の推移をちょっと御説明させていただき

ます。

令和元年度が744万4,990円ということで、こ

れは前年度の事故で相手方に支払った金額に応

じて設定されるんですけれども、この金額が令

和２年度が629万5,940円、令和３年度が287

万4,020円、令和４年度若干上がりまして、353

万5,230円ということになっております。令和元

年度の744万円に比較すると金額は下がっている

ということで、件数的には横ばいということで

すけれども、重大な事故の発生には至っていな

いのかなというふうに考えております。

引き続き指導を徹底してまいります。

○黒川警務部長 先ほど日髙委員から、遠隔地

水上作業手当の件で、１日どのぐらいの給料で

ということでお話がありましたので、参考に、

この警察職員が派遣された令和４年８月ベース

でちょっとお答えしますと、県警全職員で、給

料─本俸と各種手当、時間外手当とか含まれ

ますけれども、その１人当たりの平均が大体40

万円でございます。ですから、この派遣された

職員の給料については、なかなか具体的に申し

上げることはできませんが、大体その40万円と

いうベースの中において、容認いただきました

ら、遠隔地水上作業手当が含まれるという感じ

でございます。

○河野委員長 いいですか。

それでは、以上をもって、警察本部を終了い

たします。

執行部の皆様、お疲れさまでした。

暫時休憩いたします。

午前11時15分休憩

午前11時18分再開

○河野委員長 委員会を再開いたします。

当委員会に付託された補正予算関連議案につ

いて、企業局長の概要説明を求めます。

○井手企業局長 それでは、本日御審議いただ

く事項につきまして、御説明をいたします。

お手元の文教警察企業常任委員会資料の目次

を御覧ください。

本日は、提出議案２件、その他報告事項１件

の計３件につきまして、御説明をいたします。

それでは、座って説明をさせていただきます。

まず、Ⅰの提出議案につきましては、議案第59

号「令和４年度宮崎県公営企業会計（電気事業）

補正予算（第４号）」、及び議案第60号「令和４

年度宮崎県公営企業会計（地域振興事業）補正

予算（第２号）」の２件でございます。

Ⅱのその他報告事項につきましては、宮崎県

企業局経営ビジョンの投資・財政計画（電気事

業）の見直しについて、御報告をさせていただ

きます。

詳細につきましては、関係課・室長より説明

をさせますので、よろしくお願いいたします。

○河野委員長 次に、議案等に関する説明を求

めます。

なお、議案とその他報告事項は関連がありま

すので、委員の質疑は全ての説明が終了した後

にお願いいたします。

○齊藤総務課長 補正予算の概要について御説

明いたします。

資料の４ページをお開きください。

議案第59号「令和４年度宮崎県公営企業会計

（電気事業）補正予算（第４号）」であります。

今回、継続費の増額補正をお願いする必要が

生じた事業は、「綾第二発電所大規模改良事業」
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であります。

１の事業の概要でありますが、本事業は、運

転開始から60年以上が経過した綾第二発電所の

発電設備の老朽化に伴い、令和元年度から令和

７年度にかけて、水車発電機等の大規模改良を

実施するもので、再生可能エネルギー固定価格

買取制度、いわゆるＦＩＴを活用し、収益の確

保を図るものであります。

２の継続費の補正の理由であります。

令和３年６月議会において御報告しました水

圧鉄管工法変更に伴いまして、水圧鉄管をメン

テナンスフリーとするため、コンクリート全巻

きとしますことや、資機材の運搬や搬出・搬入

のため、モノレールや立て杭等が必要となりま

したことなどにより、事業費の増額をお願いす

るものであります。

また、既存水圧鉄管の全撤去に期間を要しま

すことから、事業の完了は令和９年度になる見

込みであります。

３の継続費の補正についてであります。

まず、（１）の設定期間につきましては、ただ

いま御説明しましたとおり、令和元年度から令

和７年度までであったものを変更し、令和元年

度から令和９年度までとしております。

（２）の総額及び年割額についてであります。

令和４年度の補正予定額はございませんが、

アの営業費用においては、水圧鉄管の除却に要

する経費となりますが、太枠の補正予定額の欄

にありますとおり、令和７年度から令和９年度

にかけて変更が生じ、３か年合計で、５億5,000

万円を増額するものであります。

イの建設改良費においては、水圧鉄管の更新

及びモノレールや立て杭等の仮設に要する経費

となりますが、太枠の補正予定額の欄にありま

すとおり、令和６年度から令和９年度にかけて

変更が生じ、４か年合計で、27億5,000万円を増

額するものであります。

５ページを御覧ください。

４の概要図であります。

今回の主な補正対象は、図の中央にございま

す発電所の左側に赤枠で囲った水圧鉄管、工事

用立て杭及び工事用モノレールであります。

次に、５の今後のスケジュールでありますが、

今年の11月に既存発電機を停止させ、工事が本

格着工する予定となっております。

その後、令和10年３月に本事業が完了し、４

月から発電開始となる予定です。

続きまして、６ページをお開きください。

議案第60号「令和４年度宮崎県公営企業会計

（地域振興事業）補正予算（第２号）」でありま

す。

１の補正の理由でありますが、令和４年台風

第14号による一ッ瀬川県民ゴルフ場のコース冠

水被害に伴い、ゴルフ場利用者数が目標を下回

ることが想定され、指定管理者からの納付金の

減額が見込まれますことから、営業収益の施設

利用料を減額補正するものであります。

また、指定管理者が支出した修繕費用のうち、

指定管理者との協定書により企業局が負担すべ

きものについて、その費用を特別損失として計

上するものであります。

次に、２の補正額であります。

まず、施設利用料の減額であります。

表の３段目、施設利用料の行を御覧ください。

指定管理者からの納付金については、今年度

の年間利用者数が目標人数を下回ることが想定

されますことから、経営の欄にありますとおり、

納付金見込額は1,274万4,000円となります。

この結果、納付金の予算額を補正前の1,963

万7,000円から、その差額の689万3,000円を減額
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するものであります。

次に、特別損失の計上であります。

表の下から３段目でありますが、その他特別

損失の行を御覧ください。

コース冠水被害に伴い指定管理者が支出した

修繕費として、コース内に流入した土砂等の撤

去を土木事業者に委託した経費の支出額が951

万9,000円でありました。

これは、表の下に参考で記載しております「協

定書により企業局が負担することとされている

費用」のうち、「ア、１件当たりの修繕・更新等

の費用が100万円以上のもの」に該当することか

ら、この経費については、全額を企業局が負担

することとし、特別損失として計上するもので

あります。

なお、ただいま説明しました、施設利用料の

減額と特別損失の計上によりまして、税務署へ

の消費税の納付額が当初の見込みより減少する

ことから、表の下から４段目にありますとお

り、137万9,000円を減額補正するものでありま

す。

その結果、表の一番上の太枠の事業収益につ

きましては、補正予定額は、689万3,000円の減

で、補正後の事業収益の合計は、1,463万8,000

円となります。

次に、表の中ほどの太枠の事業費につきまし

て、補正予定額は、814万円の増で、補正後の事

業費の合計は、2,747万2,000円となります。

この結果、事業収益から事業費を差し引きま

した一番下の収支残につきましては、1,283

万4,000円のマイナスとなります。

決算時において欠損金が生じた場合には、累

積欠損金として計上し、後年度の利益により補

填していくこととなります。

令和４年度の補正予算に係る説明は以上であ

ります。

○小野経営企画室長 宮崎県企業局経営ビジョ

ンの投資・財政計画（電気事業）の見直しにつ

いて御報告いたします。

資料の７ページを御覧ください。

１の見直しの経緯であります。

企業局では、令和２年３月に策定しました「宮

崎県企業局経営ビジョン」に基づき、計画的・

効率的に事業を進めているところですが、電気

事業において、大規模改良事業の工事費の増等

が生じましたことから、現行ビジョンの投資・

財政計画について見直しを行いました。

２の変更の主な要因としましては、３つあり

ます。

１つ目が、渡川発電所大規模改良事業の工期

延長に伴う電力料の減であります。これは、渡

川発電所の固定価格買取制度（ＦＩＴ）を適用

した運転開始が、令和５年４月から令和５年11

月に延期になったことによる、この期間の収入

の減となっております。

２つ目が、綾第二発電所大規模改良事業の工

法変更に伴う工事費の増及び工期延長に伴う電

力料の減であります。これは、綾第二発電所大

規模改良工事における水圧鉄管の工法の変更に

伴う工事費の増、並びに発電機停止期間の増に

よる収入の減となっております。

３つ目が、水車発電機精密点検に係る工事費

の増であります。これは、昨今、水車発電機の

精密点検工事の費用が増加していることから、

特別修繕引当金として毎年引き当てを行ってい

る修繕費が増となったものであります。

３の新旧比較であります。

現行ビジョンと、見直し後の投資・財政計画

の純損益及び内部留保資金の比較を行っており

ます。
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まず、図１、純損益のグラフを御覧ください。

赤の線が現行ビジョンの、緑の線が見直し後

の新計画の、純損益の推移を表しております。

現行ビジョンにおいては、令和６年度まで赤

字の見込みでしたが、綾第二発電所の工期延長

に伴い、新計画では令和９年度まで赤字の見込

みとなっております。

また、令和30年度以降に関しましては、綾第

二発電所のＦＩＴ売電期間が20年であるのに対

し、改良工事の減価償却期間が20年を超えるも

のがあることから、一時的に赤字を計上します

が、減価償却終了後は、回復する見込みとなっ

ております。

次に、図２、内部留保資金のグラフを御覧く

ださい。

先ほどの図１、純損益のグラフと同様、赤の

線が現行ビジョンの、緑の線が見直し後の新計

画の、内部留保資金の推移を表しております。

新計画では、令和10年度以降は、綾第二発電

所が発電を再開するために内部留保資金は増加

する見込みです。

企業局としましては、引き続き計画的、効率

的に事業を進めていくことで、電力の安定供給

と収益の確保に努めてまいります。

○河野委員長 執行部の説明が終了いたしまし

た。

議案等について質疑はありませんか。

○図師委員 一ッ瀬川の県民ゴルフ場の件で、

今年度は冠水の被害があったということでマイ

ナスなんですが、後年度の利益により補填して

いくという御説明だったんですけれども、今後

また冠水がいつ起こるとも分かりませんし、地

球温暖化のあおりや台風の大規模化もあって、

今後また安定的に利益が確保されるという保証

はどこにもないと思うんです。例えばどこまで、

赤字が続いた場合とか補填が追いつかなくなっ

た場合に、閉鎖も含めた方向変換を考えてらっ

しゃるのかをお聞きしたいのと、利用者に関し

ては安価で健康増進にもつながるこういうコー

スというのは残してほしいという声もあろうか

と思うんですが、収支のバランスに重きを置く

必要もあろうかと思いますので、そのあたりの

ビジョンを教えてください。

○小野経営企画室長 地域振興事業─一ッ瀬

川の県民ゴルフ場でございますが、河川敷とい

うこともありまして、委員御指摘のとおり、冠

水はちょっと避けて通れないのかなというとこ

ろで、見通しとしまして、３年に１回程度の冠

水被害を想定して、経営見通しを立てておると

ころでございます。

今後につきましては、今の指定管理者の指定

期間が令和５年度までとなっております。また

次が令和６年度から始まるんですけれども、引

き続き企業局内部でも将来的な見通しを検討し

ていきながら、指定管理者とも情報共有してい

きながら、今後も含めて検討していきたいとは

思っております。

利用者は主に西都・児湯池区のお客さんが多

いんですけれども、宮崎市も加えまして、やは

り高齢の方が多いというところで、低廉な料金

で、なるべく継続して福祉の向上に役立ててい

きたいと考えておるところでございます。

○図師委員 もちろん有効活用していただくに

こしたことはないんですけれども、例えば、今

言われた西都・児湯とか宮崎でも佐土原寄りの

方々の利用がほぼだと思うんですが、例えば、

関係自治体の、特に国民健康保険とか後期高齢

者の医療費がこの周辺だけは減少傾向にありま

すよとか、利用者の方の医療保険の使用が減っ

ていますよとか、ゴルフ場の運営はマイナスで
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も、利用者の健康増進には数値で効果が出てい

ますとかいうのがあればバランスも取れようか

と思うんですが、そのあたりの調査をされるよ

うな予定等はないんでしょうか。

○小野経営企画室長 委員御指摘のような調査

については、今後企業局としてもどういうふう

に取り組んでいけるかというものを含めて、

ちょっと検討していきたいと思います。

○河野委員長 その他で何かありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○河野委員長 それでは、以上をもって、企業

局を終了いたします。

執行部の皆様、お疲れさまでした。

暫時休憩いたします。

午前11時35分休憩

午後１時５分再開

○河野委員長 委員会を再開します。

本日の委員会に３名の傍聴の申出がありまし

たので、これを認めることといたしました。

傍聴される方にお願いいたします。傍聴人は、

受付の際にお渡ししました傍聴人の守るべき事

項を遵守し、静かに傍聴してください。

それでは、当委員会に付託されました補正関

連議案等について、教育長の概要説明を求めま

す。

○黒木教育長 まず最初に、お礼を申し上げた

いと思います。

去る１月15日に宮崎工業高等高校で開催しま

した水球プールの完成お披露目会に際しまして

は、県議会からは、当委員会より河野委員長と

日高委員に御臨席いただきました。ありがとう

ございました。

また、２月12日に延岡星雲高等高校で開催い

たしました相撲場の完成お披露目会に際しまし

ては、河野委員長と田口委員に御臨席いただき

ました。ありがとうございました。

それでは、座って説明させていただきます。

今回の委員会で御審議いただきます教育委員

会所管の議案等につきまして、その概要を御説

明いたします。

お手元にお配りしております文教警察企業常

任委員会資料の表紙をお開きいただきまして、

２ページの目次を御覧ください。

今回、御審議いただきます議案は、予算議案

といたしまして、議案第43号「令和４年度宮崎

県一般会計補正予算（第９号）」、議案第57号「令

和４年度宮崎県立学校実習事業特別会計補正予

算（第１号）」、議案第58号「令和４年度宮崎県

育英資金特別会計補正予算（第１号）」、特別議

案といたしまして、議案第62号「教育関係の公

の施設に関する条例の一部を改正する条例及び

教育関係使用料及び手数料徴収条例の一部を改

正する条例の一部を改正する条例」、議案第78号

「工事請負契約の変更について」の５件であり

ます。

次に、その他報告事項といたしまして、宮崎

県総合運動公園プールの用途廃止について御報

告させていただきます。

それでは、資料の３ページ目を御覧ください。

補正予算の概要でありますが、今回の教育委

員会の一般会計補正予算は、表の下から５段目

の太線枠の補正額の欄に記載しておりますよう

に、33億8,278万9,000円の減額補正をお願いす

るものでありまして、補正後の額は、その２つ

右の欄にありますように、1,064億7,150万5,000

円であります。

また、特別会計の補正予算は、下から２段目

の太線枠、補正額の欄に記載しておりますよう

に、２億4,220万2,000円の増額補正をお願いす
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るものでありまして、補正後の額は、その２つ

右の欄にありますように、40億6,896万2,000円

であります。

その結果、教育委員会の一般会計と特別会計

を合わせました補正後の額は、1,105億4,046

万7,000円となります。

次に、４ページを御覧ください。

債務負担行為の変更についてであります。そ

ちらに記載のとおり、各種スポーツ施設の整備

において、資材価格等の高騰により工事費が増

加していることから、債務負担行為の増額変更

を行うものであります。

続きまして、５ページ目を御覧ください。

繰越明許費についてであります。そちらに記

載のとおり、県立学校の老朽化対策や災害復旧

工事等において、工事が年度を繰り越すことな

どから、繰越明許費の追加及び変更をお願いす

るものであります。

私からの説明は以上でありますが、詳細につ

きましては、引き続き担当課長等から説明させ

ていただきますので、御審議のほどよろしくお

願いいたします。

次に、議案に関する説明を求めます。

なお、委員の質疑は、執行部の説明が全て終

了した後にお願いいたします。

○中尾教育政策課長 令和４年度２月補正予算

につきまして御説明いたします。

お手元の令和４年度２月補正 歳出予算説明

資料の教育政策課のインデックスのところ、411

ページをお開きください。

表の左から２列目の補正額の欄を御覧くださ

い。

今回の補正は、189万3,000円の増額補正をお

願いしております。

この結果、補正後の額は、右から３列目の欄

にありますように、31億4,694万8,000円となり

ます。

以下、主なものにつきまして御説明いたしま

す。

413ページをお開きください。

下から４段目の（事項）職員費が6,745万6,000

円の増額であります。これは、組織改正に伴い、

事務局職員の数が増えたことによるものであり

ます。

次に、その下の（事項）一般運営費が1,352

万5,000円の減額であります。これは、本庁及び

教育事務所等の運営管理に要する経費の執行残

によるものであります。

414ページをお開きください。

一番下の（目）社会教育総務費の（事項）職

員費が8,586万3,000円の減額であります。

続きまして、415ページを御覧ください。

（目）保健体育総務費の（事項）職員費が3,867

万6,000円の増額であります。

これらは、組織改正に伴い、職員の数に変動

が生じたことによる増減であります。

○加塩財務福利課長 歳出予算説明資料の417ペ

ージをお開きください。

財務福利課の補正額は、表の一番上の段、左

のほうにありますとおり、総額で5,723万6,000

円の減額補正でございます。

この結果、補正後の額は、同じ段の右から３

列目、91億4,465万2,000円となります。

補正の内訳は、表の２段目の左にあります一

般会計が２億9,943万8,000円の減額補正、その

４段下にあります特別会計が２億4,220万2,000

円の増額補正であります。

以下、主なものにつきまして御説明いたしま

す。

資料、419ページをお開きください。
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一般会計についてであります。

ページ中ほど、（事項）維持管理費が１億5,136

万8,000円の減額であります。これは、老朽化対

策工事に係る工事費の入札残等であります。

次に、420ページをお開きください。

（事項）の２つ目、教職員住宅費が1,289

万3,000円の減額であります。これは、教職員住

宅の営繕工事に係る工事請負費等の執行残であ

ります。

次に、421ページをお開きください。

（事項）の２つ目、海洋高校実習船費が8,338

万4,000円の減額であります。これは、宮崎海洋

高校の実習船進洋丸における法定検査費用等の

執行残であります。

次に、同じページの一番下の段にあります、

（事項）文教施設災害復旧費が4,231万1,000円

の減額であります。これは、今年度発生した災

害復旧に係る事業費が下回ったことによる工事

請負費等の執行残でございます。

次に、423ページをお開きください。

県立学校実習事業特別会計であります。

（事項）高等学校実習費が92万7,000円の増額

であります。これは、令和３年度の決算認定で、

令和４年度への繰越金が確定したことによるも

のであります。

最後に、424ページをお開きください。

育英資金特別会計であります。

（事項）育英事業費が２億4,127万5,000円の

増額であります。こちらにつきましても、令和

３年度の決算認定で、令和４年度への繰越金が

確定したことによるものでございます。

○髙橋高校教育課長 高校教育課の補正予算に

つきまして御説明いたします。

歳出予算説明資料の高校教育課のインデック

スのところ、425ページをお開きください。

一般会計で、５億8,873万1,000円の減額補正

をお願いしております。

その結果、補正後の予算額は、右から３列目

にありますとおり、30億8,222万1,000円であり

ます。

主なものにつきまして御説明いたします。

427ページをお開きください。

ページ中ほどの、（事項）一般運営費（教育庁

共通）が2,228万円の減額であります。このうち、

説明欄１、教育庁パソコンリースが1,456万円の

減額でありますが、これは、学校の職員が使用

するパソコンのリースに係る使用料の執行残に

よるものであります。

次に、ページ一番下の、（事項）高等学校就学

支援事業費が４億8,380万6,000円の減額であり

ます。これは、県立高校の生徒へ授業料相当額

を支援する就学支援金の対象者が確定したこと

などによるものであります。

428ページをお開きください。

ページ一番上の、（事項）学力向上推進費

が3,542万9,000円の減額であります。このうち、

説明欄１のＩＴ教育環境整備事業が1,809万円の

減額でありますが、これは、主に生徒が使用す

るコンピューターのリースに係る使用料の執行

残などによるものであります。

次に、その下にあります、（事項）指導者養成

費が1,631万1,000円の減額であります。このう

ち、説明欄の５、国際理解教育推進事業が1,293

万2,000円の減額でありますが、これは、外国語

指導助手（ＡＬＴ）の雇用に係る報酬や費用弁

償等の執行残であります。

○佐々木義務教育課長 義務教育課関係の補正

予算につきまして御説明いたします。

同じく、歳出予算説明資料の義務教育課のイ

ンデックスのところ、431ページを御覧ください。
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補正額としましては、1,840万9,000円の減額

をお願いしております。

補正後の予算額は、右から３番目の欄でござ

いますが、１億3,525万7,000円となります。

それでは、主な内容について御説明いたしま

す。

433ページをお願いいたします。

中ほどの、（事項）一般運営費が623万円の減

額であります。こちらは、説明欄１の県立学校

給食等緊急支援事業でありますが、物価高騰の

影響による給食費、寮食費の増額が見込みを下

回ったことによる執行残であります。

次に、２段下の、（事項）学力向上推進費が383

万1,000円の減額であります。主な理由としまし

ては、みやざき小中学校学習状況調査に係る業

者委託の入札残や、研修会、視察等の旅費の執

行残でございます。

最後に、一番下の、（事項）指導者育成費は739

万2,000円の減額であります。主な理由としまし

ては、初期研修に係る会計年度任用職員の人件

費や、研修受講者の旅費の執行残でございます。

○横山特別支援教育課長 特別支援教育課の補

正予算について御説明いたします。

歳出予算説明資料の特別支援教育課のイン

デックスのところ、435ページをお開きください。

一般会計で3,942万円の増額補正をお願いして

おります。

補正後の額は、右から３列目の欄にあります

とおり、４億380万8,000円になります。

以下、その主な内容ついて御説明いたします。

437ページをお開きください。

最初の、（事項）特別支援教育振興費が2,371

万1,000円の減額であります。主なものは、その

下の説明欄の６、県立高等学校生活支援充実事

業の1,441万2,000円の減額であります。これは、

今年度、障がいのある高校生に対して介助を行

う生活支援員の配置対象となる生徒が想定より

も少なかったことによる人件費等の執行残であ

ります。

次に、下から３段目にあります、（事項）一般

運営費（特別支援学校）が1,550万9,000円の減

額であります。主なものは、その下の説明欄（１）

通学用バス運行委託料の700万円の減額でありま

す。理由といたしましては、落札額が予定価格

を下回ったことによる委託料の執行残でありま

す。

次に、説明欄（３）県立学校給食等緊急支援

事業の850万円の減額であります。これは、給食

費、寮食費の増額を行った学校が13校のうち３

校にとどまったことによる補助金の執行残であ

ります。

○中別府教職員課長 教職員課関係の補正予算

について御説明いたします。

歳出予算説明資料の教職員課のインデックス

のところ、439ページをお開きください。

一般会計21億6,746万4,000円の減額補正をお

願いしております。

補正後の額は、右から３列目の907億7,869

万4,000円となります。

以下、主なものについて御説明いたします。

441ページをお開きください。

まず、最初の、（事項）教職員人事費の１

億7,502万6,000円の減額につきましては、これ

は、主に、会計年度任用職員の報酬等につきま

して、勤務日数等の実績が当初の見込みを下回っ

たことになどによるものであります。

次に、一番下の、（事項）退職手当費の3,011

万5,000円の減額につきましては、これは、退職

予定者数が当初の見込みを下回ったことによる

ものであります。
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442ページをお開きください。

（項）小学校費のうち、（事項）職員費につき

ましては、７億4,222万1,000円の減額を、（事項）

旅費につきましては、1,780万7,000円の減額を

お願いしております。

次に、中ほどの（項）中学校費のうち、（事項）

職員費につきまして、５億721万円の減額を、（事

項）旅費につきまして、1,772万円の減額をお願

いしております。

443ページを御覧ください。

一番上の、（項）高等学校費のうち、（事項）

職員費につきまして、３億1,193万7,000円の減

額を、（事項）旅費につきまして、1,215万7,000

円の減額をお願いしております。

次に、中ほどの（項）特別支援学校費のうち、

（事項）職員費につきまして、３億3,799万7,000

円の減額を、（事項）旅費につきまして、1,414

万4,000円の減額をお願いしております。

以上の職員費につきましては、教職員の給料

や職員手当等でございますが、主に教職員の退

職と採用に伴う若返りによるものであります。

また、旅費につきましては、新型コロナウイ

ルス感染症の影響による研修等の中止や、オン

ラインでの実施等で出張が減少したことなどに

よるものであります。

○長尾生涯学習課長 生涯学習課関係の補正予

算につきまして御説明いたします。

歳出予算説明資料の生涯学習課のインデック

スのところ、445ページをお開きください。

今回の補正は、一般会計で5,328万3,000円の

減額補正をお願いしております。

その結果、補正後の額は、ページの右から３

列目にありますように、6億5,460万円となりま

す。

それでは、主なものについて御説明いたしま

す。

447ページをお開きください。

初めに、中ほどにあります、（事項）成人青少

年教育費が490万6,000円の減額であります。こ

れは、主に説明欄の４、地域と学校の絆を育む

体制整備推進事業で、国費と県費から市町村へ

の補助を行っておりますが、その交付額の決定

に伴う減額等であります。

次に、448ページをお開きください。

中ほどにあります、（事項）図書館サービス推

進費が383万円の減額であります。主なものは、

説明欄の２、図書館サービス費で、県立図書館

の会計年度任用職員に係る経費等の執行残によ

るものであります。

次に、一番下の段、（事項）美術館費が3,046

万2,000円の減額であります。

次の449ページを御覧ください。

主なものは、一番上の説明欄の４、県立美術

館老朽化対策事業で、県立美術館の空調設備改

修工事に係る経費の執行残によるものでありま

す。

また、その次の、（事項）美術館普及活動事業

費ですが、634万7,000円の減額であります。主

なものは、説明欄の２、特別展費で、特別展の

受付業務等に係る会計年度任用職員の経費の執

行残等による減額であります。

○押川スポーツ振興課長 スポーツ振興課の補

正予算につきまして御説明いたします。

歳出予算説明資料、スポーツ振興課のインデッ

クスのところ、451ページをお開きください。

今回の補正は、一般会計で１億7,929万4,000

円の減額をお願いしております。

その結果、補正後の額は、右から３列目の26

億2,107万9,000円となります。

以下、主なものにつきまして御説明いたしま
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す。

453ページを御覧ください。

一番上の、（事項）学校体育指導費です

が、1,585万円の減額をお願いしております。主

なものは、説明欄２の部活動改革推進事業であ

りまして、国費と県費から市町村へ部活動指導

員配置に対する補助をしておりますが、部活動

指導員の交通費分が国庫補助対象外となったこ

とや、指導者を確保できなかった市町村があっ

たこと等による補助金の執行残等であります。

454ページを御覧ください。

中ほどの少し下、（事項）保健管理指導費です

が、1,256万6,000円の減額をお願いしておりま

す。主なものは、説明欄１の県立学校児童生徒

保健管理指導における児童生徒の各種健康診断

や心臓検診に係る検診料などの執行残と、説明

欄３の県立学校医・学校薬剤師手当における県

立学校医や学校薬剤師に対する報酬の執行残で

あります。

次に、455ページを御覧ください。

一番上の、（事項）競技力向上推進事業ですが、

１億3,947万7,000円の減額をお願いしておりま

す。主なものは、説明欄３の施設・設備整備の

（２）練習環境整備事業でありまして、国スポ

のボート競技会場となっている富田浜の堆積土

砂のしゅんせつにおきまして、工法検討をした

結果、工事時期を令和４年度から令和６年度に

延期したことなどによる執行残となります。

○長友文化財課長 文化財課の補正予算につき

まして御説明いたします。

歳出予算説明資料の文化財課のインデックス

のところ、457ページをお開きください。

今回、一般会計で3,381万8,000円の減額補正

をお願いしております。

補正後の額は、右から３列目の欄にあります

ように、４億6,488万円となります。

以下、主なものにつきまして御説明いたしま

す。

459ページをお開きください。

初めに、一番上の、（事項）文化財保護顕彰費

が711万7,000円の減額補正であります。主な理

由としましては、説明欄２の特別史跡西都原古

墳群保存整備事業における西都原古墳群の除草

委託等の執行残や、説明欄９の西都原古墳群史

跡整備推進事業における、発掘調査や古墳の墳

丘整備の国庫補助決定等に伴う減額であります。

次に、一番下の、（事項）埋蔵文化財保護対策

費が1,738万9,000円の減額補正であります。

460ページをお開きください。

主な理由としましては、説明欄２の埋蔵文化

財発掘調査における国土交通省からの委託によ

る発掘調査の執行残であります。

次に、461ページを御覧ください。

表の上のほうにあります、（事項）考古博物館

費が177万1,000円の減額補正であります。主な

理由としましては、説明欄２の西都原古墳群遺

構保存覆屋再整備事業において、西都原古墳群

にあります古墳を覆う施設の屋根改修工事に係

る入札残であります。

次に、一番下の、（事項）考古博物館資料整備

費が171万4,000円の減額補正であります。主な

理由としましては、説明欄２の資料整備費にお

ける遺物の保存処理事業に係る国庫補助決定等

に伴う減額であります。

○北林人権同和教育課長 人権同和教育課の補

正予算について御説明いたします。

歳出予算説明資料の人権同和教育課のイン

デックスのところ、463ページをお開きください。

今回の補正は、一般会計で482万5,000円の減

額補正をお願いしております。
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この結果、補正後の額は、右から３列目にあ

りますとおり、１億832万8,000円となります。

その主な内容について御説明いたします。

465ページをお開きください。

最初の、（事項）人権教育総合企画費が133

万7,000円の減額であります。主な理由としまし

ては、説明欄１から３の人権教育に関する各種

研修会をオンライン開催等にしたことによる講

師や参加者旅費等の執行残であります。

次に、一番下の、（事項）生徒健全育成費が147

万5,000円の減額であります。主な理由としまし

ては、説明欄２の生徒指導推進事務費における

研修会をオンライン開催としたことによる旅費

の執行残、説明欄４のみやざきの子どもを守る

総合支援事業において、市町村に対してスクー

ルソーシャルワーカー配置に係る経費の補助を

行っておりますが、その交付額の決定に伴う減

額であります。

次に、466ページをお開きください。

最初の、（事項）学校安全推進費が147万8,000

円の減額であります。主な理由としましては、

説明欄２の学校安全研究大会等事業費における

学校安全指導者研修会をオンライン開催したこ

とによる講師や参加者旅費や資料代等の執行残

であります。

○押川スポーツ振興課長 文教警察企業常任委

員会資料の６ページを御覧ください。

議案第62号「教育関係の公の施設に関する条

例の一部を改正する条例及び教育関係使用料及

び手数料徴収条例の一部を改正する条例の一部

を改正する条例」につきまして御説明いたしま

す。

１、改正の理由ですが、現在、延岡市で整備

中の新宮崎県体育館につきまして、建設工事の

遅れに伴い、サブアリーナの供用開始時期を変

更する必要が生じたため、施行期日の改正を行

うものであります。

次に、２、改正の内容につきましては記載の

とおりでありますが、（１）（２）それぞれの条

例につきまして、公布の日から１年を超えない

範囲内で規則で定める日から施行するとしてお

りましたものを、２年を超えない範囲内で規則

で定める日から施行すると改正するものであり

ます。

具体的には、矢印の下の枠を御覧ください。

これら２つの条例は、６月議会で議決をいた

だき、令和４年７月５日に公布されております。

当時は、サブアリーナは令和５年５月に完成

し、６月中旬をめどに供用を開始する予定であっ

たため、施行期日は、条例が公布されて１年後

の令和５年７月４日までとしておりました。

しかしながら、今回、サブアリーナの完成が

３か月程度遅れると、事業を所管しております

総合政策部から連絡を受けたところであります。

現時点では、サブアリーナは令和５年７月末

に完成予定と伺っており、このままですと、６

月議会で議決いただきました２つの条例の施行

期限であります令和５年７月４日を超えてしま

うため、条例の施行期限を１年延ばし、令和６

年７月４日までとするものであります。

３、施行期日でありますが、今回の期限の１

年延長につきましては、公布の日から施行する

こととしております。

○髙橋高校教育課長 文教警察企業常任委員会

資料７ページをお願いいたします。

議案第78号「工事請負契約の変更について」、

御説明いたします。

本件は、議会の議決に付すべき契約に関する

条例第２条の規定により、予定価格５億円以上

の工事請負契約を変更する場合は、議会の議決
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に付することになっておりますことから、今回、

議案を提出したものであります。

変更を予定しております工事請負契約は、令

和３年６月県議会定例会において議決を経まし

た宮崎海洋高等学校進洋丸代船建造事業でござ

います。１の事業概要にありますように、経年

劣化が進んでおります宮崎海洋高等学校の実習

船の代船として、国際条約基準に準拠する実習

船の建造を進めるものであります。

２の工事請負契約の概要にありますように、

当初契約額23億5,950万円に対し、今回、3,975

万3,000円の増額となる23億9,925万3,000円に契

約金額を変更するものであります。

変更する理由は、３にございますように、実

習船の建造に係る資材高騰の影響等による費用

の増加によるものであります。

８ページを御覧ください。

実習船は、この11月に進水式を行いまして、

現在、最終的な検査等を行っております。今後

の予定につきましては、この３月下旬に造船所

のある佐世保から宮崎に回航し、新年度の４月

に竣工式を開催する予定であります。

○河野委員長 執行部の説明が終了いたしまし

た。議案について、質疑はありませんか。

○日髙委員 先ほどの船に関してなんですけれ

ども、相当な金額が使われるところなんですが、

前回の造られた船と、今回新しく造られるもの

に関して、いろいろなものが高騰している中で

どれぐらい値段が違うものなのか、分かるもの

なんでしょうか。

○髙橋高校教育課長 前回の進洋丸につきまし

ては、11億4,000万円ということでございます。

今回につきましては、新たに国際基準等の仕様

にするということで、物価等の高騰もございま

すので、値上がり等も含めた金額ということに

なっております。

○日髙委員 これはもう仕方ないということで

あります。

前回、ヘリコプターに関しても新しく造らな

いといけないけれども、いろんな基準が変わっ

ているし、いろんな機材だったり、新たな部分

もしっかりとつけていかないといけないという

ことで、前回のヘリコプターで４倍の値段はし

ているというふうな話もありましたので。

これは、学生が乗るものですので、しっかり

した安全基準を考えて造っていただきたいなと

思いますので、よろしくお願いいたします。

○髙橋高校教育課長 おっしゃるとおり、安全

基準を第一にして、また、県民の船として、本

当に様々な多目的航海等も含め、大事に使わせ

ていただければと思います。

○佐藤副委員長 関連で、前回が11億で、今回24

億ぐらいするわけです。この間が16年あるわけ

ですが、こういう船の設計とか注文とかやりと

りに、高校教育課の中でできるほどの知識を持

つ専門の方がいらっしゃるんでしょうか。先ほ

どのヘリの面も含めて、前回の倍以上するよう

な、かなりの金額のものについて、業者とのや

り取りはどういうふうに進めていますか。心配

があるとすれば、向こう側の言いなりになって、

県の大事なお金を簡単に幾らですよという形に

はならんとは思うんですけれども、そのあたり

はどういうふうにして進められているのでしょ

うか。

○髙橋高校教育課長 全国の海洋系、水産系の

船につきましては、文部科学省のほうで毎年指

導を行っておりまして、それぞれの県がいつの

時期にどの程度の船を造るか毎年諮問がござい

まして、関係者を集めて、順番や金額等をまず

その場で精査をするような部分がございます。
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そういう中で、本県につきましては、さらに、

実際に委員会等をつくっておりまして、外部の

第三者のシステム協会というところの専門家の

方に入っていただき、専門的な知見をいただい

て、建造委員会を継続して行いながら、造って

まいったところでございます。

○佐藤副委員長 ほかのところでも高額な機器

類を買われるわけですが、今後はこういう形で

精査をして、適正な金額だというような説明も

あっていいのかなと思うんですよね。

私たちも素人ですから、プロを相手に交渉し

て金額も決まるとすれば、そういう心配はある

と思うんですよね。

県のほかのところでもそういうことは起きる

でしょうから、委員会ではこういう説明をつけ

ていただくと分かりやすいのかなと思いますの

で、よろしくお願いします。

○徳重委員 この船のことについてお尋ねしま

す。新しい船ができて非常にありがたいことで

すが、現船を当然処分されると思うんですが、

これはまだ十分使えるんじゃないかなという思

います。

皆さん方においては、なかなか専門家がいらっ

しゃらないと思うわけで、そうなった場合、ど

ういう形で廃船した船を売買するのか、分かっ

ておれば教えてください。

○加塩財務福利課長 まず、売却の流れから申

しますけれども、日本政府が公認をしました日

本海事検定協会というところに船の価値の判断

をしていただきます。宮崎に来ていただいて、

船の中まで見ていただいて、価値判断をしてい

ただきます。

価値判断をしていただいた結果、税抜きです

けれども2,700万円ということで、価値判断をし

ていただきました。これを基に、私どものほう

で予定価格をつくりまして、12月に１回、一般

競争入札をかけましたが、予定価格に満たなかっ

たものですから、年が明けて１月に、再度、一

般競争入札をかけました。このときに6,930万円

で落札をいたしました。１月27日付で既に売買

契約を結んでおりまして、所有権の移転が済ん

でいるところでございます。

○徳重委員 分かりました。

○田口委員 私も実習船のお話を聞かせてくだ

さい。実際、実習の内容はどういうことをされ

て、年間にどれくらい稼働するのか、生徒は何

人くらい乗るのか、教えてください。

○髙橋高校教育課長 今コロナ等の部分もある

んですが、実際に学校等で計画されております

のは、体験航海というようなものが年に３回程

度。まず、実際に生徒が乗ります８日間程度の

短期の乗船実習を２回。それから長期の実践実

習が、ほぼ71日とか66日間という２か月以上に

及ぶもので、２回やっております。それ以外に、

多目的航海というようなもので、年間に20日程

度乗っているところでございます。

生徒につきましては、このような短期乗船、

長期乗船の中で、ほとんどの生徒がこの乗船実

習に参加しております。

○徳重委員 海洋高等高校は、もう１つ船…宮

崎丸を持っているんじゃなかったですかね。

○加塩財務福利課長 委員がおっしゃる宮崎丸

は、教育委員会の船ではございません。

○髙橋高校教育課長 学校としましては、それ

以外にカッター船等の小型の船も持っておりま

す。教育の中で使っておる部分がございます。

○河野委員長 よろしいですか。

次に、その他報告事項に関する説明を求めま

す。

なお、委員の質疑は、執行部の説明が全て終
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了した後にお願いいたします。

○押川スポーツ振興課長 常任委員会資料の９

ページを御覧ください。

宮崎県総合運動公園プールの用途廃止につい

て御説明いたします。

１、プールの概要ですが、記載にありますと

おり、昭和49年から昭和54年にかけまして建設

されており、約50年にわたり県民に利用されて

いる施設であります。

２の現状ですが、現在、（１）のとおり、令和

９年に開催される国民スポーツ大会・全国障害

者スポーツ大会に向け、宮崎市の錦本町に屋内

型の新プールの整備が進められているところで

あります。

一方で、（２）のとおり、現プールは完成から

約50年が経過し、老朽化が進んでおり、屋外プ

ールには屋根がないなど、将来にわたり継続し

て使用するためには大規模な修繕、修理が必要

なところであります。

また、（３）のとおり、現プールの維持管理に

は年間2,000万円程度を要しており、新プール整

備後に２つのプールを維持するには、相当のコ

スト負担が想定されるところです。

それを踏まえまして、３の今後の方針であり

ますが、（１）のとおり新プールの供用開始に併

せまして、令和７年３月末をめどに現プールは

用途廃止を行い、以降は、（２）のとおり、各大

会等を含めまして、現在の県プールの機能は全

て新プールに移行したいと考えております。

教育委員会としましては、（３）のとおり、こ

れまで現プールが担ってきました機能や役割が

円滑に新プールに引き継がれるようしっかりと

取り組み、競技団体や県民の皆様に対し、廃止

時期等の周知や説明を丁寧に行うとともに、新

プールにつきましても、県民の皆様が安全かつ

快適に、そして繰り返し利用していただけるよ

う事業者と連携し、適切な管理運営に努めてま

いります。

なお、４につきましては、現時点の今後のス

ケジュールであります。

○河野委員長 執行部の説明が終了いたしまし

た。その他報告事項について、質疑はありませ

んか。

○日髙委員 国民スポーツ大会が令和９年に行

われるということなんですけれども、現状で練

習であったりとか、プールだけで十分なレーン

というか、足りているものなんでしょうか。

○押川スポーツ振興課長 県の総合運動公園に

は、50メートルの屋外プールと25メートルの屋

内プールがございます。25メートルの屋内プー

ルにつきましては、１年間を通じて使用ができ

ますので、そこを利用しながら冬季の練習も行っ

ている状況です。

○日髙委員 例えば、ほかの競技でいうと、野

球であったり、サッカーなど、本当に球場を使

うのに予約がいっぱいでなかなか使えないとい

う状況があったりとかします。もしも、一般の

方が使える状況と、国民スポーツ大会に向けた

練習とかぶって、なかなか使用が不可能という

のであれば、もちろん多少予算がかかってくる

のかもしれませんけれども、令和９年まで現状

のプールを使用するのも可能なんじゃないかな

と。そういう心配は必要ないということなんで

しょうか。

○押川スポーツ振興課長 新プールにつきまし

ては、50メートルのプールと25メートルのプー

ルの２つを屋内に設置いたします。

大会等を行うときには、基本的に50メートル

のプールで行います。一般開放につきまして

は、25メートルプールを基本的には開放してい
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くという形になっていくかと思います。

また、50メートルプールにつきましては、壁

が移動しまして、２つの25メートルプールに分

けることができます。そういった機能も生かし

ながら、効果的に練習会と一般の方々への開放

ができるように事業者ともしっかりと連携をし

ながら、競技力向上が図れるように進めてまい

りたいと考えております。

○日髙委員 分かりました。よろしくお願いし

ます。

○田口委員 プールのところですが、私の子供

がずっとここで競技をしていましたので、なく

なるのは寂しいんですけれども、飛び込みプー

ルの利用期間が全く載っていないですが、県内

にはどれくらいの利用というか、飛び込みのス

ポーツ人口はいるのか、教えてください。

○岩切競技力向上推進室長 現在、飛び込みを

やっておられる方というのは、県内には全くお

られません。

○田口委員 次の国民スポーツ大会に向けても

飛び込みはプールを造らないんですか。

○岩切競技力向上推進室長 はい。今のところ、

予定はございません。

○田口委員 今は持っていなければ、近くの隣

県などを借りようとかいうふうになっているよ

うでもありますけれども、これはそういう方針

でやるということでいいんですか。

○岩切競技力向上推進室長 飛び込み競技につ

きましては、熊本県のプールを使うこととして、

国スポ事務局で調整を進められていると伺って

おります。

○田口委員 いろんなスポーツの競技力向上で

─この間も相撲場ができましたが、飛び込み

は全くその対象外ということでいいんですか。

○岩切競技力向上推進室長 この件につきまし

ては、競技団体、水泳の連盟のほうとも、あら

かじめ協議を継続して行っておりますが、今の

ところ、水泳連盟からは、この飛び込み競技に

ついては、競技人口、経験者がいないというこ

とで、今のところ、参加の予定というのはない

というふうに伺っております。

○田口委員 分かりました。

○河野委員長 いいですか。その他で何かあり

ませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○河野委員長 それでは、以上をもって教育委

員会を終了いたします。

執行部の皆様、お疲れさまでした。

暫時休憩いたします。

午後２時２分休憩

午後２時４分再開

○河野委員長 委員会を再開します。

６日、月曜日の委員会は午前10時に再開、警

察本部の当初予算に関する審査から行う予定で

す。

その他で何かございませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○河野委員長 以上をもちまして、本日の委員

会を終了いたします。ありがとうございました。

午後２時５分散会
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午前９時58分再開

出席委員（７人）

委 員 長 河 野 哲 也

副 委 員 長 佐 藤 雅 洋

委 員 徳 重 忠 夫

委 員 井 本 英 雄

委 員 日 髙 陽 一

委 員 田 口 雄 二

委 員 図 師 博 規

欠席委員（なし）

委員外議員（なし）

説明のため出席した者

警察本部

警 察 本 部 長 山 本 将 之

警 務 部 長 黒 川 清 彦

警務部参事官兼
久留米 英 樹

首 席 監 察 官

生 活 安 全 部 長 三 原 健

刑 事 部 長 時 任 和 博

交 通 部 長 日 高 俊 治

警 備 部 長 河 野 晃 央

警務部参事官兼
山 﨑 猛

会 計 課 長

警務部参事官兼
迎 修 二

警 務 課 長

生活安全部参事官兼
井 上 保 志

生活安全企画課長

総 務 課 長 甲 斐 義 勝

少 年 課 長 黒 木 守

生 活 環 境 課 長 田 中 宏 光

交 通 規 制 課 長 澤 田 信 也

運 転 免 許 課 長 池 田 健 二

企業局

企 業 局 長 井 手 義 哉

副局長（総括） 斎 藤 孝 二

副局長（技術） 森 英 彦

総 務 課 長 齊 藤 郁 宏

経 営 企 画 室 長 小 野 一 彦

工 務 管 理 課 長 宮 田 晃 尚

施 設 保 全 課 長 松 生 晃

発 電 設 備 課 長 日 髙 誠

総 合 制 御 課 長 丹 山 竜一郎

事務局職員出席者

議 事 課 主 査 内 田 祥 太

議事課主任主事 上 園 祐 也

○河野委員長 委員会を再開いたします。

それでは、当委員会に付託されました当初予

算関連議案等について、警察本部長の概要説明

を求めます。

○山本警察本部長 おはようございます。本日、

御審議等何とぞよろしくお願いいたします。

本日、議案といたしまして、議案第１号「令

和５年度宮崎県一般会計予算」のうち、公安委

員会に係るものについてお諮りをさせていただ

きます。

歳出予算額、恩給退職手当を除きまして277

億7,000万円余をお願いするものでありまして、

主な事業といたしまして移動交番車活動推進事

業等について、御説明を申し上げます。

また、議案第23号「警察関係使用料及び手数

料徴収条例の一部を改正する条例」につきまし

ては、道路交通法の改正等に伴うものをお願い

するものでございます。

令和５年３月６日(月)
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また、議案第35号「風俗営業法等の規制及び

業務の適正化等に関する法律施行条例及び宮崎

県暴力団排除条例の一部を改正する条例」は、

博物館法の改正に伴い、条ずれ等が発生したこ

とによりまして、この２つの条例の改正をお願

いをするものでございます。

また、順番を前後いたしますが、令和３年度

決算に係る指摘要望事項につきまして、公安委

員会、警察に係るものといたしましては、自転

車盗難に対する対策について、御説明を申し上

げます。

また、その他報告事項といたしまして、令和

５年春の移動に伴いまして、宮崎県警察の組織

の一部を改正しておりますので、それについて

御説明を申し上げさせていただきます。

本日も御審議のほど何とぞよろしくお願い申

し上げます。

○河野委員長 次に、議案の審査を行いますが、

歳出予算の説明については、重点事業、新規事

業を中心に簡潔明瞭に行い、併せて令和３年度

決算における指摘要望事項に係る対応状況につ

いても説明をお願いいたします。それでは、議

案に関する説明を求めます。なお、委員の質疑

は執行部の説明が全て終了した後にお願いいた

します。

ここで傍聴希望がありましたので、暫時休憩

いたします。

午前10時０分休憩

午前10時２分再開

○河野委員長 委員会を再開いたします。

本日の委員会に３名の傍聴の申出がありまし

たので、これを認めることといたしました。傍

聴される方にお願いいたします。傍聴人は、受

付の際にお渡ししました傍聴人の守るべき事項

を遵守し、静かに傍聴してください。

それでは休憩前に引き続き、警務部長。

○黒川警務部長 令和５年２月定例県議会提出

の議案第１号「令和５年度宮崎県一般会計予算」

の公安委員会関係につきまして、御説明いたし

ます。

お手元のタブレットにあります、文教警察企

業常任委員会資料の３ページ、令和５年度歳出

予算について御説明いたします。

議会資料につきましては、令和５年度歳出予

算説明資料の505ページ以降となります。

公安委員会関係としての令和５年度歳出予算

額は、恩給及び退職年金額を除きまして、277

億7,118万3,000円をお願いするものであります。

この予算額は前年度と比べますと、６億8,243

万1,000円の増額となっております。

主な増額要因につきましては、資料２番目に

記載しておりますが、昨年末に実施された人事

委員会勧告に基づく給与改定に伴い、主に若手

職員の人件費が増えたことによる増額です。ま

た、物件費につきましては、燃料費の高騰に伴

う費用の増加や、警察施設の改修に要する費用

等が主な要因となっております。

それでは、令和５年度の公安委員会関係の歳

出予算の内容を、課目ごとに新規事業を中心と

して説明いたします。なお、令和５年度の新規

・改善事業につきましては、タブレット６ペー

ジに一覧を掲載しております。

４ページの３、当初予算の内訳を御覧くださ

い。歳出予算説明資料につきましては、507ペー

ジからになります。

一般会計警察費の（項）警察管理費（目）公

安委員会会費の予算額1,414万1,000円について
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であります。これは、公安委員会３名の報酬や、

県下13警察署に置かれております警察署協議会

の運営に要する経費であります。

次に、（目）警察本部費の予算額219億997

万5,000円についてであります。警察本部費は職

員費と運営費からなり、職員の人件費や警察業

務を行う上で必要となるＯＡ機器に要する費用

や事務費等の経費であります。

次に、（目）装備費の予算額４億1,687万4,000

円についてであります。装備費は警察機動力及

び警察装備の計画的整備と充実強化に要する経

費であります。主な事業概要につきましては、

警察車両の維持管理に必要な修繕料や燃料費等

の経費や警察ヘリコプターを運用する上で必要

な経費となります。

次に、（目）警察施設費の予算額12億5,081

万5,000円についてであります。これは警察施設

の計画的整備と適正な維持管理に要する経費で

あります。主な事業概要につきましては、警察

本部をはじめ運転免許センターや警察署等の施

設補修に伴う設計委託、改修工事などの維持管

理に要する警察施設営繕費や、警察施設の機能

を維持していくために必要な電気設備、空調、

清掃等の委託費や施設の修繕維持に要する消耗

品等の経費であります。

次に、（目）運転免許費の予算額５億8,372

万8,000円についてであります。運転免許費は、

運転免許試験及び各種講習その他運転免許事務

処理に要する経費であります。主な事業につき

ましては、運転免許証更新時、安全運転管理者

講習委託やＩＣカード免許証を作成する装置の

リース料、運転免許証の台紙の購入等に要する

経費を計上しております。運転免許証、ＩＣカ

ード化運営事業等があります。

なお、昨年と比較すると２億1,087万7,000円※

の減額となっております。

これは、高齢運転者が運転免許の更新を行う

際に必要となる高齢者講習等については、県警

が自動車教習所に委託し実施しておりましたが、

昨年の道路交通法の改正により、教習所自らが

高齢者講習等を実施することができるように

なったため、委託料の減額をしたものでありま

す。

ここで、運転免許費における新規事業を説明

いたします。運転免許費における新規事業は「高

齢者講習等直営事業」となります。この事業に

つきましては、タブレットの８ページも御覧い

ただきたいと思います。

事業の目的は、先ほど御説明いたしましたよ

うに、高齢者講習等のほとんどを自動車教習所

が独自に実施しておりますが、繁忙期には講習

受入れが困難となり、講習等の待ちの時間が生

じております。

そこで、宮崎県公安委員会でも高齢者講習を

実施できる体制を整備し、講習待ちの緩和を図

ることを目的とするものであります。事業概要

につきましては、指導員の配置や講習で使用す

る軽自動車等の整備を行うものです。予算額に

ついては、665万9,000円を計上しております。

資料は引き続き５ページになります。次に、

（項）警察活動費（目）警察活動費の予算額35

億9,565万円についてであります。警察活動費は、

生活安全、刑事及び交通等警察活動を全般に要

する経費である一般活動費と、交通安全施設の

維持管理及び電気通信料等に要する経費である

交通安全施設維持費、交通安全施設を整備し、

安全で安心な交通環境の改善や交通の円滑化を

※37ページに訂正発言あり
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図るための交通安全施設整備事業費があります。

一般活動費の主な事業内容につきましては、

自動車保管場所証明事務に要する経費や交通安

全指導員及び民間交通安全協力隊維持委託、指

紋情報高度化利用システム整備事業など、警察

活動に必要な予算を計上しております。

また、交通安全施設維持費は、交通安全施設

に要する電気料や施設維持に必要な修繕料等に

なります。

次に、交通安全施設整備事業費は、交通事故

が多発している道路や、特に交通の安全を確保

する必要がある道路について、総合的な計画の

下に交通安全施設を整備することにより、交通

環境の改善、交通事故の防止を図り、併せて交

通の円滑を図るものであります。

ここで、警察活動費の新規事業について、５

ページの資料の順に沿って説明いたします。

まず、交番・駐在所のセキュリティ対策強化

事業についてであります。本事業の目的は、交

番・駐在所内に設置している防犯カメラをネッ

トワークで接続することで、本部や警察署でタ

イムリーに映像を確認することができ、交番勤

務員の安全対策の強化と、警察官不在時におけ

る来訪者への適正な対応を行うことを目的とし

ております。

事業概要といたしましては、防犯カメラがネッ

トワーク化されていない交番駐在所にネットワ

ークカメラを設置するものです。予算額につき

ましては、678万5,000円を計上しております。

次に、サイバー攻撃対策強化事業についてで

あります。

本事業の目的は、ダークサイトにおける情報

収集を目的としたパソコンを増設するものであ

ります。また、サイバー攻撃対処訓練用資機材

を活用し、希望する企業には機器を貸し出し、

標的型メール訓練を実施するなどして、県内企

業全体のセキュリティ対策の強化を図ることも

目的としております。予算額については、149

万5,000円を計上しております。

次に、移動交番車活動推進事業についてであ

ります。本事業につきましては、タブレット資

料の７ページも併せて御覧いただきたいと思い

ます。

事業の目的についてでありますが、移動交番

車１台を増強し、再編整備を行った交番駐在所

の地域に対して、積極的な情報発信や困りごと

相談窓口等の行政サービスを行い、きめ細やか

な地域密着型の活動を実施いたします。予算額

につきましては、620万円を計上しております。

次に、交通事故捜査強化対策事業（科学捜査

力強化整備事業）についてであります。令和４

年度からフルモデルチェンジした車両に設置が

義務づけられた、車速やブレーキの踏み具合を

記録するイベントデータレコーダ装置の解析を

行い、交通事故の原因特定を行うとともに、ド

ライブレコーダーの解析機器を整備し、交通事

故捜査の強化を図るものです。予算額としまし

ては、421万6,000円を計上しております。

最後に、Ｇ７農業大臣会合に伴う警戒警備事

業についてであります。本事業は、今年４月に

開催されるＧ７農業大臣会合に伴う必要な経費

として、必要資機材や燃料費等、要人警護等に

必要な予算を計上しております。

○三原生活安全部長 令和３年度決算における

指摘要望事項に係る対応状況について、併せて

報告をいたします。

県警本部としましては、犯罪抑止対策につい

て、自転車盗難ゼロを目指して、施錠の徹底を
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広く県民に呼びかけるとともに、被害の多い中

高生向けの対策を強化することについて説明を

いたします。

令和４年における県内の自転車盗難の認知件

数は983件で、中高生の被害割合が46.3％の約５

割でございました。この自転車等への対策につ

きましては、昨年９月の決算特別委員会におけ

る御指摘等を踏まえ、令和４年10月に実施いた

しました全国地域安全運動を皮切りに、自転車

盗難防止対策を運動の重点に取り入れて、県警

全体の課題といたしまして各種対策を推進して

まいりました。

特に中高生向けの対策といたしまして、教育

委員会と連携し、毎月宮崎駅、南宮崎駅の駐輪

場を中心として、自転車の鍵かけの状況を点検

いたしまして、無施錠の自転車には教育委員会

のほうから対象生徒が通学する学校に連絡の上、

学校から生徒に対して防犯指導を行いました。

このほかに、自転車盗難防止モデル校制度等を

活用いたしまして、自転車施錠の有無の確認、

生徒に対する防犯指導のほか、盗難被害に遭っ

た生徒さんが通学する学校への指導や、生徒参

加型の街頭キャンペーンなどを開催いたしまし

た。

また、管理者の承諾を得た上で、駐輪場にお

きまして、警察が準備をしましたダイヤル式の

鍵を無施錠自転車に取り付けて、盗難被害防止

を図るための思いやりロックを推進いたしまし

た。自転車の盗難の被害の発生が多い宮崎駅駐

輪場などにおきましては、自転車盗難防止チラ

シを貼付して防犯啓発をしたほか、放置自転車

が多くあったため、管理者に撤去をしていただ

きまして、自転車盗難を発生させない環境づく

りも推進をいたしました。

これらの自転車盗難防止対策の取組を強化し

た結果、令和４年10月の県下の自転車盗難件数

が109件であったものが、12月には75件、令和５

年１月には82件と、おおむね80件前後まで減少

したところでございます。今後も教育委員会を

はじめ、学校関係者や駐輪場管理者などと連携

を図るとともに、防犯教育や広報啓発等に創意

工夫を凝らしまして、自転車盗難を防止するた

めの取組をより一層強化してまいります。

○日高交通部長 続きまして、議案第23号「警

察関係使用料及び手数料徴収条例の一部を改正

する条例」について説明いたします。

今回の改正につきましては、道路交通法関係

でございます。

初めに、お手元のタブレットにあります文教

警察企業常任委員会資料の９ページを御覧くだ

さい。

１の改正の理由につきましては、道路交通法

の一部を改正する法律の施行等に伴い、警察関

係使用料及び手数料徴収条例の手数料額の改定

が必要となったものです。

２の改正の内容につきましては、４点ありま

して、①条例第３条53号の７特定自動運行許可

申請手数料、②同53号の８特定自動運行計画変

更許可申請手数料、③同57号運転できる自動車

等の限定解除審査手数料、④が同68号の２特定

任意講習手数料の４点についての、追加・改正

を行います。

①の運転自動化のレベル４特定条件下におけ

る完全自動運転の許可申請をする際の特定自動

運行許可申請手数料につきましては、７万9,200

円、②の特定自動運行の計画を変更する際の特

定自動運行計画変更許可申請手数料は、７

万8,500円となっております。この手数料額は、
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地方公共団体の手数料の標準に関する政令の改

正によって示された金額を根拠としております。

運転自動化のレベル等につきましては、後ほど

詳しく説明いたします。

③の運転できる自動車等の限定解除審査手数

料は、サポートカーを対象に追加するもので、

試験車を使用する場合2,850円、試験車を使用し

ない場合1,400円の審査手数料を追加するもので

す。衝突被害軽減ブレーキ等の安全技術を搭載

した、いわゆる安全運転サポート車限定免許に

つきましては、令和４年５月13日に施行されて

おります。

本県は、サポートカー限定条件を解除する際

の審査手数料を徴する事務の追加をいまだ行っ

ておりませんので、今回同事務手数料を追加す

るものであります。なお、本県におけるサポカ

ー限定免許の申請は現在までございませんので、

改正していないことによる影響はありませんで

した。

続きまして、④の特定任意講習手数料につき

ましては、特定任意高齢者講習の実車指導あ

り6,450円と実車指導なし2,900円が追加されま

す。実車指導ありとは、大型免許・中型免許な

ど普通自動車が運転可能な免許を受ける方に対

する講習で、実車指導なしとは、自動二輪や原

付など普通自動車が運転できない免許しか保有

していない方や、運転技能検査該当者に対する

講習であります。

３の本条例の施行期日につきましては、表の

①②は本年４月１日、③④は公布の日でありま

す。

次に、10ページ、改正道路交通法の施行につ

いてを御覧ください。１の改正の内容は、レベ

ル４の自動運転を特定自動運行と定義し、運転

の定義から除くなど、特定自動運行の定義や許

可等に関する規定が整備されました。

２の運転自動化のレベルは、右の図に記載さ

れておりますとおり、レベル４の特定条件下に

おける完全自動運転では、緊急時における安全

な停止までシステムが対応することから、原則

として運転者は乗車しておりません。

レベル４における特定条件下とは、主に一定

の区間を意味し、具体的な利用方法としては、

巡回バスや一定の区間を往復するトラックによ

る物流サービスなどが想定されており、これま

で他県において実証実験が行われてきました。

このようなサービスは、現状におきましては、

円滑な交通に支障を及ぼす恐れがあることから、

特定自動運行を行おうとする者は、これを行う

場所を管轄する都道府県公安委員会に対して、

特定自動運行計画等を記載した申請書を提出し、

許可を受けなければならないこととされました。

次に、11ページ、特定任意高齢者講習を御覧

ください。１の追加改正する理由につきまして

は、70歳以上の高齢運転者を対象にした高齢者

講習は、県内居住者に限られていますので、県

外居住者が受講可能な特定任意高齢者講習を整

備する必要があるためです。

２の講習内容・講習時間につきましては、①

講義、②運転適性検査器材による指導、③実車

による指導の合計２時間以上の講習で、自動二

輪や原付等の普通自動車が運転できない免許し

か保有していない方や、運転技能検査該当者は

③の実車による指導を除いた合計１時間以上の

講習で、県内居住者に対する高齢者講習と同様

の内容となっております。

先ほど議案の第１号「令和５年度宮崎県一般

会計予算」の公安委員会関係において、高齢者
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講習等直営事業についての説明がありましたが、

県内居住者に加えて県外居住者に対しても、高

齢者講習を行うことが可能になります。

○三原生活安全部長 議案第35号「風俗営業等

の規制及び業務の適正化等に関する法律施行条

例及び宮崎県暴力団排除条例の一部を改正する

条例」について説明をいたします。

お手元の文教警察企業常任委員会のタブレッ

ト資料12ページを御覧ください。

項目１の改正の理由につきましては、本年４

月１日に施行されます博物館法の改正におきま

して、第29条に規定されている博物館に相当す

る施設が、条ずれ等により第31条第１項に規定

されることに伴い、同法第29条を引用している

警察所管の条例であります「風俗営業等の規制

及び業務の適正化等に関する法律施行条例」と

「宮崎県暴力団排除条例」の２つの条例を改正

するものでございます。

項目２の改正の内容につきましては、いずれ

の条例におきましても、条文中で博物館に相当

する施設を定めております「博物館法第29条」

を「博物館法第31条第１項」に改めるもので、

条例自体の中身には変更はありません。

まず、（１）風俗営業等の規制及び業務の適正

化等に関する法律施行条例第10条では、病院、

老人福祉施設、博物館等の敷地の周囲200メート

ルの区域内では、店舗型性風俗特殊営業を営ん

ではならないこととなっております。

そのうち、博物館法を引用する第１号中の博

物館に関し、改正前は「第２条第１項及び第29

条に規定するもの」でございましたが、改正に

伴いまして、第２条第１項に規定する博物館と、

第31条第１項に規定される博物館に相当する施

設を分けて、「第２条第１項」を「第２条第１項

に規定するもの」とし、「第29条」を「第31条第

１項」に改めるとともに、第31条第１項に規定

するものの中から指定された博物館に相当する

施設となることから、「同法第31条第１項に規定

する博物館に相当する施設」と改めるものです。

次に、13ページを御覧ください。

（２）宮崎県暴力団排除条例第12条第１項で

は、小学校等の学校や児童福祉施設、博物館等

の敷地の周囲200メートルの区域内においては、

暴力団事務所を開設し、又は運営してはならな

いこととなっており、そのうち博物館法を引用

する第５号中の博物館に相当する施設に関し、

「第29条」を「第31条第１項」に改めるもので

す。それぞれ条例の施行予定日は、本年４月１

日であります。

○黒川警務部長 先ほど運転免許費の説明で、

昨年度との比較額を２億1,087万7,000円の減額

と説明しましたが、正しくは２億2,187万7,000

円でありましたので、訂正いたします。

○河野委員長 執行部の説明が終了いたしまし

た。議案について質疑はありませんか。

○図師委員 予算説明資料513ページの一番上

の24番、組織犯罪撲滅に向けた高機能システム

改修事業とあるのですが、今、全国的に闇バイ

トからの高齢者世帯や単身世帯を狙っての窃盗

事件が多発しておりますけれども、本庁のほう

で情報は集約されていると思うんですが、本庁

とのやり取りに使われるシステムではないのか

もしれませんけれども、県内に対象になるかも

しれない世帯があった場合など、予算に限らず、

情報統制や情報連携などに関して、教えていた

だきたい。

○時任刑事部長 全国的に闇バイトによる広域

強盗が今問題になっているところでありますが、
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この組織犯罪撲滅に向けた高機能システムの改

修事業について説明しますと、これは広域複雑

化する組織犯罪に迅速、的確に対応するため、

暴力団、薬物、銃器犯罪等の情報を一元化して

いるシステムについて、作業の効率化と情報の

充実を図るための改修を行い、さらなる組織犯

罪の壊滅、弱体化を推進する事業であります。

昨今、暴力団情勢については、拳銃等の使用

による殺人事件とか、あるいはみかじめ料の支

払いに応じない事業者に対する襲撃など、凶悪

化の傾向にありまして、県内におきましても、

平成28年８月に宮崎市の田代町において、暴力

団組員ら13名の共謀による殺人事件が発生する

など、暴力団の存在が県民の生活の脅威となっ

ている状況にあります。

これらのことから、県警では警察庁の情報と

リンクして、組織犯罪に必要な情報を組織犯罪

対策情報管理システムで一元化を図り、事業の

効率化を図っているところであります。

先ほど、お尋ねでありました広域窃盗の情報

につきましても、全国と共有をしておりますの

で、このシステムの中で、情報管理と各都道府

県との情報交換を行っているところであります。

○三原生活安全部長 先ほど、図師委員の御質

問の中で、予算外でもいいのでという話でござ

いましたので、参考までにちょっと御説明いた

しますと、この闇サイトにつきましては、本庁

のほうが運営をしていますＩＨＣ（インターネッ

トホットラインセンター）という委託事業があ

りまして、そこが全国の闇サイト等の有害情報

を受けて、それを本庁に投げて、本庁から該当

する各都道府県に投げる仕組みをとっておりま

して、これは前からやっているんですけれども、

いわゆる闇サイトにつきましても、２月15日か

ら情報提供するようにという運用が開始された

ばかりでございます。

また、今後そのような情報が、本庁経由で流

れてくると思いますので、その対応をしっかり

したいと考えております。

○図師委員 そのＩＨＣの運用以前も含めてな

んですが、本県に闇バイトでターゲットとなる

ような世帯の事例はあるものなんでしょうか。

○三原生活安全部長 先ほど申し上げたように、

２月15日に運用開始となって、闇サイトに関す

る情報というのは、恐らくまだどこの県も落ち

てきていないだろうと思います。今後、落ちて

くると思いますので、今後しっかりと対応して

まいりたいと考えております。

○図師委員 今、被害に遭われている方は、結

果として闇バイトとか、組織的な犯罪が関連し

ていたということが明らかになってきていると

ころが多いと思います。本県の世帯が狙われる

ようなことがあれば、速やかに予防線が張れれ

ばと思いますので、このシステムの有効活用を

図っていただきたいと思います。

続けていいですか。同じ513ページのＧ７農業

大臣会合の警戒警備事業についてなんですけれ

ども、Ｇ７農相会合は以前も本県で行われてお

るかと思いますし、安倍元首相の襲撃事件以降、

国際的な要人を集めての警備にはかなりの体制

強化が図られたと思うんですけれども、今回の

事業に新たに組み込まれた内容とか、特に安倍

元首相の襲撃以来、何がどう変わったとか、そ

ういうものがあればぜひ教えてください。

○河野警備部長 ４月に予定されていますＧ７

宮崎農業大臣会合については、県警察本部とし

ましては、関連行事の円滑な進行の確保、テロ

など違法行為の未然防止、国内外要人の身辺の
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安全確保といったことを基本方針としまして、

諸般の情勢を総合的に判断し、前例とか形式に

捉われることなく、具体的な状況と情勢に応じ

た弾力的な警備を推進していく方針であります。

議員のお話にありました安倍元総理の事件を

受けまして、警護については、約30年ぶりに警

護の基本的な事項を定めた警護要則が全面改正

になりまして、警察庁の関与が強化されており

ます。具体的な中身としましては、これまで警

護を実施するにあたって、大規模なサミットの

ような大きな警護の場合は、警護計画を警察庁

まで報告をして審査を受けておりましたが、そ

れ以外は県に委ねられていたというところで

あったんですけれども、今回の改正に伴い、事

前に警察庁に計画書を送って、審査を受けて、

その上で警護を実施していくということになっ

ております。

また訓練についても、幾らいい計画書ができ

たとしても、実際に警護にあたる警護員のレベ

ルが上がらないと充実した警護ができないため、

警護員を育成するということで、警察庁が体系

的な協議計画をつくりましたので、それに沿っ

た形で、県警察本部も訓練をやっていくという

ことになっております。

○図師委員 30年ぶりの警護・警備の改定が行

われたということで、重厚になっている内容だ

と思われますし、このＧ７の警護にあたっては、

本県の警察官だけの対応になるのか、それとも

周辺自治体からも応援をいただくのか、その辺

りの数というか、どういうような体制になるの

か教えてください。

○河野警備部長 その辺については、現在検討

中でございます。一番大事になるのは、警備情

勢ということになりますので、その辺を十分に

判断しながら対応することになるのかなという

ふうに思います。

○山本警察本部長 図師委員の御質問に関して、

若干補足申し上げますけれども、４月22～23日

に、Ｇ７農業大臣会合が開催されます。万全を

期してまいりたいというふうに思っております。

今、警備部長からもありましたとおり、現在、

警備体制については検討中ではありますけれど

も、この大臣会合に伴う警備も当然しっかりや

る必要がありますが、他方で、その期間中に事

件、事故、災害、これにも当然万全の対応をし

ていかなければならないということにおいては、

宮崎県警察の警察官約2,000名、行政職員300名、

合計2,300名の体制だけでは難しいところも出て

くるのではないかというふうに今考えておりま

す。警察法60条に基づきます援助の要求という

仕組みがございまして、宮崎県公安委員会から

他の都道府県公安委員会に対して警察官の援助

を要求するという、法律に基づいた仕組みがご

ざいますので、所要の体制を他県にお願いする

ことによって、一般治安といいますか、会議開

催中の何かあった際にも、ちゃんと対応できる

ことも大切だと考えておりますので、いずれに

せよ、しっかり対応していきたいというふうに

考えております。

○黒川警務部長 Ｇ７農業大臣会合の際の警備

体制ではなく、平時の体制もあり、後ほど、宮

崎県警察の組織についても説明いたしますが、

間隙を生じさせない的確な警備を実践すること

を目的に、警護にあたる専従員の増員配置と警

護人材を育成するための研修枠を、この春から

設ける予定としております。

○図師委員 今後のこういう国際規模の会議の

誘致にも大きく影響してこようかと思いますの
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で、万全の体制を期されることを期待しており

ます。

○徳重委員 関連して、宮崎では農相会合、広

島ではトップの皆さん方が集まるということで、

それぞれ警護の条件も全然違ってくるかなとい

う気がしますが、この経費が宮崎の会合だけで

も１億を超すということで、単独なんですかね、

国の補助金がないのでしょうか。

○山﨑会計課長 当然、国費予算も来るところ

で、今現在審議中であろうと思います。当然か

かる経費については国費で措置されますし、足

りない分については、今お願いしている県費で

対応していくということになると思います。

○山本警察本部長 若干補足を申し上げますけ

れども、こうした大規模警備に基づきます経費

については、基本的には国費で、先ほど申し上

げましたように、例えば他県からの派遣を要請

したときには、移動してまいって宿泊が伴うわ

けですけれども、１人について１泊２食7,800円

の旅費等が出るわけでありますが、それは全て

国費で措置されることになります。

一方で、県内に入ってから、例えば移動には

ガソリン、燃料が必要になっています。そうし

たものは国費ではなくて、県費でということで

整理がされておりまして、部隊の活動は、基本

的には国費なんですけれども、今申し上げたよ

うな例えばガソリン代であったり、あるいは車

をリースしたりとか、当然追加分が必要になっ

てまいりますので、そうしたものは県費をお願

いをするという整理になってございます。

○徳重委員 もう一つ、これは大事な会議であ

りますから、注目されるわけでありまして、宮

崎においでになる方は─何人ぐらいの要人を

警護するというような形になっているのか。

それともう一つは、もうすぐですから、日に

ちがないですね。その警護の準備というか、大

変だろうなと思うんですが、安倍さんの事件も

あったから、マニュアルができておると思うん

ですけれどね、その訓練というのはどういう形

でされているのか、教えてください。

○河野警備部長 まず、要人については、Ｇ７、

いわゆる日本を含め、アメリカ、カナダ、イギ

リス、フランス、ドイツ、イタリア、あとＥＵ

の農業担当大臣が来県されることになりますが、

実際警護するかどうかというのは、諸般の情勢

を総合的に判断して決められるというところで

あります。

訓練につきましては、例えば要人の警護の要

領ですとか、不審物件や爆発物らしきものがあ

るときの処理要領等について、訓練を重ねてい

るところでございます。

○山本警察本部長 若干補足申し上げますと、

マニュアルというお話がありましたけれども、

警護計画書、警備計画書を策定いたします。警

護と警備というのが両方あるんですけれども、

警護というのは国の公安に係るものとして、警

察庁長官あるいは警備局長が指定をするものに

対して、例えば内閣総理大臣であったり、ある

いは閣僚であったり、こうしたものは警護と指

定をされて、例えば、いわゆるＳＰという直近

警護員がつくのが警護措置でございまして、さ

らに高い警備措置を講じるものであります。

例えば首脳ではなくて、各国の大臣─これ

は警護指定するかしないかというのはまだ決定

はしていませんけれども、警護措置をしなくて

も、当然我々はその要人の安全を守る責任はご

ざいますので、直近の警護員がつかなくても、

ちゃんと警備をするというのは大切なことであ
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ります。

これを一緒に考えられることもあるんですが、

それは基本的にちょっと別の次元であります。

警護というのはさらに度合いが高くなるという

ことで、さらなる追加措置を講じます。

他方で今警備部長からありましたとおり、例

えば爆発物への対策とか、そういう警備措置と

いうのは、いずれにせよしっかりやることによっ

て、各国要人─今申し上げましたＧ７の農業

担当大臣と、それ以外に農業大臣会合の場合は

国際機関も加わりますので、そうした代表の安

全措置というのもしっかり講じていくというふ

うに考えております。

○田口委員 委員会資料の７ページの移動交番

車活動推進事業についてお伺いいたします。

令和５年度から７年度にかけて移動交番車を

毎年度１台増台ということは計３台増えるとい

うことですが、写真を見ますと、これが現在あ

るやつだと思うんですが、移動交番車は、現在

は何台あるんでしょうか。

○三原生活安全部長 現時点で１台を運用して

おります。

○田口委員 ということは最終的には都合４台

になるということですね。

○三原生活安全部長 そのとおりでございます。

一応、構想では、県北、県南、県央、県西とい

うことで運用できたら一番ベストだなと考えて

おるところでございます。

○田口委員 今、交番駐在所の再編整備に伴う

地域住民の不安を解消するためということに

なっておりますが、昨年は駐在所や交番を減ら

してきましたので、特に高千穂町の河内地区で

すか、あの辺りからはぜひ残してくれという強

い要望もありましたけれども、あそこの問題点

というのは、現在は解消したというふうに思っ

てよろしいんですか。

○黒川警務部長 高千穂警察署の上野駐在所と

河内駐在所については地域住民の御理解をいた

だきまして、既に上野駐在所に統合して正式な

運用を始めているところでございます。

○田口委員 では、地域住民はその不安は解消

されたと思っていいわけですかね。心配なのは、

強盗殺人事件とか東京都の狛江市でもありまし

たけれども、今、ちょっと犯罪の仕方が非常に

荒っぽくて、僕らでも家に入られたらどうしよ

うかと思うぐらいに、地域住民から見たら非常

に不安。地域の皆さんが一遍は納得したかもし

れないけれども、そういうのこともあったので、

今になって非常に不安になっているんじゃない

かという思いもあって、ちょっと今質問したと

ころなんですが。じゃあ、地域の皆さんは、上

野駐在所と１つになったけれども、安心はして

いるということでよろしいんですか。

○黒川警務部長 そのとおりでございます。移

動交番車の運用等を実施しておりまして、より

啓発の見える活動について御理解いただいてい

るとお聞きしております。

○田口委員 この間の再編整備のときは、延岡

も再編整備されたんですけれども、市民はあま

り関心がない。

中山間地は考え方が全然違って、地域にとっ

ては非常に頼りにしているといいますか、信頼

を置いている組織であるのに、なくすのは何だ

という声がございましたが、今回移動交番車を

増台するということは、地区ごとに何台か置く

という話でしたけれども、そういう再編整備を

したところを中心に行くことになるのか、それ

とも万遍なく行くことになるのか。どのような
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お考えですか。

○三原生活安全部長 今、１台しかございませ

んので、試行ということも含めまして、再編整

備のあった箇所を中心にしています。昨年４月

に運用開始をいたしまして、再編整備が行われ

た13地区に関しましては、去年１年で３巡した

ような形になります。

まずは、この移動交番という名称を知ってい

ただいて、いろんな活用をして、今後は台数が

増えていくほどに、再編整備地区だけではなく、

地域住民の方から要望があったら、できればそ

の要望に応じて動きたいというのがあって。例

えば、その地区の小さな運動会とかイベントな

どにも顔を出してくれたらいいなというような

お話も聞いておりまして。そのような小さな要

望に対しても運用してまいりたいと考えておる

ところであります。

○田口委員 そういうイベントのところに行く

というのは分かりました。

交番がなくなって、この移動車が来ますけれ

ども、気がついたらもう昨日終わっていました

ということになったらいけませんので、この広

報活動、ＰＲはどのようにされるお考えなんで

すか。

○三原生活安全部長 移動交番の計画を立てた

ら、まずその地区や自治体に対し情報を提供い

たしまして、そのほか防災無線であるとか、防

犯メール、市の広報紙を広く活用して、いつど

この地区に移動交番が来るというのを周知した

いと考えており、実際、今そういう形でやって

おります。

○山本警察本部長 田口委員御指摘のとおり、

まさに広域にわたる強盗事件等が発生し、御不

安に思われている中での交番駐在所の統廃合と

いうところで。

移動交番車の説明については、今生活安全部

長からございましたけれども、統廃合による人

員は、基本的には警察署のパトカーの乗務員に

振り替えております。それによって、例えば今

まで夜間帯に休憩などで走ることができなかっ

たパトカーの人員が１人増えますので、交替で

またパトロールできるようになります。そうい

うことで、パトカーで警戒することによって、

その統廃合された地域の警戒力というのを強化

をするということであります。

一部の地域では、以前よりパトカーをよく見

ることになったという御意見もいただいている

ところでありまして。移動交番車の対応もそう

ですし、平素はパトカーで見せる警戒をしてい

く、こうしたことを強化していると御理解いた

だければと思います。

○田口委員 分かりました。

それでは、続きまして、８ページの高齢者講

習等直営事業。今、テレビなど見ておりまして

も、またこの間も高齢者がアクセルとブレーキ

を踏み間違えたとかで、お二人の方が亡くなっ

たりしておりまして、大変悲惨な事故、あるい

は死傷者は出ないけれども溝に突っ込んだとか、

そういう事件が非常に増えてきております。

その中で、免許証返納というのが出てきたり

しております。前も話したかもしれませんが、

実は私の近所の方が免許証を返納したことをす

ごく後悔されておりまして。まさか返納後に奥

さんが認知症が出て施設に入ったりすることに

なるとは思わんかったと。今非常に不便を被っ

ていると。一遍持っていた資格をお返しした後、

免許証を取ろうと思った場合には、また教習所

の中に行って一からやり直しということになる



- 43 -

令和５年３月６日(月)

んでしょうか。

○日高交通部長 おっしゃるとおりです。一か

ら受けないといけないんですけれども、試験に

合格すれば再取得は可能です。

○田口委員 かなり高いハードルですね。分か

りました。

宮崎みたいな公共交通機関が非常に少ないと

ころでは、不安を持ちながらもやっぱり車がな

いとどうしようもならんという方が、こういう

ふうに講習を受けにきているんだろうと思いま

す。例えば、80歳以上とかで免許証を返納した

人と、車を乗り続けている方とかいう比率は大

体分かるんですか。何歳以上とかでいいんです

けれど、データがあれば。

○池田運転免許課長 昨年１年間の免許返納者

数でございますけれども、１年間に県内で4,080

名の方が免許を返納されています。このうち65

歳以上、高齢者と言われる方が4,002名というこ

とで、ほとんどが65歳以上となっております。

さらに詳しく申しますと、75歳以上になる

と3,121名の方が免許を返納されているという状

況になっております。

○田口委員 免許を持っている方のうち、どれ

ぐらいがお返ししたかというのは分かるんです

か。

○池田運転免許課長 まず、免許人口の推移で

ございますけれども、県内今、約74万人の方が

免許保有者ですけれども、そのうち65歳以上が

約23万人ということで約31％、３分の１となっ

ております。そのうち、さらに70歳以上の免許

保有者になると16万人、75歳以上が８万人とい

う状況になっております。

○山本警察本部長 補足申し上げますと、割合

といたしますと、75歳以上は分母であります高

齢者の免許人口が※15万8,000人、それに対して75

歳以上で返納した方は、今運転免許課長からも

ありましたけれど、約3,000人ということであり

ますので、割り算すると50分の１ぐらいですか。

その程度の割合になろうかと思います。

○田口委員 この高齢者講習等を受けに来た場

合に、危ないなと判断をしたときには、さらに

運転の講習会みたいなことをすることになるの

かどういうふうになるのか教えてください。

○日高交通部長 この高齢者講習というのは合

格とか不合格というのがありません。ですので、

受講していただければその更新のための一つの

要件を満たしたことになるんです。実は、75歳

以上の方は認知機能検査というのも、義務で受

けないといけないようになっていまして、この

認知機能検査は試験なので、合格点に満たなかっ

たら不合格となりますので、免許の更新には行

かないんです。ただ、何回も受けることができ

ます。

ですので、高齢者講習だけで、運転技能が

ちょっと危ないと思いますので駄目ですという

のはできないです。ところが、それだと運転技

能自体がどんどん落ちている方も更新というこ

とになってしまいますので、昨年５月に改正道

路交通法が施行されているんですけれども、そ

の中で、運転技能検査というのが始まりまして、

過去に一定の交通違反をされた方は、更新のと

きに運転してもらって、運転技能の検査に合格

しないと更新できないという仕組みが新たに加

わったんで、チェック機能といいますか……が

できました。

○田口委員 私どもも昨年、調査で免許センタ

ーに行きまして、認知機能を受けました。幸い、

※44ページに訂正発言あり
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私は何とかまだ若いほうだったからよかったん

ですけれど。そうすると、高齢者講習というの

は、やる目的は何なんでしょうか。

○日高交通部長 講習の目的ということで、受

講される方に身体的機能の低下を自覚してもら

い、交通事故防止を図ろうとするものとなって

おります。実際、その高齢者講習で知識的なも

のももう一度勉強し直していただくとか、実車

指導もあるんです。その中で、指導員からブレ

ーキの踏みが遅すぎるとか、その人の具体的な

癖みたいなものをちゃんと指導して、ちょっと

元に戻っていただくというか、思い出していた

だくというか、そういう効果があると思ってい

ます。

○田口委員 認知検査では、あなたは点数足り

ないからということで、何回かチャレンジでき

るということは先ほど聞きましたけれども、明

らかに身体的に厳しくなってきていますねとい

う方も止めることはできないんですね。

○日高交通部長 一定の病気のある方は、適性

検査を受けていただいて、医師が運転はちょっ

と無理ですねという診断を出すと、免許の取消

しということはあります。ですので、心臓病と

かてんかんとか、一定の病気が決まっているん

ですけれども、そういうのがあると、更新は難

しくなります。

○田口委員 じゃあ、運転講習でちょっと問題

があるなという場合には止められはしないけれ

ども、一遍お医者さんに行ってくださいと。お

医者さんの判断で、もう無理ですよということ

になるということでいいんですか。

○日高交通部長 そのとおりです。一般的に教

習所で講習を受けていますので、そういう方が

いたら、教習所から免許センターに連絡をして

もらって、先ほどのシステムに乗っけるという

形があります。

○山本警察本部長 ちょっと修正をさせていた

だきます。

先ほど、私75歳以上ということで高齢者免許

人口を申し上げましたけれども、先ほどの15

万8,000というのは70歳以上でありまして、75歳

以上は８万2,289名ということになっております

（令和４年）。したがいまして、返納者が3,121

人でありますので、８万2,289分の3,121という

ことで約４％くらいの方が返納ということにな

ります。

○田口委員 分かりました。

○日髙委員 Ｇ７農業大臣会合に関してなんで

すけれど。

先日のＷＢＣに関しては、交通渋滞も大きく

トラブルもなかったということで、現場のほう

からも、南警察署を中心に多くの方に、さらに

本部長も来ていただいて本当に感謝しますとい

う声もありました。

ただ、このＧ７農業大臣会合に関しては、国

内外の要人の方もいらっしゃって、またちょっ

と違う警護だったりになってくるのかなと思う

んですけれど。先ほど、警備部長のほうからこ

れから訓練ということで伺ったんですが、もう

１か月前というところなんで、これから訓練と

いうのは果たして間に合うのかなというふうな

疑問があるんですが。

○河野警備部長 私の言葉遣いが悪かったのか

もしれませんが、これまでも、警護の訓練です

とか、爆発物の処理についても、例えばイオン

モールに不審物件が置かれたことを想定して、

機動隊、爆発物処理部隊を投入して、イオンの

従業員の方も一緒になって対応するといったよ
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うな訓練をいろんな形でやってきております。

決してこれからというわけではなく、これまで

も積み重ねた上で、さらにまた本番まで訓練を

積み重ねたいという意味合いでございます。

○日髙委員 僕はシーガイアの近くに住んでい

るので、前回のサミットのとき、例えば名古屋

だったり、多くの県外の警察の方々がうちにも

訪問していただいて。たくさんの方々が来てい

ただいているんだなと思ったんですけれど、そ

ういう方々としっかりと連携するというのも大

事だと思いますので、なるべく早めの対応をし

ていただけたらなと思っております。

あと、先ほど安倍首相の事件の話もありまし

たけれど、ああいう犯罪者というのはいろんな

ところ─例えばＳＮＳだったりで発信してい

るケースも多いと思うんですが、そういうチェッ

ク機能もあるものなんでしょうか。

○河野警備部長 御指摘のとおり、そこも十分

注意をしていかなくければいけないという点で

ありまして、警察としてもＳＮＳ、インターネッ

ト上に、不穏な情報等がないかチェックしなが

ら対応していきたいというふうに進めておりま

す。

○日髙委員 ああいった事故や事件がもう起き

ないように、しっかり対応をお願いしたいと思

います。

○佐藤副委員長 先ほどの田口委員の質問に対

するお答えで、本部長が13地区の再編で、その

分の人間はパトカー乗務のほうにというお答え

でしたけれども、前々からお聞きしておったの

は、交番１人体制に対する襲撃に備える意味も

あるということであったと記憶しているので、

併せてパトカーにも乗務をするとか、そういう

ことですか。

１人の交番に襲撃する人に対して、２人体制

でないと危ないからというような説明を私たち

は受けていたと思うんですけれども。

○山本警察本部長 交番については、複数勤務

が原則でありまして、交番を統合することによっ

て、体制をより強化していく。交番の統合によっ

て、２人のところ３人等にして、そこの体制を

強化することにより安全も確保していくという

ところもあろうかと思います。

パトカーと申し上げましたが、そこで例えば

１人が余剰になった分については、パトカー乗

務にすることによって、警戒力を強化するとい

うことを考えているところであります。

○佐藤副委員長 複数のところの分は、さらに

増えるということで考えるんですか。それとも、

１人のところは１人にさせないためにという考

え方でいいんですか。

○山本警察本部長 駐在所では、原則１人で勤

務をしておりますが、よりセキュリティを高め

るという観点で、２人駐在というのもございま

す。それはケース・バイ・ケース─駐在所ご

とによって変わるものというふうに考えており

ます。

○佐藤副委員長 河内駐在所が１人でありまし

たし、上野駐在所も１人でありました。今は、

河内駐在所に住居を置き、上野駐在所で２人体

制でやっているということですよね。そういう

形でやっているかと思いましたので、確認をさ

せていただきました。

○河野委員長 では、次にその他報告事項に関

する説明を求めます。

なお、委員の質疑は執行部の説明が全て終了

した後にお願いいたします。

○黒川警務部長 県警察の組織について御説明
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をいたします。お手元のタブレット資料の14ペ

ージを御覧ください。黒字の部分は現在の所属

等でありまして、赤字または赤線が入っている

部分は４月１日までに、具体的には３月10日で

ございますが、組織改編される所属等でありま

す。４月１日時点での組織について説明いたし

ます。

宮崎県公安委員会の管理の下、警察本部に警

務部、生活安全部、刑事部、交通部、警備部の

５部があり、現在の所属数は27課４隊１所であ

りますが、４月１日までには28課３隊１所とな

ります。このほか警察学校を付置しております。

また、県下に設置している宮崎北警察署をは

じめ、13警察署には変更はございません。

職員の定員につきましても令和４年度と変更

はなく、令和５年４月１日時点では警察官2,034

人、一般職員321人、合計2,355人となります。

続いて、令和５年春の組織改編の主な内容に

ついて御説明いたします。資料15ページを御覧

ください。

県警察では運営方針であります県民の期待と

信頼に応える強くしなやかな警察を構築するた

め、限られた人員等を効果的に運用し、社会情

勢の変化に的確に対処する上で必要な体制の見

直しを行う予定であります。

１点目は、人身安全対策課の新設です。スト

ーカー、ＤＶ、児童虐待などの人身安全関連事

案に迅速かつ的確に対処することを目的として、

生活安全企画課の人身安全対策室に少年課の所

掌事務のうち、児童虐待への対応を統合した上

で独立の所属に格上げし、生活安全部に人身安

全対策課を新設するとともに、生活安全企画課

と少年課の所掌事務を統合し、生活安全少年課

に改組して、人身安全関連事案への対処体制及

び複合的な犯罪抑止対策体制を強化してまいり

ます。

２点目は、警護体制の強化です。昨年発生し

た安倍元総理大臣銃撃事件を受けて約30年ぶり

に警護要則が改定されたことに伴い、新たな警

護要則の下、間隙を生じさせない的確な警護を

実践するため、警護に当たる専従体制の増強や

警視庁への研修生枠の新設を行い、警護対象者

の身辺の安全を第一とした警護の万全と警護に

係る専門人材の体系的、計画的な育成を図って

まいります。

３点目は、機動捜査隊と自動車警ら隊の新設

です。街頭犯罪等の大幅な減少等により平成16

年に設置した特別機動警察隊については一定の

目的を果たしたことから、同隊を発展的に解消

した上で、重要犯罪発生時における警察署支援

体制の強化と人質立ちこもり事案等への的確な

対処を目的として、刑事企画課に機動捜査隊を

新設するとともに地域警察における機動力及び

夜間警戒力の確保を目的として地域課に自動車

警ら隊を新設して、重要犯罪への対処能力や現

場執行力の向上と警察署支援体制の強化を図っ

てまいります。

４点目は、女性専用留置施設の新設です。日

向警察署に女性専用留置施設を新設するととも

に、女性警部を留置管理課長として配置するこ

とにより同施設への女性被留置者の一元的管理

と看守勤務員を全て女性警察官とする管理体制

を整え、女性被留置者に対してより適切な処遇

措置を図ってまいります。

５点目は、総合管理課の新設と警察行政職員

初となる参事官職の新設です。現在、警察本部

各部で行っている給与、旅費、福利厚生等の管

理業務を警務部に集約して、総合管理課を新設
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するとともに、警察行政職員初となる参事官を

新設し、同課課長を兼務させることにより、管

理業務の一元的運用による合理化・効率化と警

察行政職員のキャリアパスの更なる形成を図っ

てまいります。

最後に、術科指導体制の強化です。現場執行

能力の向上、受傷事故防止に向け、術科指導力

の更なる向上を図るため、現時点、術科指導者

の最上位職が課長補佐であるところ、同課長補

佐の職名を師範に改称するとともに、その上位

職となる上席師範を新設して、術科指導者の職

制の明確化による術科指導体制の強化を図って

まいります。

これら組織改編の施行日につきましては、３

月10日付でありますが、女性専用留置施設の新

設については、同施設の開設日である３月17日

付となります。

今後とも組織の総力を挙げて、県民の期待と

信頼に応える警察活動を推進してまいりますの

で、引き続き御支援と御理解をよろしくお願い

申し上げます。

○河野委員長 執行部の説明は終了いたしまし

た。その他報告事項について、質疑はありませ

んか。

○井本委員 自動車警ら隊というのはどこにな

るの。

○黒川警務部長 資料14ページでございますが、

自動車警ら隊は、地域課の中の執行隊というこ

とになります。

○井本委員 組織改編の内容の中のどれに当た

るのと言っている。

○黒川警務部長 15ページの３番の軌道捜査隊

と自動車警ら隊の新設、この部分に該当いたし

ます。

○井本委員 これになるわけですね。

それと、１番下の６番目の術科指導体制の強

化というのはどこになるんですか。

○黒川警務部長 これは所属の変更はございま

せんで、人材育成課に術科担当の係がございま

して、その係の体制を強化するということでご

ざいます。

○徳重委員 日向警察署に女性専用の留置施設

ということでございますが、大体年間女性の方

がどれぐらいいらっしゃるのかと。

○黒川警務部長 年間ですが、県警全体で約60

人ほどの女性被留置者がおります。昨年は、日

向警察署の男性被留置者を留置していたんです

が、昨年の日向警察署の男性被留置者の数も60

人程度でございまして、同程度の被留置者を収

容できるということでございます。

○徳重委員 そしたら、県内の六十数名、その

前後だろうかと思いますが、県内の全ての女性

の方、取り調べも日向警察署でするという形に

なるんですか。

○迎警務課長 取り調べにつきましては日向警

察署で実施する場合もありますが、事件の性質

によりまして、各警察署に一度護送して取り調

べをするというケースもあり、ケース・バイ・

ケースになると思われます。

○徳重委員 例えば、遠いところ─えびの市

や串間市で取り調べをしていて、どうしても継

続して取り調べが必要だという場合、１回１回

日向市に連れてきて拘留して、また連れて帰る

のか。それとも、今度はもう日向市でするのか。

どういう形になるんですか。

○迎警務課長 日向警察署には取り調べ室が余

剰にありますので、例えば都城市とか串間市と

かの女性被留置者が日向警察署に行った場合は、
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それは実質的に串間市とか都城市に戻して取り

調べするというのは非効率的でございますので、

捜査員が日向警察署に行きまして、日向警察署

の留置取り調べ室を使って取り調べをするとい

うことになると思われます。

○徳重委員 かなりの方々が日向市に出張され

て取り調べされることになると思うんですが、

日向警察署の現在の施設そのものは旧来の施設

─今できているもの以上に増えてないと思う

んです。そうなりますと、今まで日向で取り調

べ、拘留された人たちは、ほかのところに移動

することになるのか、あるいは増設されて部屋

をたくさん造られるのか。

○迎警務課長 現在、日向署に留置されている

者につきましては、この日向警察署に女性留置

施設をという新体制に伴い解除しまして、原則、

延岡警察署に移るということになっております。

ちなみに留置管理課長以下、監視係全て女性警

察官で対応するということになっております。

施設内の改築は今のところ予定しておりません。

○河野委員長 その他で何かございませんか。

○日高交通部長 前回の３日の委員会で報告し

た内容について一部訂正がありますので、御報

告します。モデル横断歩道のところなんですけ

れども、現在27か所あって、またさらに27か所

と申し上げたんですけれども間違っておりまし

て、25か所でありました。まだ決定はしていま

せんので、検討して、前向きに指定していきた

いなと思っております。

それから、県警としてモデル横断歩道のカラ

ー化につきましては、有効なものであると考え

ておりますので、今後とも財政当局や各市町村

と道路管理者の方々と鋭意調整をしてまいりた

いと思っております。

○井本委員 ちょうど選挙が間近なもんだから、

その他として聞きたいんですけれども、戸別訪

問はこのごろ検挙しないという流れがあるとい

う話も聞いたことあるんですが、近年における

検挙数はどんなものでしょうか。

○時任刑事部長 最近における選挙違反の検挙

件数ということでよろしいでしょうか。近年は

令和元年が４件、令和２年が１件、令和３年が

３件、昨年はゼロ件となっております。

○井本委員 政治活動の自由とか表現の自由と

か当然憲法上いろいろ自由が保障されているわ

けですから、選挙のときだけ規制するというの

は、全く例外規定なわけです。

例外規定でありますから、本来はあまり拡張

して解釈すべきではない。できるだけ縮小して

解釈しなければならないという原則があると思

うんです。このごろは昔からするとだんだん少

なくなってきているんだなという感じがするも

のだから、警察本部長、その辺の考え方という

のはどうですか。

○山本警察本部長 今、刑事部長が答弁申し上

げたのは、戸別訪問だけではなくて選挙違反に

係るものの件数ということであります。

警察といたしましては、選挙違反の取締りと

いうのは選挙が公正に行われることを確保する

目的で行っているという立場であり、政治活動

等と選挙運動というのは、当然その選挙期間中

のものが選挙運動でございますので、その対応、

様態、あるいは悪質性等違反があるものについ

ては、法と証拠に基づいてしっかりと対応する

ということで考えてございます。

○田口委員 本会議場で私自身も何度か質問し

たことがございますが、大麻をはじめとする薬

物事件が非常に増えていると、２～３日前の宮
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日新聞にも出ておりました。大麻はタバコの延

長線ぐらいの感覚で見ているのが多いのか、ア

メリカでは合法の州もあるというふうに聞いて

おりますので、あまり罪悪感を感じずに、気楽

な気持ちでやったりするのかなと思ったりはし

ています。今、若者が中心なのか、それとも年

齢全般的になっているのか、現状がどのように

なっているのかと、今まで対策を何度も聞いて

きましたけれども、それがあまりうまくいって

いないのかなというのもありますので、今後の

対策をどのように考えているのかお伺いいたし

ます。

○時任刑事部長 青少年に係る大麻事案の現状

と対策ということでお答えさせていただきます

けれども、今の委員御指摘のとおり、特に大麻

の乱用というのは、若い世代に広まっていると

ころであります。

県内では、昨年大麻事案について47人を検挙

しておりますが、このうち20歳未満が１人、20

歳から29歳が25人、合計26人で全体の55％が若

い世代というところであります。

また、大麻で検挙された少年については、全

国では、平成26年以降増え続けておりまして、

暫定値ですけれど、令和４年度は過去最多とな

る913人が検挙されています。県内では、平成30

年は検挙はゼロでしたけれども、令和元年が５

人、令和２年が９人、令和３年が４人、昨年が

１名ということで、少年の大麻の乱用が深刻化

してきているのかなというふうに考えておりま

す。

警察の対策としましては、まずは供給の遮断

と需要の根絶ということが重要かと考えており

ます。薬物事犯全般に言えることですけれど、

この大麻事案についても、特に密輸入、密売、

栽培等の取り締まりを徹底しているところであ

ります。また、末端乱用者の徹底した検挙にも

努めているところであります。

さらに青少年の薬物乱用防止対策としまして、

県知事を本部長とする宮崎県薬物乱用防止対策

推進本部と連携しまして、税関、海上保安庁と

の各種協議による諸活動の推進をはじめ、教育

委員会や学校と連携した薬物乱用防止教室等の

開催、大麻、覚醒剤の乱用防止を目的としたポ

スターの掲示などにより広報啓発を進めている

ところであります。

特に、薬物乱用は成長過程にある児童生徒の

心身の発達に重大な影響を与えるものでありま

すので、生活安全の少年課及び各警察署におい

て薬物乱用防止教室を開催して、その危険性、

有害性について広報啓発を進めているところで

あります。

警察としましては、今後とも大麻事犯の取締

りの徹底及び関係機関と連携した、特に若者の

薬物乱用防止のための広報啓発を推進してまい

ります。

○田口委員 大麻は大体分かりましたけれども、

そのほかの覚醒剤とかに関する薬物というのも

増えているのでしょうか。

○時任刑事部長 覚醒剤につきましても、検挙

人員を過去５年でみますと、平成30年が41人、

令和元年が32人、令和２年が37人、令和３年が36

人、昨年が51人ということで、昨年は50人台に

なっていますけれども、大体40件前後で年々推

移しております。

○井本委員 やはり暴力団あたりから流れてく

ると考えていいわけですか。

○時任刑事部長 昨年、覚醒剤について51人検

挙しましたうち、13人、25.5％が暴力団関係者
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でありましたので、少なからず暴力団活動の資

金源になっているということであります。

○図師委員 暴力団の撲滅とか追放に関して、

暴力団排除活動推進事業というのは、予算上、

暴力団追放センターへの委託費になっているん

だと思われますが。

特に、宮崎市内、ニシタチ界隈の飲食店の組

合のほうから、暴力団、準構成員よりも、半グ

レと言われる暴力団組織には属さないけれども

反社的な活動をしているやからがかなり増えて

きているというところで、暴力団追放センター

の役割を強化してくれんかと、広報活動も充実

させてくれというような声が聞こえてくるんで

す。

これは、240万円余ぐらいの活動費でどういう

ような活動内容、予算執行になっているのか、

概略分かれば。

○時任刑事部長 宮崎県暴力団排除条例という

のを県でつくっていただいておりますけれども、

暴力団排除活動推進事業は、これに基づいて、

市町村や県等から、契約の際に、契約相手が暴

力団であるか否かの照会を警察本部でしてまい

ります。そのとき、照会業務を担当する会計年

度職員２名分の人件費に要する経費ということ

で御理解をいただきたいと思います。

また、宮崎県暴力追放センターについては、

暴力団排除責任者委託講習事業等で約1,000万円

程度の予算を県からいただいて、委託事業をやっ

ております。

○図師委員 1,000万円の予算のうち、ざっくり

何人の人件費で幾ら、広報とか活動費で幾らと

かが分かれば教えてほしいんですが。

調べている間に追加で、宮崎市のほうでは、

いわゆるポン引き条例─歩いている歩行者に

対しての勧誘をしてはいけませんというような

条例整備をしていただいておって、ただそれが

すごくルーズになってしまっていて。条例を制

定されている宮崎市のことにはなるんですが、

暴力団関係者というわけではなく、先ほど言っ

た半グレと言われるようなやからの活動があま

りにも目に余ると。

県で言えば、さっき言った宮崎県暴力追放セ

ンターの役割強化を図ってくれという声が聞こ

えてきているんですが、いかがでしょうか。

○時任刑事部長 いわゆる半グレと言いますと、

暴力団と同程度の明確な組織性は有しないもの

の、これに属するものが集団的または常習的に

暴力的不法行為を行っていることで、暴力団に

準ずる団体─一般的には半グレと言われてい

るところです。

県内には、幸いなことに、この準暴力団、半

グレという団体は、県警では今のところ把握は

しておりません。

しかしながら、昨年12月、警察庁から準暴力

団の実態解明とか、取り締まりの強化が指示さ

れておりますので、現在、県警においては、そ

ういった素行不良者の把握とか、そういったと

ころに努めているところであります。

また、宮崎県暴力追放センターもはじめ、宮

崎市役所とも連携しながら、そういった情報収

集を今後もしっかり進めてまいりたいと考えて

おります。

○山﨑会計課長 暴力団排除活動推進事業の内

訳ということでございますけれども、これは宮

崎県暴力団排除条例がございまして、これで照

会業務を担当する会計年度職員の方の報酬、期

末手当、それから通勤手当等のみでございます。

○河野委員長 それでは、以上をもって、警察
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本部を終了いたします。

暫時休憩いたします。

午前11時35分休憩

午前11時40分再開

○河野委員長 委員会を再開いたします。

当委員会に付託されました当初予算関連議案

等について、企業局長の概要説明を求めます。

○井手企業局長 企業局でございます。

それでは提出議案について座って説明をさせ

ていただきます。

お手元に配布しております文教警察企業常任

会資料当初分の表紙をおめくりください。

上のほうに目次がございます。今回予算議案

として３の提出議案にありますとおり、議案第17

号「令和５年度宮崎県公営企業会計（電気事業）

予算」、議案第18号同じく工業用水道事業予算、

議案第19号同じく地域振興事業予算の３件を提

出しております。

予算議案の概要について、御説明をさせてい

ただきます。

なお、説明につきましては、当資料のみによ

り行わせていただきます。

それでは下の３ページを御覧ください。

１の令和５年度宮崎県公営企業会計当初予算

（案）のポイントでございます。

令和５年度当初予算については、３つの大き

な柱を定めて予算編成をしたところであります。

１つ目は、（１）の将来に向けた安定経営のた

めの基盤整備であります。

これは老朽化した施設・設備の計画的な更新

・改修を行うことにより、将来にわたる安定的

経営の基盤を整備するものであります。

２つ目は、（２）経営環境の変化への的確な対

応でありまして、電力システム改革やゼロカー

ボン社会づくり、頻発しております自然災害な

ど取り巻く環境の変化に的確に対応しようとす

るものでございます。

３つ目は、（３）の地域貢献に資する取組の推

進としまして、局の設置理念に基づきまして、

地域貢献の取組を推進するものであります。

４ページ目をお開きください。

２の令和５年度宮崎県公営企業会計当初予算

（案）の概要であります。

（１）電気事業につきましては、業務の予定

量にあります年間供給電力量は、４億7,923

万4,000キロワットアワーで、収益的収支の収支

残は、黒い太枠で囲んだところでありますが、

マイナスの21億5,456万1,000円としております。

令和５年度も収支残がマイナスとなっており

ますが、これは綾第二発電所大規模開業事業に

伴う減電による料金収入の減や、同事業に係る

事業費の増を見込んでいることなどによるもの

でございます。先日の委員会で御説明させてい

ただいたとおり、令和９年度までは赤字が続く

見込みとなっております。

その下、（２）工業用水道事業につきましては、

年間総給水量は3,593万3,880立方メートルで、

収益的収支の収支残はマイナス3,926万2,000円

としております。こちらも収支残がマイナスと

なっておりますが、これは工業用水道施設の電

動ポンプ等の動力費の増などによるものであり

ます。

５ページを御覧ください。

（３）地域振興事業につきましては、年間施

設利用者数は３万1,500人で、収益的収支の収支

残は52万9,000円としております。

詳細につきましては、総務課長から説明をさ



- 52 -

令和５年３月６日(月)

せますので、よろしく御審議のほどお願いしま

す。

○河野委員長 次に議案の審査を行いますが、

歳出予算については重点事業・新規事業を中心

に、簡潔明瞭に説明をお願いいたします。

それでは、議案に関する説明を求めます。

○齊藤総務課長 ６ページをお開きください。

議案第17号「令和５年度宮崎県公営企業会計

（電気事業）予算」であります。

（１）の業務の予定量であります。

年間供給電力量は過去15年間の平均を基に、4

億7,923万4,000キロワットアワーとしておりま

す。

（２）の収益的収入及び支出であります。

これは、当該年度の収益と費用の見込みを示

すものであります。

表の太枠の令和５年度当初予算の縦の列を御

覧ください。

事業収益は50億4,611万円としております。こ

のうち、営業収益は47億1,786万5,000円で主な

ものは、九州電力株式会社との基本契約に基づ

く電力料であります。

附帯事業収益は8,323万5,000円で、主なもの

は、小水力発電と太陽光発電の電力料でありま

す。

財務収益は１億7,971万円で、受取配当金や受

取利息などであります。

営業外収益は6,530万円で、長期前受金戻入な

どであります。

事業費は72億67万1,000円としております。こ

のうち、営業費用は66億7,501万6,000円で、前

年度より20億6,585万6,000円の増となっており

ますが、これは、綾第二発電所大規模改良事業

に係る固定資産除却費の増などによるものであ

ります。

附帯事業費用は7,334万9,000円で、小水力発

電や太陽光発電に係る費用であります。

財務費用は879万9,000円で、企業債などの支

払利息であります。

営業外費用は3億4,957万4,000円で、消費税及

び地方消費税納付額などであります。

この結果、事業収益から事業費を引いた収支

残は、マイナス21億5,456万1,000円となります。

決算時において欠損金が生じた場合には、こ

れまで積み立ててきた剰余金で補填することと

しております。

右側に行きまして、（３）の資本的収入及び支

出であります。

これは、事業を実施する上で必要となる施設

や設備を取得することなどに係る収入と支出の

見込みを示すものであります。

表の太枠の令和５年度当初予算の縦の列を御

覧ください。

資本的収入は7,389万6,000円としております。

主なものは、工業用水道事業会計及び地域振興

事業会計からの貸付金返還金であります。

資本的支出は45億3,467万8,000円としており

ます。このうち、建設改良費は42億7,331万9,000

円で、前年度より14億6,907万8,000円の増となっ

ておりますが、これは、綾第二発電所大規模改

良事業に係る建設改良費の増などによるもので

あります。

この結果、資本的収入から資本的支出を引い

た収支残はマイナス44億6,078万2,000円となり

ますが、不足額につきましては、米印に記載し

ておりますとおり、積立金等により補填するこ

ととしております。

７ページを御覧ください。
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（４）の継続費であります。

継続費とは、履行期間が複数年にまたがる事

業の予算について、その経費の総額及び年割額

を定めるものでありますが、令和５年度から新

たに２つの継続費の設定をお願いしております。

１つ目は、綾第一発電所南機水車発電機一部

改良及び精密点検工事でありますが、後ほど主

な新規・重点事業で御説明します。

２つ目は、総合監視制御システム無停電電源

装置更新ほか工事であります。

これは、総合監視制御システムを安定的に稼

働させるため、無停電電源装置の更新及び精密

点検を行うものであります。

半導体等の不足により、全国的に電気電子機

器の納期が遅延していることから、令和５年度

に発注し、令和６年度に既存設備の除却と新た

な設備の設置を行うとともに、精密点検を行う

こととしております。

このうち、既存設備の除却及び精密点検に係

る費用を、アの営業費用及びイの附帯事業費用

に計上し、設備の更新に係る費用をウの建設改

良費に計上しております。

継続費の金額につきましては、アの営業費用

として令和６年度に137万3,000円、イの附帯事

業費用として令和６年度に５万1,000円、ウの建

設改良費として令和６年度に468万1,000円を計

上しております。

８ページをお開きください。

議案第18号「令和５年度宮崎県公営企業会計

（工業用水道事業）予算」であります。

（１）の業務の予定量であります。給水事業

所数は15社としておりまして、年間総給水量

は3,593万3,880立方メートルとしております。

（２）の収益的収入及び支出であります。表

の太枠の令和５年度当初予算の縦の列を御覧く

ださい。

事業収益は３億7,951万3,000円としておりま

す。このうち営業収益は３億3,734万4,000円で、

主なものは給水収益であります。

営業外収益は4,216万9,000円で、受取利息な

どであります。

事業費は４億1,877万5,000円としております。

このうち営業費用は４億250万4,000円で、減価

償却費や委託費などであります。

営業外費用は1,027万1,000円で、主なものは

消費税及び地方消費税納付額であります。

この結果、事業収益から事業費を引いた収支

残はマイナス3,926万2,000円となります。

なお、決算時において欠損金が生じた場合に

は、これまで積み立ててきた剰余金で補填する

こととしております。

右側に行きまして、（３）の資本的収入及び支

出であります。表の太枠の令和５年度当初予算

の縦の列を御覧ください。

資本的収入は143万3,000円としております。

資本的支出は１億3,483万円としております。

このうち、建設改良費は6,332万9,000円で、令

和４年度に比べ4,745万1,000円の増となってお

りますが、これは、工業用水道施設送・配水管

路（旧管）更新設計及び浄水場浸水対策設計業

務の増などによるものであります。

企業債償還金の150万1,000円は企業債の元金

償還であり、借入金償還金の6,000万円は、電気

事業会計への元金償還であります。

この結果、資本的収入から資本的支出を引い

た収支残は、マイナス１億3,339万7,000円とな

りますが、米印に記載のとおり、積立金等で補

填することとしております。
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９ページを御覧ください。

（４）の継続費であります。

先ほど、電気事業会計の継続費で説明いたし

ました、総合監視制御システム無停電電源装置

更新ほか工事の工業用水道事業会計負担分であ

ります。

アの営業費用として、令和６年度に９万5,000

円を、イの建設改良費として、令和６年度に101

万3,000円を計上しております。

10ページをお開きください。

議案第19号「令和５年度宮崎県公営企業会計

（地域振興事業）予算」であります。

（１）の業務の予定量であります。年間施設

利用者数は、第４期指定管理期間の設定目標で

あります３万1,500人としております。

（２）の収益的収入及び支出であります。表

の太枠の令和５年度当初予算の縦の列を御覧く

ださい。

事業収益は2,499万1,000円としております。

このうち営業収益は、2,324万8,000円で、主な

ものは、指定管理者からの納付金である施設利

用料であります。

営業外収益は174万3,000円で、主なものは受

取利息であります。

事業費は2,446万2,000円としております。こ

のうち営業費用は2,209万9,000円で、主なもの

は減価償却費であります。

営業外費用は156万3,000円で、主なものは消

費税及び地方消費税納付額であります。この結

果、事業収益から事業費を引いた収支残は52

万9,000円となります。

右側に行きまして、（３）の資本的収入及び支

出であります。表の太枠の令和５年度当初予算

の縦の列を御覧ください。

資本的収入はございません。

資本的支出は、1,519万7,000円としておりま

す。このうち建設改良費は222万9,000円で、主

なものはスポーツレクレーション施設改修工事

の実施設計費用であります。

借入金償還金の996万8,000円は、電気事業会

計への元金償還であります。この結果、資本的

収入から資本的支出を引いた収支残は、マイナ

ス1,519万7,000円となりますが、米印に記載し

ておりますとおり、過年度分損益勘定留保資金

などにより補填することとしております。

○河野委員長 暫時休憩いたします。

午前11時54分休憩

午前11時54分再開

○河野委員長 委員会を再開いたします。

正午となりますので、説明につきましては、

本日午後１時５分からの再開といたします。

暫時休憩します。

午前11時55分休憩

午後１時３分再開

○河野委員長 午前に引き続き、議案の説明を

お願いいたします。

○齊藤総務課長 主な新規・重点事業について

御説明します。11ページをお開きください。

まず、綾第二発電所大規模改良事業でありま

す。

この事業は、運用開始から60年以上が経過し

た綾第二発電所の機器等の更新等を行うもので

ありまして、令和元年度から事業を実施してい

るところであります。令和５年度の予算額は35

億3,000万円余となっており、発電所更新工事及

びその設計等を予定しております。
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12ページをお開きください。

新規事業、綾第一発電所南機水車発電機一部

改良及び精密点検工事であります。

この事業は、運用開始から60年以上経過した

綾第一発電所南機について、機器の廃止に伴っ

て必要となる水車発電機の改造更新や保安規程

に基づき水車発電機の分解点検等を行うもので

あります。

７ページに戻っていただきまして、この中の

綾第一発電所南機水車発電機一部改良及び精密

点検工事の列を御覧ください。

当事業では、令和５、６年度に改造または更

新を行う機器の設計や部品の調達などを行い、

令和７年度に既存機器の除却及び改造または更

新を行うとともに、水車発電機の精密点検を行

うこととしております。

継続費としましては、アの営業費用に既存機

器の除却及び水車発電機の精密点検に係る費用

を計上し、ウの建設改良費に機器の改造または

更新に係る費用を計上しております。金額につ

きましては、アの営業費用としまして、令和７

年度に２億8,865万1,000円、ウの建設改良費と

して、令和５、６年度にそれぞれ7,040万円、７

年度に12億6,720万円を計上しております。

13ページにお戻りいただきたいと思います。

新規事業、工業用水道施設送・配水管路（旧

管）更新設計及び浄水場浸水対策設計業務であ

ります。

この事業は、老朽化している送・配水管路の

更新工事や、令和４年台風第14号により浄水場

内に浸水被害を受けたことから、今後同様の被

害を受けないよう対策工事を行うもので、令和

５年度はその設計を行うこととしております。

予算額は5,000万円となっております。

14ページをお開きください。

新規事業、水力事業モデル調査検討業務委託

であります。

この事業は、九州電力株式会社との長期基本

契約が令和７年度に終了することを踏まえて、

令和８年度以降の安定した電力収入と地域貢献

を両立させるための調査・検討を行うものであ

ります。予算額は1,900万円余としております。

15ページを御覧ください。

新規事業、既存ダム小水力発電ポテンシャル

調査事業であります。

この事業は、これまでの一般河川や農業用水

といった小水力開発地点以外に、新たに県土整

備部が管理する砂防ダム及び環境森林部が管理

する治山ダム等の県管理施設を加え、発電ポテ

ンシャルの調査及び有望地点の抽出を行うもの

であります。予算額は1,400万円余としておりま

す。

16ページをお開きください。

５のその他の主要事業として、（１）の田代八

重発電所自動制御装置更新及び水車発電機精密

点検工事など、10個の事業についてその概要を

記載しております。

最後に参考といたしまして、17ページに、知

事部局等への経費支出予定額を記載しておりま

す。

多目的ダム管理費用等、知事部局及び市町村

への支出予定額の合計は18億6,167万4,000円と

なっております。

○河野委員長 執行部の説明が終了いたしまし

た。議案について質疑はありませんか。

○井本委員 工事請負契約というのは入札で

やっているのですか。

○齊藤総務課長 入札で基本的にやっておりま
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す。

○井本委員 何者ぐらい入札するのでしょうか。

○宮田工務管理課長 入札する業者の数につき

ましては、案件ごとに変わってまいります。具

体的にはですね、ちょっとお待ちください。

○井本委員 大体でいいです。専門というか、

発電用の機械を造るメーカーなんて、そんなに

たくさんないだろうし、１回使ったら、それを

継続して使っていかないかんというようなこと

もあるんじゃないかなと思うから、単に入札と

かでなく、向こうの言いなりにお金を出してい

るんじゃないのかなと、ちょっと心配だから、

聞いているんです。

○宮田工務管理課長 発電所の精密点検のこと

かと思うんですけれども、こちらについては、

基本的にメーカー以外は手を出せないというこ

とで、入札にはするんですけれども、１者しか

応札が来ないという状況になっております。

○井本委員 そうですか。分かりました。

○徳重委員 綾発電所をはじめとして、下水も

そうですが、工事費が相当大きな金額になって

いるわけですよね。

剰余金のことですが、今後、何年かは赤字と

いうような流れの中で、今までずっとためてこ

られたかと思うんですけれど、剰余金が尽きる

ことはないんだろうとは思ってはおりますが、

電気事業が正常化される時点─電気料金が

入ってくるまでの時点で、剰余金がどれぐらい

になっているものか、底をついているものか。

○齊藤総務課長 令和９年度で、内部留保資金

がゼロまではいかないんですけれど、９億4,000

万円ほどが残っているというような状況、そこ

からは回復していくというような予定になって

おります。

○徳重委員 非常に心配だなというのを感じる

わけです。今令和５年なので、あと４年後には

９億円程度になってしまうということになりま

すと剰余金は少ないようですが、ほかに新たな

改良工事等が起きた場合、また借入れというよ

うなことになるのかなと思っておりますが、そ

ういう心配はされていないものかどうか。

○小野経営企画室長 大きな工事につきまして

は、可能な範囲で今考え得る工事を考慮して、

先ほどの残額をはじき出しておりますので、今

のところ大丈夫と見ております。

○徳重委員 大丈夫だということで、安心はし

ているところですが、工業用水は増やそうとい

うことを努力されておると思うんですけれども、

まだ増える可能性があるものかどうか。新規工

場が建ってくれればありがたいんだけれど、聞

くところによると、ほとんど面積的には限界だ

という話も聞かんでもないんですが、どのよう

に考えていらっしゃいますか。

○小野経営企画室長 新規企業の件につきまし

ては、商工部門のほうとも連携しながら情報収

集していきたいと思います。また、併せて、既

存の企業15社と契約しておるんですが、契約水

量の増も含めて、今後あらゆる面から検討して

いきたいと思います。

○徳重委員 余裕というか可能性はどれくらい

あるもんですか。

○小野経営企画室長 能力的には、日量12

万5,000トンございまして、今、契約水量的には

日量９万8,180トンになっております。ですから、

余裕はまだあるというところでございます。

○田口委員 綾第二発電所と第一発電所、この

改良事業につきましてお聞きします。

宮崎県の企業会計は、昭和13年にスタートし
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たと思うんですが、そうすると84年たったもの

もあって、ほとんどのものがかなりの老朽化が

進んでいるんじゃないかと思います。14発電所

だったと思いますけれども、そのうち、既に改

良が済んだもの、今度改良しますけれども、今

後改良をしなければならないのは、幾つ発電所

が残っているのか、分かりますか。

○宮田工務管理課長 まず、既に改良の済んだ

発電所でございますけれども、木城の石河内第

一発電所、これは渡川発電所の下流にある発電

所でございますけれども、それから、県北にご

ざいます上祝子発電所、西都市の※三財発電所、

現在やっている渡川発電所と、これから始まる

綾第二発電所ということになっております。

その他の発電所については、渡川発電所とか

綾第二発電所のように、基礎からやり直すよう

な工事というのは、しばらくはないのかなと。

最初の頃にできた発電所と比べて、材質も比較

的よくなっておりますので、状態を見ると、当

面のところ、基礎までやり変える必要はないの

かなと見ております。

今後は、機器の状態を見ながら、適切に入れ

替えを行っていくことになろうかと考えており

ます。

○田口委員 運用を開始して60年が経過し、主

要な機器が老朽化ということで、今回更新する

わけですけれども、60年からもっとよくなって

いるのかどうか分かりませんが、それぐらいの

期間として思っていてよろしいですか。

○宮田工務管理課長 説明書きに60年以上が経

過しということで書いております。単純に60年

で更新と機械的に事業をやっているわけではご

ざいませんで、80年使えるものは80年使うといっ

た感じで、先ほども申し上げましたけれども、

状態を見ながら更新を進めていくということで

ございます。

○田口委員 最近ＳＤＧｓとかを見ていると、

水力発電は非常に見直されてきていまして、必

要度というか、そういうものがさらに高まって

きているのではないかと思っております。これ

は企業局長に聞くべきなのか、今後の水力発電

を見据えて、新たなダムの開発というのは将来

的には考えているのか、お聞きいたします。

○井手企業局長 委員のおっしゃるとおり、い

わゆるＧＸ、グリーントランスフォーメーショ

ンの流れの中で、ゼロカーボン社会づくりにお

いて、再生可能エネルギーの中で最も効率のい

いのが水力発電ということになります。

本県にとりますと、水力発電において有望な

地域は、ほぼ開発尽くされている状態だろう、

今後、新たな大きなダムを造って、大きな発電

所を造っていくというには、なかなか難しい立

地状況にあるのではないかと見ております。

今、工務管理課長が申し上げましたように、

本県では、現在ある発電所のメンテナンスをき

ちんと行っていき、新たな技術を投入して、少

しでも発電効率を上げて電力を稼いでいくとい

う状況ではないかなと。

九州各県を見ていましても、九州全体が水力

発電開発が非常に進んだ状況にありますので、

新しい発電所を一から造っていくのは、なかな

か難しい状況かもしれません。揚水発電所みた

いなものは、今後可能性が出てくるだろうと思

いまして、企業局としても、研究を進めてまい

りたいと思っております。

○田口委員 私がダムに関してはと言ったもの

ですから、ダムの答えになりましたけれども、

※58ページに訂正発言あり
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山の中じゃなくても、海でも風力発電するやつ

もありますし、串間にも九州最大の風力発電が

ができておりますし、あらゆる面で新たな開発

をして、新たな収益を上げていくようなことも、

それとＳＤＧｓとかそういう面で、化石燃料は

少しでも使わないほうが地球の温暖化等に必要

だと思いますので、あらゆる面で、いろいろな

ことを検討していただけたらと思います。

今、九州では、地熱発電も結構やってますけ

れども、霧島とかそういうところでは可能性は

あまりないんですか。研究したことはないんで

しょうか。

○宮田工務管理課長 地熱の可能性はあろうか

と思うんですけれども、九州は確かに火山がた

くさんございまして、現在、九州電力が事業と

してやっているのは、霧島とか鹿児島、指宿の

ほうです。

企業局としては、地熱の事業化については、

ボーリングをやったりとか、先行投資に費用が

かかるとか、確実性がないとか、そういったこ

ともございまして、今のところ考えておりませ

ん。

○田口委員 最近テレビを見ていますと、日本

は世界でも３位ぐらいの地熱の能力があるのに、

うまく活用されていない例としてよく出ますか

ら、はなから駄目ではなくて、安い経費ででき

るようなこともいろいろ検討しながら、考えて

いただけたらと思います。

○河野委員長 その他で何かありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○河野委員長 以上で企業局の審査は全て終了

いたしました。

○宮田工務管理課長 先ほどの答弁の中で、三

財発電所は大規模改良したと答弁しましたけれ

ども、三財発電所は部分的改良ということでご

ざいました。

○河野委員長 訂正ですね。

ここで、今月末で退職される幹部職員を御紹

介いたします。斎藤総括副局長、森技術副局長、

齊藤総務課長でございます。代表して、斎藤総

括副局長に御挨拶をいただきたいと思います。

○斎藤総括副局長 このようなお時間をいただ

きありがとうございます。この１年、委員の皆

様には、御審議を通して、御意見、御指摘など

賜ってまいりました。我々十分御期待に沿えな

かった面もありました。

しかし、皆様の御指導の下、県政の発展及び

県民の福祉の増進を図るべく、公営企業の経営

の発展に全力を私ども注いでまいりました。

今後、水力発電や工業用水道などの維持管理、

また更新などを計画的に進めてまいりたいと思

います。

企業局として、将来に向けて、安全・安心な

クリーンエネルギーである水力発電を柱に、こ

れからも本県の豊富な水資源を最大限生かして

いくために、職員一同、日々努力してまいる所

存でございます。

私ども３名は定年退職を迎えますが、これか

らの企業局を背負っていく新しいメンバーが、

新たな気持ちで未来を見据え、新たな取組を育

んでくれるものと思っております。

これからも引き続き、皆様の御指導、御鞭撻

をよろしくお願いいたします。本当にありがと

うございました。

○河野委員長 これまで長きにわたり、宮崎県

の発展のために御尽力いただききまして、誠に

ありがとうございました。

今後は、ぜひ健康に十分御留意されて、県政
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を温かく見守っていただきたいと思います。本

当にお疲れさまでした。

それでは、以上をもって企業局を終了いたし

ます。暫時休憩いたします。

午後１時26分休憩

午後１時30分再開

○河野委員長 委員会を再開いたします。

明日の委員会は午前10時に再開し、教育委員

会の当初予算関連議案の審査を行いたいと思い

ますが、よろしいでしょうか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○河野委員長 それではそのようにいたします。

そのほか何かありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○河野委員長 以上をもって本日の委員会を終

了いたします。委員の皆様、お疲れさまでした。

午後１時30分散会
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午前10時01分再開

出席委員（７人）

委 員 長 河 野 哲 也

副 委 員 長 佐 藤 雅 洋

委 員 徳 重 忠 夫

委 員 井 本 英 雄

委 員 日 髙 陽 一

委 員 田 口 雄 二

委 員 図 師 博 規

欠席委員（なし）

委員外議員（なし）

説明のため出席した者

教育委員会

教 育 長 黒 木 淳一郎

副 教 育 長 田 村 伸 夫

教 育 次 長
児 玉 康 裕

（教育政策担当）

教 育 次 長
東 宏太朗

（教育振興担当）

教 育 政 策 課 長 中 尾 慶一郎

財 務 福 利 課 長 加 塩 美 昭

育 英 資 金 室 長 唐仁原 博

高 校 教 育 課 長 髙 橋 哲 郎

義 務 教 育 課 長 佐々木 孝 弘

特別支援教育課長 横 山 貢 一

教 職 員 課 長 中別府 勇 治

生 涯 学 習 課 長 長 尾 岳 彦

スポーツ振興課長 押 川 幸 廣

競技力向上推進室長 岩 切 正 義

文 化 財 課 長 長 友 由美子

人権同和教育課長 北 林 克 彦

図 書 館 長 小 川 雅 彦

総 合 博 物 館 長 岩 切 喜 郎

事務局職員出席者

議 事 課 主 査 内 田 祥 太

議事課主任主事 上 園 祐 也

○河野委員長 委員会を再開いたします。

本日の委員会に２名の傍聴の申出がありまし

たので、これを認めることといたしました。

傍聴をされる方にお願いいたします。

傍聴人は、受付の際にお渡ししました傍聴人

の守るべき事項を遵守し、静かに傍聴してくだ

さい。

それでは、当委員会に付託されました当初予

算関連議案について、教育長の概要説明を求め

ます。

○黒木教育長 おはようございます。教育委員

会でございます。本日はどうぞよろしくお願い

いたします。

今回の委員会で御審議いただきます教育委員

会所管の議案等につきまして、その概要を御説

明いたします。

お手元にお配りしております文教警察企業常

任委員会資料の表紙をお開きいただきまして、

２ページ目の目次を御覧ください。

今回御審議いただきます議案は、予算議案と

いたしまして、議案第１号「令和５年度宮崎県

一般会計予算」、議案第15号「令和５年度宮崎県

立学校実習事業特別会計予算」、議案第16号「令

和５年度宮崎県育英資金特別会計予算」、特別議

案といたしまして、議案第34号「宮崎県総合博

物館条例等の一部を改正する条例」の４件でご

ざいます。

令和５年３月７日(火)
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次に、その他報告事項といたしまして、令和

５年度宮崎県教育委員会事務局組織改正案につ

いて、次期宮崎県教育振興基本計画（素案）に

ついて、宮崎県生涯読書活動推進計画の一部改

定についての３件を御報告させていただきます。

それでは、３ページを御覧ください。

教育委員会に係る「令和５年度宮崎県一般会

計予算」「令和５年度宮崎県立学校実習事業特別

会計予算」並びに「令和５年度宮崎県育英資金

特別会計予算」につきまして、各課別に一覧に

しております。

令和５年度の当初予算額でありますが、表の

下から５段目の太線枠の合計の欄を御覧くださ

い。

一般会計の合計は、1,056億8,401万9,000円で

あります。

また、下から２段目の太線枠の合計の欄を御

覧ください。

特別会計の合計は、46億8,634万9,000円であ

りまして、総計は、一番下の欄に記載しており

ますように、1,103億7,036万8,000円であります。

２つ右の欄に令和４年度当初予算額からの増

減額を示しておりますが、22億6,088万1,000円

の減、率にいたしまして、前年度比98.0％となっ

ております。

続きまして、４ページ目を御覧ください。

債務負担行為についてであります。

そちらに記載のあるとおり、県立学校仮設校

舎設置事業や練習環境整備事業におきまして、

年度をまたぐ契約が必要となりますことから債

務負担行為の設定をお願いするものであります。

続きまして、５ページ目から６ページ目を御

覧ください。

令和５年度の宮崎県教育委員会の新規・改善

事業等の一覧をお示ししたものであります。

私からの説明は以上でありますが、令和５年

度当初予算における新規・改善重点事業等の詳

細につきまして、担当課長等から説明をさせて

いただきますので、御審議のほどよろしくお願

い申し上げます。

○河野委員長 次に、議案の審査を行いますが、

これより２班に分けて、それぞれの議案の説明

と質疑を行い、最後に総括質疑の時間を設ける

ことといたしますので、御協力をお願いいたし

ます。

また、歳出予算の説明については、重点事業

・新規事業を中心に簡潔明瞭に行い、併せて令

和３年度決算における指摘要望事項に係る対応

状況についても説明をお願いいたします。

それでは、まず初めに第１班、教育政策課、

財務福利課、高校教育課、義務教育課及び特別

支援教育課の議案に関する説明を求めます。

なお、委員の質疑は、執行部の説明が全て終

了した後にお願いいたします。

○中尾教育政策課長 教育政策課の令和５年度

当初予算につきまして御説明いたします。

お手元の令和５年度当初予算歳出予算説明資

料の教育政策課のインデックスのところ、445ペ

ージをお開きください。

教育政策課の当初予算は、一般会計31億8,586

万9,000円をお願いしております。

以下、主なものにつきまして御説明いたしま

す。

447ページをお開きください。

まず、下から４段目の（事項）職員費の16

億5,812万4,000円であります。

これは、教育委員会事務局職員の人件費であ

ります。
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次に、下から２段目の（事項）一般運営費の

１億597万7,000円であります。

これは、本庁及び教育事務所の運営に要する

経費であります。

448ページをお開きください。

上から４段目の（事項）教育広報費の2,560

万7,000円であります。

これは、教育テレビ番組の制作に要する経費

であります。

次に、下から５段目の（事項）教育研修セン

ター費の8,037万9,000円であります。

これは、教育研修センターの管理運営や研修

などに要する経費であります。

次に、一番下の（事項）職員費の10億1,118

万4,000円、また449ページの上から４段目の（事

項）職員費の２億8,826万6,000円であります。

これらは、事務局職員のうち社会教育及び保

健体育関係職員の人件費であります。

○加塩財務福利課長 財務福利課関係について

御説明いたします。

財務福利課のインデックスのところ、451ペー

ジをお開きください。

令和５年度の当初予算といたしまして、総

額100億7,439万7,000円をお願いいたしておりま

す。

その内訳は、１段下にあります一般会計が53

億8,804万8,000円、その６段下にあります特別

会計が46億8,634万9,000円であります。

以下、主なものにつきまして御説明いたしま

す。

453ページをお開きください。

一般会計についてであります。

ページの中ほど、（事項）維持管理費が23億766

万2,000円であります。

これは、県立学校の施設改修や修繕等に要す

る経費であります。

次の454ページをお開きください。

一番上の６、県立学校老朽化対策事業に11

億1,169万9,000円を計上いたしております。

これは、県立学校施設の老朽化対策として、

建物の劣化を抑制するために外壁や屋根防水等

の改修工事を行うものでございます。

ページ中ほど、（事項）教職員住宅費が6,805

万4,000円であります。

これは、教職員住宅の維持修繕に要する経費

及び建設資金の償還等に要する経費であります。

次の（事項）教職員福利厚生費が7,360万4,000

円であります。

これは、教職員の定期健康診断やストレス

チェック、各種研修、相談事業などの実施に要

する経費であります。

次に、455ページをお願いします。

ページ中ほど、（事項）一般運営費（高等学校）

が18億9,042万4,000円であります。

これは、高等学校などにおける光熱水費や警

備等の各種業務委託及び教材教具の整備などの

経費であります。

次の（事項）海洋高校実習船費が２億829

万3,000円であります。

これは、宮崎海洋高校の航海実習等に係る実

習船「進洋丸」の運用に要する経費であります。

次の456ページをお願いします。

上から３段目、（事項）一般運営費（特別支援

学校）が３億8,626万1,000円であります。

これは、特別支援学校における光熱水費や警

備等の各種業務委託及び教材教具の整備などの

経費であります。

次の（事項）学校給食運営管理費が１億9,469
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万3,000円であります。

これは、特別支援学校等の給食調理業務委託

に要する経費や給食調理施設の整備に要する経

費であります。

次の457ページをお願いします。

（事項）文教施設災害復旧費が9,270万円であ

ります。

これは、県立学校施設等の災害復旧に備える

ための経費であります。

続きまして、特別会計についてであります。

458ページをお願いします。

県立学校実習事業特別会計であります。

（事項）高等学校実習費が２億3,659万6,000

円であります。

これは、農業系の高校７校における農業実習

等に要する経費でありまして、生産実習に必要

な備品や材料の購入等を行うものであります。

なお、財源の内訳は、生産物売払い収入など

の財産収入や繰越金などであります。

次のページ、459ページをお願いします。

育英資金特別会計であります。

（事項）育英事業費が44億4,975万3,000円で

あります。

これは、高校生や大学生等に対する育英資金

の貸与やその後の返還業務を行うための経費で

あり、説明欄の１、育英資金貸与事業に４億6,541

万9,000円を計上しております。

また、同じく説明欄の５、育英資金貸付準備

金に38億9,208万円を計上しております。

これは、国交付の奨学資金の返還に備えて持

ち越している準備金であります。準備金は、育

英資金の貸付けについて、社会情勢の変化等に

より貸与希望者が想定を大幅に上回った場合な

どに備えるための経費でもあります。

なお、財源の内訳は、繰越金や返還金などの

諸収入であります。

続きまして、決算特別委員会の指摘要望事項

につきまして御説明いたします。

資料はＡ４縦の貸与状況と書いた資料でござ

います。15ページをお願いいたします。

14番の育英資金特別会計について、収入未済

額のさらなる縮減に向け、税務部門や他県の取

組等を参考にしながら、償還への取組をより一

層推進することとの指摘要望事項に係る対応で

あります。

育英資金事業につきましては、これまで借り

過ぎの防止として貸与金額選択の導入、返還に

係る利便性向上のための口座振替収納の推進、

コンビニエンスストア収納代行サービスの導入、

それから口座振替不能など初期的な返還遅れに

対する専任職員の配置及びＳＭＳによる督励な

ど、新たな未収金の発生防止に努めてきたとこ

ろでございます。

また、滞納者に対しては返還催告を確実に行

いまして、応じない者に対しましては法的措置

を実施するなど、一貫した債権管理を行ってお

るところでございます。

その結果、増加傾向にありました収入未収金

が令和元年度には減少に転じ、それ以降、毎年

度3,000万円程度縮減をしております。

今後は、御指摘にありました税務部門、それ

から他県の取組等を参考に、特に滞納した初期

段階での電話等による督励・催告を行い、また

滞納者によっては法的措置や弁護士事務所への

徴収業務委託を行うなど、債権固定化の防止に

努めてまいります。

また、令和５年度当初予算案に計上した育英

資金システム構築事業により、システムに債権
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管理機能を追加することとしておりまして、債

務者の状態を的確に把握することで早期の滞納

整理を進めるなど、さらなる未収金の縮減に向

けて償還への取組を一層推進してまいります。

○髙橋高校教育課長 高校教育課の当初予算に

つきまして御説明いたします。

歳出予算説明資料にお戻りいただきまして、

高校教育課のインデックスのところ、461ページ

をお願いいたします。

高校教育課の当初予算は、一般会計で35

億7,844万1,000円を計上しております。

主な内容について御説明いたします。

464ページをお開きください。

一番上の左側の（事項）学力向上推進費の２

億9,733万4,000円であります。

まず、説明欄６の改善事業、翔け！未来の科

学者育成事業は、宮崎県の小中高、大学が連携

し、児童生徒に最先端の科学技術に触れる機会

や科学実験・観察、課題研究等の発表の機会を

設けることで、科学技術創造への興味・関心を

高め、国内外及び郷土の科学技術分野のリーダ

ーの育成を目指すものであります。

次に、同じく説明欄７の改善事業、みやざき

キャリア教育充実事業でありますが、これは、

県内児童生徒の自立した社会人・職業人の育成

を目的とし、小中高校で行われるキャリア教育

の体系的な実施、充実を図るとともに、地域や

企業との連携をさらに進めていくものでありま

す。

次に、同じページの中ほどより少し下の（事

項）就職支援活動促進費の3,557万3,000円であ

ります。

このうち、説明欄１の改善事業、宮崎で活躍！

高校生県内就職促進事業につきましては、常任

委員会資料で御説明いたします。

常任委員会資料を御覧ください。７ページで

ございます。

改善事業、宮崎で活躍！高校生県内就職促進

事業であります。

予算額は、資料右上にございますが、3,557

万3,000円であります。

本事業の目的は、地元で活躍できる人材の育

成と地元企業への就職促進及び定着支援を図る

ことであります。

事業の概要ですが、県内就職の促進につきま

しては、これまでも関係部局や労働局などの関

係機関、さらには地元企業の皆様とも連携して

取り組み、県内就職率につきましても、７年連

続で向上しております。

一方で、今後は、ウイズコロナが浸透し、県

外企業からの求人も活発化することが予想され、

これまで以上に県内企業の魅力や取組について、

生徒自らが体験、実感できる機会を設けること

や卒業生の早期離職を減らし、定着を支援する

ための取組が必要となります。

そこで、①では、地元企業とつながる取組と

いたしまして、就職支援エリアコーディネータ

ーを７名配置し、新たにコーディネーター同士

の情報共有の機会を増やすことや卒業生の就職

した企業を実際に訪問しての定着支援など、さ

らなる企業と学校の連絡調整、生徒支援を行い

ます。

次に、②地元企業を知る取組といたしまして、

コロナ禍で減少していた、企業を知る機会につ

いて、改めまして全ての県立学校を対象として

インターンシップ、職業講話を進めてまいりま

す。

また、③地元企業で成長する取組といたしま
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して、専門学科の２年生を対象に、より専門的

な学習を深めるデュアル教育の取組を実施いた

します。

具体的には、各専門学科の代表生徒がコーディ

ネーターの推薦する企業において、学校での座

学を生かした、連続した２週間程度の実習を行

い、実習後は、企業の方とともに、各学校にお

いて、他の生徒に向けた成果発表会を行うこと

で、企業の周知と専門性の高い人材の育成を図っ

てまいります。

成果指標といたしまして、学校基本調査にお

ける県内就職割合を令和７年度には65.2％とす

ることとしております。

続きまして、決算特別委員会の指摘事項に係

る対応状況について御説明いたします。

決算特別委員会の対応状況の冊子の16ページ

をお願いいたします。

⑮県内高校生のインターンシップや企業見学

について、普通科高校の生徒の参加機会を増や

すとともに、コロナ禍などの状況下における開

催方法を工夫するなど、参加者を増やすための

必要な対策を講じることについてであります。

インターンシップや企業見学につきましては、

高校と企業をつなぐ取組として、県の関係部局

や労働局と連携して行うことで高校生の県内就

職率は向上しており、その役割は大変重要であ

ります。

コロナ禍におきまして、インターンシップは

企業の高校訪問による講義や体験活動への変更、

企業見学会はオンラインや動画配信での開催に

変更するなど、企業と学校が工夫を凝らし、令

和４年度は県立高校の37校中、職業学科の高校

を中心に24校で実施しております。

また、普通科高校におきましては、授業時数

の確保が困難であることなどの理由から、保護

者や同窓会による職業講話を実施し、勤労観や

職業観、進路選択への積極性を醸成する取組を

行っているところであります。

今後とも、これまで以上に関係機関や地元企

業との連携強化を図りまして、先ほど説明いた

しました、宮崎で活躍！高校生県内就職促進事

業の取組なども生かしまして、県内の全ての高

校生のインターンシップ、企業見学等の促進に

向け取り組んでまいります。

○佐々木義務教育課長 義務教育課関係の当初

予算につきまして御説明をいたします。

歳出予算説明資料、義務教育課のインデック

スのところ、467ページを御覧ください。

義務教育課の当初予算額は、一般会計１

億3,290万3,000円をお願いしております。

それでは、主な内容について御説明をいたし

ます。

469ページを御覧ください。

まず、中ほどの（事項）学力向上推進費は2,612

万6,000円であります。

このうち、説明欄１の改善事業、未来へつな

げ、学びのバトン！みやざきの授業改善推進事

業につきましては、後ほど常任委員会資料で御

説明いたします。

次に、一番下の（事項）指導者養成費が9,386

万1,000円であります。

こちらは、教職員の資質向上を図るため、各

種研修などを実施するための経費でございます。

470ページをお開きください。

一番上の段の（事項）郷土教育推進事業費が249

万7,000円であります。

こちらは、説明欄１の改善事業、小学校社会

科副読本デジタルブック整備事業であります。
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この事業は、県内の小学校４年生が本県の産

業や自然等を学習するために使用しております

小学校社会科副読本につきまして、全ての市町

村のＩＣＴ環境に対応した小学校社会科副読本

のデジタルブックを整備するものであります。

それでは、常任委員会資料の８ページを御覧

ください。

改善事業、未来へつなげ、学びのバトン！み

やざきの授業改善推進事業について御説明いた

します。

予算額は2,291万1,000円で、全額一般財源で

あります。

事業の目的は、教職員の授業力向上と学校の

課題に応じた支援を充実し、児童生徒の学力向

上を図ることであります。

事業の概要の事業の仕組みにつきましては、

業者委託による県独自の学習状況調査を実施し、

大学等と連携して調査結果の分析を行います。

その分析結果等を活用して、研修会で教職員に

対して授業改善の方向性を周知したり、研究開

発校において実践的な研究を行ったりすること

により、県全体の授業改善を推進してまいりま

す。

（２）事業内容の①みやざき小中学校学習状

況調査の実施と分析、②授業改善プログラムの

実施につきましては、右側にあります四角囲み

の図で御説明をいたします。

図の中では県調査と表記されておりますが、

県独自の学習状況調査につきましては、これま

では小学校５年生、中学校２年生を対象に実施

してまいりました。

本事業では、つまずきが多く見られ始める小

学校４年生、中学校１年生に対象を変更して実

施いたします。

そして、大学等と連携しながら、詳細に分析

した結果を基に、各学校で小学校５年生、中学

校２年生を担当する教職員に授業支援を行うな

どして、教職員の授業改善を図ってまいります。

その成果を小学校６年生、中学校３年生を対

象に行われております全国学力・学習状況調査

で検証するとともに、その分析結果を基に、さ

らに授業改善を図ってまいります。

次に、事業内容の③子どもの学び研究開発校

の指定についてですが、改善事業に係る取組と

同時に、働き方改革の取組をさらに推進してい

くために、子どもの学び研究開発校を３年間で16

校程度指定していきます。各学校の実態やニー

ズを十分把握し、研究の支援を行い、その研究

成果を県内に普及してまいります。

（３）成果指標につきましては、国語・算数

（数学）における授業の内容はよく分かると答

えた児童生徒の割合としております。

事業の期間は、令和５年度から令和７年度ま

での３年間であります。

○横山特別支援教育課長 特別支援教育課の当

初予算につきまして御説明いたします。

歳出予算説明資料の特別支援教育課のイン

デックスのところ、471ページをお開きください。

一般会計で４億8,013万9,000円をお願いして

おります。

それでは、主なものを御説明いたします。

473ページをお開きください。

最初の（事項）特別支援教育振興費の１億5,659

万円であります。

このうち、その下の説明欄の４、特別支援学

校医療的ケア実施事業に9,788万4,000円を計上

しております。

これは、特別支援学校において常時医療的ケ
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アを必要とする児童生徒に看護師を配置するも

のであります。

次に、説明欄の７、県立高等学校生活支援充

実事業に4,162万9,000円を計上しております。

これは、県立高等学校に在籍する身体に障が

いのある生徒に教室移動等の介助を行う生活支

援員の配置等を行うものであります。

次に、説明欄の10、新規事業、学びを支える

「通級による指導」充実事業に905万4,000円を

計上しております。

これは、障がいのある児童生徒が通常の学級

で学ぶことができるよう、障がいによる困難さ

の軽減や克服のための指導を行う通級による指

導の充実を図るために指導方法の研究や教職員

の特別支援教育に関する資質向上、校内支援体

制の構築を行うものであります。

一番下の（事項）就学奨励費（特別支援学校）

の１億7,663万3,000円であります。

これは、特別支援学校に通う幼児児童生徒の

保護者等の経済的な負担軽減を図るために、就

学に必要な経費を補助するものであります。

○河野委員長 執行部の説明が終了いたしまし

た。

議案について質疑はありませんか。

○図師委員 歳出予算説明資料の456ページの特

別支援学校費の一般運営費なんですが、前年度

と比較して１億3,000万円ほど増額となっておる

んですが、その内容を教えてください。

○加塩財務福利課長 高等学校費も一緒なんで

けれども、昨年の11月補正で、高等学校と特別

支援学校と合わせて、２億2,000万円ぐらい電気

代の補正をしていただきました。

この11月補正が10月から３月分の半年分でご

ざいまして、今回の当初予算には、12か月分を

乗せておりますので、その分が一番増えた理由

になっております。

○図師委員 はい、分かりました。

○田口委員 本会議場でもお聞きしたんですが、

宮崎で活躍！高校生県内就職促進事業について

伺います。

７年連続で上昇しているというのはいいんで

すけれども、全国的に見れば、まだ下から２番

目で、今回は就職支援エリアコーディネーター

を７名増やすということですかね。

○髙橋高校教育課長 人数は、昨年度に１名増

員の７名で、次年度は継続させていただく予定

でございます。

○田口委員 このコーディネーターの方々は、

実際どういう方たちなんですかね。

○髙橋高校教育課長 会計年度職員として、一

応単年度でお願いしているんですが、その条件

といたしまして、企業等で人事、あるいは採用

などの経験等が非常に豊富な方、さらに特に地

域貢献の意識が高いということを条件にしてお

りまして、毎年面接等で選任しております。

○田口委員 ということは、先生のＯＢとか、

企業のＯＢさん等が中心になっているんですか。

○髙橋高校教育課長 はい、おっしゃるとおり

でございます。

○田口委員 分かりました。

議場でも言いましたけれど、ワーストの熊本

県は、ＴＳＭＣ（台湾積体電路製造）特需で一

気に上がる可能性がありますから、かなり気張

らんと、また何年か前のワーストという結果に

なってしまいますので、よろしくお願いいたし

ます。

財務福利課長にお聞きします。

育英資金特別会計の件で、増加傾向にあった
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収入未収金が令和元年度には減少に転じ、以降、

毎年度3,000万円程度縮減しているというのは、

非常にいい状況にはあると思いますが、なかな

か払えないということで、法的措置を実施した

件数というのはどれぐらいあるんでしょうか。

○唐仁原育英資金室長 法的措置につきまして

は支払い督促という形で実施しておりまして、

令和４年度は11件、24名の方に督促状を発送し

ているところでございます。

○田口委員 これは、保証人もついているんで

すかね。

○唐仁原育英資金室長 借受人、連帯保証人含

めて、関連する方には督促状を出しております。

○田口委員 24名の方が保証人まで督促状を出

して、うち結局支払えなかった人はどれぐらい

いらっしゃるんですか。

○唐仁原育英資金室長 申立て額は539万円ほど

なんですけれど、そのうち回収したのは127万円

となっております。支払い督促をすることによっ

て、返還に対しての意識が高まり、自主的に返

還をされる方も増えてくることが多いような状

況でございますので、それなりの効果はあるも

のと思っております。

○田口委員 大学生では、１人あたり平均どれ

ぐらいお借りしているものですか。

○唐仁原育英資金室長 県の育英資金は９割強

が高校生を対象とした貸付けになっておりまし

て、大学生への貸付けは、ほぼ日本学生支援機

構が貸し出しております。

○田口委員 これは高校生だけですか。

○唐仁原育英資金室長 11件、26名につきまし

ては、高校生に対する貸付けのものでございま

す。大学生は、全体で占める割合が７％ぐらい

しかないです。

○田口委員 分かりました。ちょっと確認です

けれども、高校生で借りているのは確か300人ぐ

らいだと聞きましたけれど、間違いないですか。

○唐仁原育英資金室長 新規貸付けの方が300人

ぐらいで、３年間継続してお貸しすることにな

ります。

○田口委員 ランクがあるのかどうか分かんな

いですけれど、高校生の場合は、奨学金として

３年間で80万円ぐらいになるんでしたかね。

○唐仁原育英資金室長 貸付けにつきましては、

一般貸付け、僻地貸付けとありまして、上限額

が異なりますが、委員がおっしゃるように、80

万円ぐらいの貸付けになります。

○田口委員 はい、いいです。

○井本委員 育英資金は育英資金なんだけれど、

世界的な流れとしては、大学まで無料というよ

うな国がたくさん出てきとるじゃないですか。

この育英資金も、もちろん貸付けもあるんだけ

れど、差し上げますよという流れになっている

んじゃないかと思うんだけれど、そういう認識

でいいですかね。

○唐仁原育英資金室長 今、国では高等教育の

いわゆる給付型の支給制度が充実しております

が、県の育英資金につきましては、財源の74億

円ほどが国から受けた交付金でございますので、

事業を終了した場合、県が国に返還することが

条件になっております。貸与型でないと、後々

返さないといけないとなったとき、県の負担が

増えるということになります。

○井本委員 返さんでいいという質問ではなく、

大きな流れとして、差し上げますよという時代

になっとるんじゃないかと。教育委員会として

も、国に対し貸与型の奨学金じゃなくて給付型

にしなさいという要請を私はすべきじゃないか
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と思うんですが、どうですか。

○唐仁原育英資金室長 今のところ、総合政策

部で、ひなた創生のための返還支援事業とか県

内定住を条件にした支援制度などもできており

ます。そちらと協力していくことは可能と思っ

ております。

○井本委員 私は、大きな流れとして、貸与型

の奨学金は時代遅れだと、給付型に切り替えて

いくべきだという気がするんだけれど、教育長、

どうですか。

○黒木教育長 委員おっしゃるとおりで、大き

な流れとしましては、今、高等教育まで含めて、

給付型になってきておると思います。実際、貸

与型に対応する方々につきましても、少し前の

ときから比べますと、随分減ってきたなと思っ

ております。

ただ、年度途中で御家族等にお仕事上の不都

合が生じたり、保護者の方に何らかのダメージ

があったり、急遽どうしても必要になる生徒さ

んたちもおりますので、まず貸与から始めて、

次年度また様子を見させていただくなど、いき

なり給付というわけにはいかない場合もありま

すので、そういった柔軟な対応は、今後とも必

要だと思っております。今後とも総合的に協議

をさせていただこうと思っております。

○井本委員 それから、宮崎県内に就職し、県

内で活躍するという考え方は、私は昔からおか

しいおかしいと言っとるんだけれど、逆に、宮

崎県は、県外からの就職ナンバーワンの県となっ

ていけばいいんじゃないかと。

どうも発想がちまちましとるなと思うし、違

う発想を持ってほしい。外に出ていって、大き

くなって帰ってきてもらったほうが、ずっと宮

崎県のためにもなるし、日本のためにもなると

いう気がするんだけれどね。

坂本龍馬は、江戸で修行して戻ってきたから

大物になったし、土佐藩にずっとおったら、あ

んなにならんかったでしょう。

人口が減っているもんだから、人口を維持し

ようというのがあって、宮崎県内で活躍みたい

なことを言っているんだろうけれど、私は、目

の前の小さなことにとらわれ過ぎていると思う。

どっかの県が県内就職ナンバーワンと言い出

したものだから、ほかの県も言い出したけれど

も、私はこの発想はおかしいと思っているんで

すよ。しようがありませんが。

○河野委員長 答弁を求めませんね。

○井本委員 はい。

○日髙委員 僕も県外に行っていた経験があり

ますので、県外に行くことは確かにすばらしい

経験になったと思うんですけれども、宮崎にす

ばらしい企業があると頭に入れて県外に行くの

と、それを全く知らずに県外に行くのとでも変

わってくると思います。

７ページで、これもやっぱり重要だと思うん

ですけれども、エリアコーディネーターの７名

は、どのような配置になっているんでしょうか。

○髙橋高校教育課長 現在、基本的には各地区

の工業高等学校を拠点にしながら、県内７つの

エリアをコーディネートしていただいており、

具体的に言いますと、延岡工業高等学校、日向

工業高等学校、佐土原高等学校、宮崎工業高等

学校、都城工業高等学校、小林秀峰高等学校、

そして西都・児湯地区は工業高等学校はござい

ませんので、妻高等学校となっています。

○日髙委員 エリアということは、ほかの高校

でもアドバイスをいただけるということでよろ

しいんでしょうか。
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○髙橋高校教育課長 はい、おっしゃるとおり

でございまして、基本的に５校程度担当校がご

ざいます。いつもエリア内の担当校を巡回しつ

つ、地域の企業との情報交換、あるいは子供の

マッチング等を細かくしていただいておるとこ

ろでございます。

○日髙委員 大体の数字でいいんですけれども、

この取組でどのぐらいの企業を子供たちが知る

ことができるんですよ、というのは分かります

でしょうか。

○髙橋高校教育課長 延べ数になりますけれど

も、コロナ以前は、エリアコーディネーターが

年間3,000件程度、企業を回り、様々な形で連携

させていただいているところでございます。

○日髙委員 3,000件、すばらしいと思います。

今、子供たちが一番家で見ているのというの

は携帯だと思うんですよね。そこで、ＳＮＳを

使って、企業さんに説明の動画をつくっていた

だいたりすると、子供たちも見やすいし、幅が

大きく広がるんじゃないかなと思うんですけれ

ども、そういう取組は考えていらっしゃらない

でしょうか。

○髙橋高校教育課長 コロナ禍では、企業がか

なりネット環境を活用しながら企業紹介をして

いただいて、生徒のほうもまずはリモートで見

ることが一般化しております。

また、県部局もネットワークの広報の番組を

つくっておりまして、高校生にその番組を見る

ようにという指導もしているところでございま

す。

○日髙委員 高校生からすると、企業の偉い方

は怖いとかいったイメージしかないと思うんで

すが、ツイッター上で、ある企業の部長が踊っ

たりしながら会社の紹介をするのがあったんで

すけれども、そういう発信をされたりすると身

近に感じると思うんですよね。

もちろん、企業努力だと思うんですけれども、

そういう発信も、可能であればお願いします。

○髙橋高校教育課長 先ほどのエリアコーディ

ネーターの業務の中で、またエリアネットワー

ク会議等で、企業の皆様とそういうことを連携

し、進めさせていただければと思います。

○田口委員 教職員住宅費6,805万円の件につい

てお聞きします。

教職員住宅は、県内に何世帯分あるんですか。

○加塩財務福利課長 入居可能戸数が267戸で

す。

○田口委員 私の家の近く─住所でいうと大

武町か、粟野名町に、教職員住宅があるんです

ね。そこは人が全然入っていないから、その駐

車場を借りたいという相談があったんですが、

廃墟にする予定なのか、補修して使おうと思っ

ていらっしゃるのでしょうか。眠っているのも

いっぱいあるのかなと思って、お聞きしたとこ

ろです。

○加塩財務福利課長 教職員住宅の今後の方針

ですけれども、平成16年を最後に、新築はして

おりません。といいますのも、過去は民間住宅

がございませんでしたが、現在は民間住宅も賃

貸マンション等も多く建っており、教職員には

住居手当が支給されますので、古くなった教職

員住宅は処分する方向で動いているところであ

ります。

○田口委員 ということは、いずれはゼロの方

向に向かっていくということでいいんですか。

○加塩財務福利課長 高千穂町や串間市は、民

間の住宅がまだなかったりしますので、そうい

うところは大切にしながら、そのほかのところ
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は廃止する方向で考えております。

○田口委員 それならば、さっき私が聞いた空

いている教職員住宅は、いつまで入っていない

状態でほったらかしておくんですか。今、予算

がないから、ほったらかしているという状況で

すか。

安全管理上の面を見ても、有効利用をさせて

ほしいと周りが言ってきている状況もあるんで

すが。

○加塩財務福利課長 教職員住宅の廃止につき

ましては、入居停止後、解体にも予算が要りま

すので、解体までの間は管理校で管理をしてい

ただくことになります。

田口委員がおっしゃった大武住宅については、

用途廃止をする方向で決定をしております。

○田口委員 分かりました。

○徳重委員 義務教育課にお尋ねします。

教職員の授業力向上、あるいは生徒の学力向

上も当然のこととして、少しでも生徒が学力を

上げていただくために毎年努力をされているこ

とはよく分かっております。

100％でないにしても、少なくとも80％ぐらい

の子供たちが授業が分かってほしいなと思うん

です。努力されている結果として、４年度に小

学校では81.6％、中学校では74.7％が内容がよ

く分かるということですが、中学校の74.7％は

低いのかなという気がするわけで、成績が上が

らない原因を突き止められたことがあるので

しょうか。親御さんから、先生の言うことがよ

く分からんと言っているがという声が上がって

くることはないでしょうか。

○佐々木義務教育課長 子供たちも一生懸命頑

張っているんですけれども、この成果指標につ

きましては、もう少し上げたいという気持ちが

ございます。

みやざき小中学校学習状況調査の結果等につ

いては、個票がありまして、子供たち一人一人

にもその結果が行って、保護者にもその通知が

行きます。

それを見ると、課題も一つ一つ出てきますの

で、教師は、保護者と子供と三者で面談をして、

ここが難しいんだという話をしていきます。教

師も、保護者からの声を聞いて、ここが分かっ

ていないんですね、そこは授業を変えていかな

ければいけないということを感じながら進めて

いるとは聞いております。

県全体の課題として、特に中学校では、思考

力、判断力、表現力を問うような記述式の問題

が非常に厳しい状況がありますので、今回も授

業改善に向けてしっかり取り組んでいきたいと

考えているところです。

○徳重委員 中学校になると、将来の進路を決

めるような状況の中で、親御さんはどこの高校

にやったらいいかと非常に心配されると思うん

ですよ。ぜひ生徒が将来を見据えた方向や進路

を決められるような努力をしていただきたいと

思っております。

ところで、小中学校となりますと、中山間地

では少人数学級、中には複式のところも幾つか

あろうかと思いますが、生徒の理解度が深まる

か、指導が徹底するのか、マンモス校の児童、

生徒との学力の差についてはどうお考えでしょ

うか。

○佐々木義務教育課長 今、子供たちの数が減っ

てきて、学校も小規模化し、定数が減っており

ます中、中山間地域の学校の教職員は一生懸命

指導していただいております。また、子供たち

が少ないので、切磋琢磨という面では、確かに
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違いがあるかもしれませんけれども、逆に、き

め細かな指導、よさを生かしながらの指導もな

されております。

椎葉村あたりではユニット学習と言っている

そうですけれども、現在タブレットが整備され

ましたので、ネットワークを使いまして、複数

の学校がつないで合同授業を行う取組もされて

おりますので、一概に少ないところが低いとか

いうような傾向は、今のところございません。

○田口委員 我々の時代は一クラスが最低50人、

私のクラスは55人といった小中学校時代を過ご

したけれども、みんな共に学んで、共に頑張っ

てきたわけであります。

今はタブレットがあって、全てが平等、公平

にできる状況になっておりますので、少しでも

生徒が納得できるような指導をお願いしたいと

思っております。

○井本委員 これは、民間業者が分析したわけ

ですよね。知的な部分だけの分析でしょうか。

人間には、知、情、意というものがあり、世の

中に出ていって頑張っとる人は、いわゆる根性

がある人だと思うんだけれども、そういう分析

はしているんでしょうか。

○佐々木義務教育課長 この県独自の調査につ

きましては、いわゆる学習状況調査が中心なん

ですけれども、全国調査につきましては、質問

紙調査もあり、子供たちの意欲や日頃の生活状

況も一緒に問題の中に入っております。今回は、

宮大など大学の専門の先生方に一緒に入っても

らって、委員がおっしゃるような面からも分析

ができればと考えております。

○井本委員 ということは、その人間性まで踏

み込んだような分析もしているということです

か。

○佐々木義務教育課長 はい。そういう意欲の

面の質問紙も入っております。

○井本委員 分かりました。

○日髙委員 先生もすばらしい授業をされてい

ると思うんですけれども、先ほど言いました子

供たちの授業の受け方というのが大事かなと思

うんです。

昨年、参観日に行ってきたんですが、タブレッ

トで授業をしている中で、参観日なのにゲーム

をしている子がいます。それが１人、２人じゃ

ないんです。先生がどんなすばらしい授業をし

ても、子供たちがそういう状況であれば、全然

頭に入ってこないと思うんですよね。

この授業を受けたらこんなふうになるんだよ

と子供たちの意識を高める、逆に先を見据えて、

子供たちのやる気をつくる、というところもす

ごく大事なのかなと感じたところでした。

また、県の教育委員会に言うことじゃないか

もしれないんですけれど、本当に熱い先生がそ

の熱さによって、パワハラであったりリスクに

なってしまうので、先生が引いているんですと

現場の話を何度か聞いて、まずい状況だなとす

ごく感じているんです。

法律から変えないといけないのかもしれませ

んが、そういう熱い先生─しっかりと子供た

ちのことを思ってどんどん指導してくれる先生

を大切にしていただきたいなと感じているとこ

ろであります。質問じゃないですけれども。

○佐々木義務教育課長 子供たちの意欲とか、

そういう学習を受ける態度とか、大事な部分で

あろうと思っております。

組織的に学習規律に関し取り組む内容として、

県でも４＋４というチェックポイントを設け、

授業の大前提として取り入れながら、授業改善
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を図っているところであります。

さっきおっしゃった熱意は、第一に必要なも

のだと思いますけれども、ここ数年で子供の状

況も随分変わってきております。今、一人一人

の子供に応じた指導というものが求められてお

りますので、子供の実態を捉えながら、うまく

指導することが大事かと考えているところであ

ります。

○図師委員 この授業改善推進事業を期待する

ところです。

小学校４年ぐらいから、学習障がいの子とか、

多動児の子が顕著になってきて、クラスに３人

でもおると、学級が成り立たないとか、全然先

生が授業を進行ができないというのも聞いて、

複数の先生を配置したり、その子に合った指導

をされているとも聞くんです。

このお母さんとも話したことがあるんですけ

れど、家では一生懸命しつけをされているんだ

けれども、障がいの特性がゆえに習慣化できな

いと、これ以上どうしたらいいか分かりません

と泣きながら言われてですね。

いわゆる境界といいますか、障がい児として

は微妙な位置にあるけれども、普通の子からす

ると、明らかに言動が違う子が、全国的な統計

では１クラスに10％ぐらいいると出ていますの

で、インクルーシブな教育として４年生ぐらい

からそういうものを道徳教育の中にも織り交ぜ

ながら、生徒同士で理解ができるような環境を

つくることが先生の負担も減らすことになるの

かなという気がしています。

子供たちがそういう特性の子がいることを理

解していない。それが嫌だとエスカレートする

と、今度はいじめとか、仲間外れに発展してい

く可能性も十分あろうかと思います。

だから、小学４年とか、中学１年の県の調査

の中でも、そういうものも取り入れて対応され

たらいいんではないかと思ったところですが、

いかがでしょう。

○佐々木義務教育課長 ３、４年生になると、

だんだん個性が強くなっていきますので、障が

いの特性が現れるのは確かではないかと思って

おります。

先ほどお話しした、特徴のある子供たちもお

りますので、道徳も含めて各教科の日々の授業

の中で、みんなで共に学んでいく姿勢というの

は大事だというふうに思っております。

道徳推進のための事業も別にありまして、ま

さにそういうことを組織で取り組みましょうと

管理職等に対する研修を設けているところであ

ります。

県独自の調査の中でも、そういう状況が図ら

れるような調査ができないか、また検討して進

めてまいりたいと思います。

○図師委員 先ほど日髙委員も言われましたが、

情熱的な先生ほど、そういう環境が長期間続く

と、鬱状態になられたりとかあります。

複数人の教員が１クラスに配置されるような

環境を拡充されていくことでバランスを取られ

たり、こういう推進事業の中で、いろいろな分

析されたりすると思いますけれども、今後の対

策に期待をしております。

○横山特別支援教育課長 先ほど委員の質問の

中に、発達障がいの子供たちの状況が出てまい

りましたが、昨年、国が行った調査では、小中

学校で8.8％の子供たちが、学習上、または行動

面の何らかの課題があるという調査結果が出て

おります。

県といたしましても重く受け止めておりまし
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て、発達障がいのある子供たちに対する支援に

ついて、本課でも事業を起こして、来年度取り

組もうとしているところです。

特に、学習障がいですとか、自閉症スペクト

ラムとか、行動面に落ち着きのなさがあるＡＤ

ＨＤとか、こういった子供たちにつきましては、

通常の学級で学ぶこととなっております。

ただ、通常の学級の中で、支援がないとうま

くいかないという状況もありますので、まずは

先生方にどういった支援が必要なのか、有効な

のかを研修等で伝えていきたいと考えておりま

す。

また、支援の中で活用できるガイドブックの

ようなものも準備してお配りしたいと考えてい

るところです。

また、通常の学級の中の支援だけではうまく

いかないという子供たちが利用する通級による

指導教室というものも充実してまいりたいと考

えているところです。

○井本委員 発達障がいについて、杉山さんは、

発達は凸凹だという言い方をしていますよね。

発達は人それぞれで成長が違うわけで、私も小

さい頃は、恐らく発達障がいじゃないかという

ぐらいぼうっとしていた感じがするし、みんな

発達障がいで、完全な人間というのはどこにも

おりません。

だから、できるだけ個別教育がいいだろうと

思うんです。ただ、社会性を持たせるために、

ある程度の人数は必要で、その見極めは私も分

からんけれど、20人ぐらいの学級で、先生がい

て、できたら副担任もいて、よく見るぐらいが

本当はいいんじゃないのかなと。

先生方の授業力向上が最初に来ないといけな

いです。それから、今度の基本計画の中でも、

先生方が過労気味というか忙し過ぎるというか、

その辺を手当てすることはやっておりますけれ

ど、先生方がノイローゼになるようじゃいけな

いです。

ある会社では、顧客ファーストと言わないで、

従業員ファーストというんですよ。私は、学校

制度の中では、一番、大切にしないといけない

のは、先生じゃないかと常々思っているんです。

そうすると、先生がやる気になる。先生がやる

気になれば、結果としていい子供が育つ。

○横山特別支援教育課長 委員がおっしゃるよ

うに、発達障がいにつきましては、凸凹のある

障がいと言われております。落ち込んでいる部

分もあるんですが、非常に優れている部分もあ

るということで、その優れた部分をいかに生か

していくかという教育を考えることが必要と言

われております。

そこが、先生方にはなかなか気づきにくい部

分もありますので、先ほども申し上げましたが、

困ったときにすぐ利用できるような短い研修を

準備するとか、もしくは今も行っているんです

が、専門性の高い教員が各学校を回って、先生

方のそういった悩みに応える仕組みも、今後充

実させてまいりたいと考えております。

○河野委員長 それでは、以上で、教育政策課、

財務福利課、高校教育課、義務教育課及び特別

支援教育課の審査を終了いたします。

暫時休憩いたします。

午前11時20分休憩

午前11時24分再開

○河野委員長 委員会を再開いたします。

続きまして、第２班、教職員課、生涯学習課、

スポーツ振興課、文化財課及び人権同和教育課
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の議案に関する説明を求めます。

なお、委員の質疑は執行部の説明が全て終了

した後にお願いいたします。

○中別府教職員課長 教職員課関係について御

説明いたします。

歳出予算説明資料の教職員課のインデックス

のところ、475ページをお開きください。

令和５年度当初予算額は、一般会計882億606

万円をお願いしております。

以下、主なものについて御説明いたします。

477ページをお開きください。

最初の（事項）教職員人事費は、12億2,476

万8,000円を計上しております。

説明欄１の（３）改善事業、みやざきで先生

になろう！推進事業につきましては、後ほど常

任委員会資料で御説明いたします。

説明欄２の学校会計年度任用職員の配置に要

する経費として10億9,228万4,000円を計上して

おり、これは、会計年度任用職員の報酬や費用

弁償等の経費であります。

478ページをお開きください。

一番上の（事項）退職手当費は、退職手当の

支給に要する経費といたしまして、50億8,343

万8,000円を計上しております。

次に、学校種ごとの職員費及び旅費についで

でありますが、職員費は、教職員の給料や職員

手当等、及び共済費であります。

まず、中ほどの（項）小学校費は、（事項）職

員費に330億3,463万9,000円を、（事項）旅費に

１億4,658万8,000円を計上しております。

次に、一番下の（項）中学校費は、（事項）職

員費に217億8,204万8,000円を、次の479ページ

の最初の（事項）旅費に１億4,923万8,000円を

計上しております。

次に、中ほどの（項）高等学校費は、（事項）

職員費に181億464万9,000円を、（事項）旅費に

１億8,402万1,000円を計上しております。

最後に、一番下の（項）特別支援学校費は、

（事項）職員費に84億3,813万2,000円を、１枚

めくっていただき、480ページにあります（事項）

旅費に5,112万7,000円を計上しております。

続きまして、改善事業について説明いたしま

す。

資料が変わりまして、常任委員会資料の９ペ

ージを御覧ください。

改善事業、「みやざきで先生になろう！」推進

事業であります。

予算額は、338万9,000円をお願いしておりま

す。

事業の目的は、宮崎県で教師として働く魅力

を発信することで、教員採用選考試験における

倍率の維持向上を図るものです。

事業の概要につきましては、資料の左側、①

計画的な資質能力の育成では、育成期前から段

階的に資質能力を育成する３ステップ方式とし

ております。

特に、新たな取組となるひなた教師ドリーム

カフェでは、県内の教職を目指す中学生・高校

生に対して県内及び全国で活躍する教育関係者

を招聘し、教師の魅力に関する講話等を行いま

す。参加者の教職への興味・関心を高めるとと

もに、教職に必要な資質能力の育成を早期から

図りたいと考えております。

次に、資料の右側上段、②教員募集説明会・

ガイダンスの実施では、高校生向けのガイダン

スに加え、これまで実施していなかった工学部

や農学部、商学部、水産学部等の学生も対象に

加えるなど、教員用養成系大学以外の学部への
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働きかけにも力を入れていきたいと考えており

ます。

資料の右側、下の段になります。③効果的な

情報発信では、多様な情報ツールを用いてター

ゲットを焦点化した上で、宮崎県で先生になる

ことの醍醐味を効果的に発信し、質の高い教育

を実現する人材の確保を図りたいと考えており

ます。

具体的には、「奇跡の教室」と題し、新聞を媒

体として、現職教員の名物授業や魅力ある指導

を紹介したり、広告代理店にＳＮＳ、広報全般

を委託することで、教師の魅力の情報発信を効

果的に展開していきたいと考えております。

事業の期間は、令和５年度から令和７年度で

あります。

○長尾生涯学習課長 生涯学習課関係について

御説明いたします。

歳出予算説明資料の生涯学習課インデックス

のところ、481ページをお開きください。

一般会計予算で、７億514万1,000円を計上い

たしております。

主なものについて御説明いたします。

483ページをお開きください。

ページ中ほど、（事項）成人青少年教育費

に6,787万6,000円を計上いたしております。

このうち、説明欄の５、改善事業として読書

の楽しさを広げる「読書県みやざき」総合推進

事業に314万3,000円を計上いたしております。

これは、県民が生涯にわたって読書に親しむ

「読書県みやざき」の具現化を目指し、読書サ

ポーターの研修やシンポジウムの開催等により

まして、総合的に読書活動を推進していくもの

であります。

続きまして、484ページをお開きください。

上から４段目の（事項）図書館費に１億2,721

万4,000円を計上いたしております。

このうち、説明欄の３、県立図書館老朽化対

策事業に※3,385万円を計上いたしております。

これは、県立図書館の受変電設備改修工事を

行うものであります。

次に、下から２段目（事項）図書館サービス

推進費に１億4,251万2,000円を計上いたしてお

ります。

主なものといたしましては、説明欄の２、図

書館サービス費に9,546万7,000円を計上いたし

ております。

これは、主に館内サービス等に要するシステ

ムのリース料やカウンタースタッフの人件費な

どであります。

また、同じ欄の８、新規事業として置県140年

宮崎県史等デジタル化事業に145万4,000円を計

上いたしております。

当事業につきましては、後ほど常任委員会資

料にて御説明いたします。

次に、485ページを御覧ください。

上から４段目の（事項）美術館費に２億6,142

万6,000円を計上いたしております。

このうち、説明欄の４、県立美術館老朽化対

策事業に4,845万8,000円を計上いたしておりま

す。

これは、県立美術館の自動火災報知設備改修

工事等を行うものであります。

続きまして、新規・改善事業を御説明いたし

ます。

常任委員会資料の10ページを御覧ください。

生涯学習課、県立図書館の新規事業、置県140

年宮崎県史等デジタル化事業であります。

※82ページに訂正発言あり
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まず、事業の予算額でありますが、145万4,000

円で、全額宮崎再生基金を活用いたします。

次に、事業の目的でありますが、宮崎県史等

をデジタル化及び公開することにより、県民が

歴史や文化に触れる機会を増やすとともに、郷

土愛の醸成や主体的な文化活動の活性化を図る

ものであります。

次に、事業の概要であります。

（２）の事業内容から御説明いたします。

まず、①の宮崎県史デジタル化事業では、宮

崎県史のデジタル化に取り組み、②の牧水遺墨

デジタル化事業では、若山牧水の遺墨30点をデ

ジタル化いたします。①②のどちらも図書館ホ

ームページで公開をいたします。

③のＷｅｂコンテンツ作成事業につきまして

は、文化財等を実際に訪ねまして、専門家の解

説を聞いた後に、デジタル化した地域資料や図

書館の文献等を基に、ウィキペディアの記事を

参加者同士が協力し合い作成する、いわゆるウィ

キペディアタウンと呼ばれるイベントを実施す

るものであります。

事業スキームにつきまして、（１）にお戻りく

ださい。

（２）の事業内容、①②のデジタル化事業の

うち、執筆者の著作権許諾事務の手続等は図書

館にて行いまして、デジタル化の作業について

は民間企業に委託して行います。

（３）の成果指標といたしましては、デジタ

ル化した資料を図書館ホームページに公開する

ことから、図書館ホームページのアクセス数を

指標としまして、令和３年度の件数から約１

万7,000件増の18万件を目標としております。

事業期間は、令和５年度から令和６年度まで

の２年間であります。

○押川スポーツ振興課長 スポーツ振興課の当

初予算につきまして御説明いたします。

歳出予算説明資料のスポーツ振興課のイン

デックスのところ、487ページをお開きください。

スポーツ振興課の当初予算は、一般会計31

億4,414万2,000円を計上しております。

以下、主なものにつきまして御説明いたしま

す。

489ページをお開きください。

上から５段目の（事項）学校体育指導費の１

億1,382万9,000円であります。

このうち、説明欄４の新規事業、公立中学校

における部活動の地域移行に向けた環境整備事

業につきましては、後ほど常任委員会資料にて

御説明いたします。

続きまして、中ほどの（事項）社会体育指導

費の1,228万7,000円であります。

このうち、説明欄６の新規事業、共生社会の

実現に向けた地域スポーツ推進事業は、様々な

立場・状況の人が共にスポーツを楽しむことが

できる環境を整備するため、地域のスポーツ指

導者を対象とした研修会や障がいのあるなしに

かかわらず楽しめるスポーツ教室等を実施する

ものであります。

490ページをお開きください。

一番上の（事項）スポーツ施設管理費の３

億6,716万9,000円であります。

主なものは、説明欄１の施設管理運営費（指

定管理者）でありますが、これは、県総合運動

公園有料公園施設、現在の県体育館と延岡で整

備中の新宮崎県体育館及び県ライフル射撃競技

場の管理運営を指定管理者へ委託するために必

要な経費でございます。

続きまして、その下の（事項）健康教育指導
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費の1,671万2,000円であります。

このうち、説明欄５の新規事業、食から始め

る健康「元気なみやざきっ子」食育推進事業は、

コロナ禍における健康づくりのために、企業や

大学等と協働した学校における食育に関する取

組への支援や家庭や地域なども対象とした食生

活改善啓発イベントの開催を行うものでありま

す。

続きまして、491ページをお開きください。

一番下の（事項）競技力向上推進事業の20

億9,967万7,000円であります。

これは、説明欄１の選手強化、それから続き

まして492ページをお開きください。

一番上、２、指導者養成、３の施設・設備整

備など、宮崎国民スポーツ大会での天皇杯獲得

を目指した各事業などに要する経費であります。

このうち、中ほどのやや上にあります（10）

改善事業、社会人アスリート等確保事業につき

ましては、後ほど常任委員会資料にて御説明い

たします。

続きまして、新規・改善事業につきまして御

説明いたします。

常任委員会資料の11ページを御覧ください。

新規事業、公立中学校における部活動の地域

移行に向けた環境整備事業であります。

予算額は3,325万3,000円で、財源は記載のと

おりであります。

事業の目的でありますが、部活動の段階的な

地域移行と地域におけるスポーツ・文化環境の

一体的な整備を行うことで、子供たちがスポー

ツ・文化芸術に継続して親しむことができる機

会を確保するとともに、学校の働き方改革を推

進し、教育の質の向上を図ることを目的として

実施するものであります。

事業の概要、（１）事業の仕組みにつきまして

は、記載のとおりであります。

（２）事業内容につきましては、３つの内容

で構成をしております。

①地域移行体制の構築に対する支援としまし

て、ア）にありますように、検討委員会やコー

ディネーター等の研修会を開催することにより、

県の方針等の策定や市町村のコーディネーター

となる人材の育成を図るとともに、先進地視察

を通して、市町村に対し、情報提供等の支援に

取り組むものであります。

また、イ）にありますように、市町村が開催

します協議会や研修会等に係る経費の補助を行

います。

②地域における新たなスポーツ環境の構築と

しましては、市町村立中学校の施設の整備や改

修に係る経費を補助するものであります。

③部活動の地域移行等に向けた実証事業とし

ましては、ア）にありますように、県にコーディ

ネーターを配置し、実証事業を実施する市町村

に対し、助言等の支援を行います。

また、イ）にありますように、市町村に委託

し、市町村のコーディネーターの配置や運営団

体等の整備充実等、具体的な取組を推進します。

（３）成果指標としましては、休日の部活動

の地域移行に取り組む市町村の数を県内全26市

町村としております。

事業期間は、記載のとおりであります。

県教育委員会といたしましては、都市部と中

山間地域など、地域によって実態が異なること

から、各市町村と連携を図りながら、本県の実

情に合った地域移行に取り組んでまいりたいと

考えております。

続きまして、12ページを御覧ください。
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改善事業、社会人アスリート等確保事業であ

ります。

予算額は540万円で、財源は記載のとおりであ

ります。

事業の目的でありますが、県内外の有望アス

リート等の雇用を促進し、2027年の第81回国民

スポーツ大会におきまして天皇杯獲得を目指す

とともに、大会後も安定した競技力の確保を図

るものであります。

事業の概要でありますが、（１）事業の仕組み

につきましては、記載のとおりであります。

（２）事業内容でありますが、①成年選手確

保体制の強化では、専門職員を配置し、有望ア

スリート等を確保するための大学等訪問や県内

企業等への雇用に関する協力依頼を行うもので

あります。

②無料職業紹介所の運営では、県内の企業等

に幅広く事業の周知を図るために産業経済団体

等への事業説明を行います。

また、県内で就職を希望する有望アスリート

等と競技継続をサポートする県内企業等との雇

用マッチングを行うものであります。

③アスリート等応援企業等支援事業では、新

規にアスリート等を雇用していただいた企業等

に対し、雇用環境に係る必要な経費等の支援な

どを行うものであります。

（３）成果指標としましては、令和７年度ま

での社会人アスリートの確保数を示しておりま

す。

事業の期間は、記載のとおりであります。

○長友文化財課長 文化財課関係の当初予算に

つきまして御説明いたします。

歳出予算説明資料、文化財課のインデックス

のところ、495ページをお開きください。

令和５年度の当初予算額といたしまして、一

般会計に７億2,749万8,000円を計上しておりま

す。

以下、主なものにつきまして御説明いたしま

す。

497ページをお開きください。

上から５段目の（事項）文化財保護顕彰費

の7,121万4,000円であります。

主なものとしましては、説明欄９の新規事業、

神楽でつなぐ次世代育成事業でありますが、後

ほど常任委員会資料で御説明いたします。

続きまして、498ページをお開きください。

一番上の（事項）埋蔵文化財保護対策費の１

億157万2,000円であります。

主なものとしましては、説明欄３の埋蔵文化

財発掘調査に8,732万1,000円を計上しておりま

す。

この事業は、国土交通省等から委託を受け、

発掘調査や報告書の作成を行うものであります。

続きまして、その下の（事項）埋蔵文化財セ

ンター費の１億567万6,000円であります。

主なものとしましては、説明欄４の近代宮崎

の出発点、西南戦争関連遺跡調査・活用事業

に300万3,000円を計上しております。

これは、西南戦争関連遺跡の保存と活用を図

るため、国の史跡指定に向けた確認調査や遺跡

の現況確認、測量などを行うものであります。

また、地元住民や学校向けの現地説明会、講

座などの普及活動を行ってまいります。

次に、説明欄６の埋蔵文化財センター老朽化

対策事業に6,578万6,000円を計上しております。

これは、埋蔵文化財センター分館の外壁改修

と屋根防水工事を行うものであります。

次に、一番下の（事項）博物館費の２億3,677
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万2,000円であります。

次の499ページを御覧ください。

主なものとしましては、説明欄４の総合博物

館老朽化対策事業に7,659万9,000円を計上して

おります。

これは、総合博物館の屋根防水工事を行うも

のであります。

次に、その下の（事項）博物館教育普及費

の2,320万円であります。

主なものとしましては、説明欄１の特別展費

に2,228万2,000円を計上しており、総合博物館

において、年３回の特別展を開催するものであ

ります。

次に、下から２番目の（事項）考古博物館教

育普及費の1,664万4,000円であります。

主なものとしましては、説明欄１の特別展費

に1,058万4,000円を計上しており、西都原考古

博物館において、年２回の特別展を開催するも

のであります。

続きまして、新規事業について御説明いたし

ます。

常任委員会資料の13ページを御覧ください。

新規事業、神楽でつなぐ次世代育成事業であ

ります。

予算額は757万4,000円で、財源は全額一般財

源であります。

まず、事業の目的ですが、神楽のユネスコ無

形文化遺産登録による世界的評価の獲得を目指

し、県民の民俗芸能への興味を喚起することで、

次世代神楽保存会員の増加と育成を図り、ひい

ては中山間地域の活性化に寄与することであり

ます。

次に、事業の概要ですが、（１）の事業の仕組

みは御覧のとおりです。

（２）の事業の内容につきましては、①から

③の３つの事業を計画しております。

①の神楽交流支援事業ですが、全国及び県内

神楽組織の活動を推進し、神楽のユネスコ登録

活動を強化してまいります。

また、有識者の講演会や神楽を中心とした民

俗芸能の公演を行います。

特に、ユネスコ登録に向けては、昨年10月に

設立した全国組織の加入率向上が不可欠ですの

で、未加入の神楽には現地に赴いての説明や説

得を今後も継続してまいります。

あわせて、②の神楽情報発信事業において、

全国及び県内組織の活動内容や神楽公演の動画

等を含め、本県の進める神楽のユネスコ登録に

向けた情報をホームページや広報誌により県内

外にＰＲしてまいります。

そして県内におきましては、③の神楽継承者

育成支援事業により、若手の保存会員を対象と

したリーダー研修会を開催し、講話や情報交換

等により会員同士の連携強化を図ります。

また、小中学生等による子ども神楽大会の開

催などにより、次世代の神楽の担い手となる保

存会員の増加と育成につなげてまいります。

次に、本事業の成果指標としまして、２つ上

げております。

１つは、神楽の全国組織の加入率を100％にす

ることを目指します。

指標のもう一つは、県内国指定神楽保存会員

の40代以下の割合で、令和元年度に47％という

結果がありますが、令和７年度に60％以上とな

るよう目指します。

事業期間は、令和５年度から７年度の３か年

です。

○北林人権同和教育課長 人権同和教育課の当
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初予算につきまして御説明いたします。

歳出予算説明資料の人権同和教育課のイン

デックスのところ、501ページをお開きください。

予算額は、一般会計１億3,577万8,000円をお

願いしております。

それでは、主なものについて御説明いたしま

す。

503ページをお開きください。

ページ上段の最初の（事項）人権教育総合企

画費に943万6,000円を計上しております。

主なものとしましては、説明欄１の（１）人

権啓発資料作成事業は、児童生徒が学校や家庭

において、人権尊重の大切さについて学ぶため

の資料を作成するものであります。

次の（２）新規事業、みやざきの「子どもの

いのちと人権」を守る推進事業は、学校におけ

るいのちを大切にする教育と人権教育の充実を

図るものであります。

具体的には、子供たちにＳＯＳの出し方を教

えるとともに、教職員が子供のＳＯＳを受け止

め、適切な支援につなげるための資質向上を図っ

たり、現在起きております人権課題に対する実

践的研究を推進したりするものであります。

このいのちの教育と人権教育を一体的に捉え、

「子どものいのちと人権」を守る事業に取り組

んでまいりたいと考えております。

次に、ページ一番下の（事項）生徒健全育成

費に１億1,523万8,000円を計上しております。

504ページをお開きください。

主なものとしましては、説明欄の５、みやざ

きの子どもを守る総合支援事業であります。

この事業は、いじめや不登校等に加え、スマ

ートフォン等の所持率の増加に伴うネットトラ

ブルなど、学校での様々な生徒指導上の課題に

対応するために、ＳＮＳによる相談事業を新た

にスタートさせるなど、教育相談体制を充実さ

せるとともに、いじめの未然防止や不登校児童

生徒の対応の充実を図ります。

この（４）改善事業、いじめ・不登校等対策

事業につきましては、後ほど常任委員会資料で

御説明いたします。

次に、ページ中ほど（事項）学校安全推進費

に933万3,000円を計上しております。

その主なものとしましては、説明欄の４、学

校と地域がつながる安全教育推進事業でありま

すが、学校安全教育推進のためのモデル地域を

指定し、防災教育などに関する実践的な研究及

び普及を地域、関係機関、専門家等と連携を図

りながら実践いたします。

常任委員会資料の14ページをお開きください。

改善事業、いじめ・不登校等対策事業につい

て御説明いたします。

初めに、事業の予算額につきましては2,882

万7,000円で、財源は、国庫支出金、一般財源を

予定しております。

次に、事業の目的です。

本事業につきましては、本年度、みやざきの

子どもを守る総合支援事業に取り組んでおりま

すが、今後も生徒指導上の課題に、より一層対

応するため、事業の一部について改善を図り、

総合的な生徒指導体制をさらに充実させること

で、子供たちの心身の健全な成長を促すととも

に、かけがえのない命を守ることを目指します。

次に、事業の概要です。

（１）事業の仕組みにつきましては、県が主

体となり、学校や市町村教育委員会と連携しな

がら、体制構築のために４つの内容に取り組み

ます。
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その事業内容につきましては、（２）のとおり

ですが、本年度の事業から大きく内容を変更す

る２点について御説明いたします。

まず、１点目は、①の教育相談窓口の運用で

す。

現在、電話相談窓口として、当課が業務委託

しております24時間子供ＳＯＳダイヤルと教育

研修センターにふれあいコール、この２か所を

対応時間を分けて設置しておりましたが、これ

を24時間子供ＳＯＳダイヤルに一元化し、24時

間体制の電話相談窓口へと整備し直します。

この電話相談に加えて、新たにＳＮＳ（ＬＩ

ＮＥ）を活用した相談窓口を開設します。この

ことにより、相談方法として選択肢を広げ、い

つでも相談できる体制を整備したいと考えてお

ります。

続いて、変更内容の２点目です。

これまでの事業になかった、③の不登校の未

然防止及び多様な学びの場の整備に向けた取組

を新たに加えたところです。

これまで学校が行っていました不登校の未然

防止の取組は継続しながらも、不登校である子

供たちを支援するために、新たに多様な学びの

場の整備に向けた取組を進めます。

具体的には、フリースクールなどの民間施設

との連携推進のための協議会の設置や不登校特

例校の設置に向けた市町村との協議を進めてま

いります。

成果指標につきましては、御覧の２点の割合

の上昇を定めまして、事業の効果を分析してま

いります。

事業期間は、令和５年度から７年度までとし

ております。

○長友文化財課長 常任委員会資料の15ページ

を御覧ください。

議案第34号「宮崎県総合博物館条例等の一部

を改正する条例」についてであります。

１の改正の理由でございますが、博物館法の

改正に伴い、関係規定の改正を行うものであり

ます。

２の改正の内容を御覧ください。

まず、（１）宮崎県総合博物館条例、（２）県

立美術館条例のア、（３）県立西都原考古博物館

条例がそれぞれ同様の改正であります。

内容につきましては、資料の16ページを御覧

ください。

今回の法改正によりまして、４の参考にあり

ますとおり、博物館設置の根拠となっておりま

した博物館法第18条の条文が削除されましたの

で、その規定を削り、下の（新）にあります改

正博物館法の「第２条第１項」の規定を加え、

同法に規定する博物館として定義するものであ

ります。

15ページにお戻りください。

次に、（２）の県立美術館条例のイと（４）宮

崎県博物館協議会条例については、今回の法改

正によりまして、条文がずれましたことから、

博物館法「第20条」を「第23条第１項」に改め

るものであります。

３の施行期日でございますが、令和５年４月

１日であります。

○長尾生涯学習課長 先ほど私の説明の中で数

字を誤って申し上げましたので、訂正をさせて

いただきたいと思います。

歳出予算説明資料の484ページをお願いいたし

ます。

上から４段目の（事項）図書館費の説明欄の

３、県立図書館老朽化対策事業ですけれど
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も、3,885万を計上してありますが、誤って

「3,385万」と申し上げました。正しくは記載の

とおり「3,885万」でございます。

○河野委員長 では、質疑は午後１時10分から

でよろしいでしょうか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○河野委員長 それでは、午後１時10分に再開

いたします。お疲れさまでした。暫時休憩いた

します。

正午休憩

午後１時10分再開

○河野委員長 では、再開します。

議案について質疑はありませんか。

○図師委員 新規事業で、公立中学校における

部活動の地域移行に向けた環境ということと併

せてお伺いしたいんですが、この地域移行に向

けた受皿となる総合型地域スポーツクラブの予

算もついておるところで、このコロナ禍におい

て総合型の地域スポーツクラブの全体的なクラ

ブ数、活動内容、会員数の状況等、分かってお

れば教えてください。

○押川スポーツ振興課長 総合型地域スポーツ

クラブにつきましては、現在、県内で32クラブ

が活動しております。

それぞれのクラブの個別の会員数については、

まだ状況を把握しておりませんが、コロナ禍に

あって、教室等がなかなか運営できなかったた

め、会員が離れていってしまっているというこ

とを伺っております。最近になって、少しずつ

活動もコロナ前に近づきつつあると伺っている

ところであります。

○図師委員 私も地元の総合型地域スポーツク

ラブの理事長をしておったり、隣のクラブとの

連携事業を企画したりしながら、少しずつコロ

ナ前の活動に近づけていきたいんですが、会員

が離れる、会員が減ることによって、運営が困

難になっております。

卵が先か鶏が先かになるんですが、運営費を

捻出するには、会員を増やさなきゃいけない。

会員を増やすにはクラブ活動なり、イベントな

りを立ち上げなければいけないというジレンマ

の中にいます。

私はライオンズクラブにも入っているんです

が、隣の高鍋の総合型地域スポーツクラブから

運営費がないから補助金を出してくれんかとい

う相談もライオンズクラブで受けていたり、こ

の総合型スポーツクラブの活動が非常に困難な

状況にあるし、今後、会員増強を図るにしても、

その再スタートの事業費の捻出に苦労している

ところがあります。

総合型地域スポーツクラブが部活動の地域移

行の受皿になるとしたら、人件費とか、運営費

の予算もついてこようかと思いますが、来年度

とかすぐでなくても、地域移行が総合型スポー

ツクラブの再活性につながるようなビジョンを

持たれておるのでしょうか。

○押川スポーツ振興課長 総合型地域スポーツ

クラブは、多世代・多種目で活動するという理

念に基づき、地域で活動を行っていただいてお

りますけれども、スポーツ指導者とか、地域の

スポーツのニーズや状況を一番知っているのが

この総合型地域スポーツクラブであります。

ただ、お金を払ってスポーツをするというこ

とに抵抗がある住民の皆さんが多いということ、

また健康とか体づくりとか、行政サービスが無

料で受けられるという状況もあって、総合型地

域スポーツクラブの会員がなかなか増えていな
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い現状がございます。

ですから、市町村に対しまして、総合型地域

スポーツクラブが地域のクラブであり、地域の

健康づくり、まちづくりやまちの活性化にも役

立つ組織であること、それぞれの市町村が行う

各種事業を、ぜひ総合型地域スポーツクラブに

お願いできないかということを伝えているとこ

ろです。

また、中学校の休日の部活動の地域移行に関

しましても、市町村への説明会や総合型地域ス

ポーツクラブの協議会で説明をさせていただき

ながら周知を図り、何がお互いできるか共通理

解を図りつつ今後進めたいと考えているところ

であります。

○図師委員 県のコーディネーターとか、市町

村にもコーディネーターが配置されるので、そ

のコーディネーターの方々にそのようなビジョ

ンを持っていただくよう御指導いただければと

思います。

○井本委員 県立図書館老朽化対策事業の図書

館運営に関する経費というのは、どういうとこ

ろを直したりするのか。

○小川県立図書館長 変電設備関係の改修工事

が予定されておりまして、来年度は無停電電源

装置の改修を行う予定となっております。例え

ば非常用のライト、誘導灯を点灯させるバッテ

リー設備とか、最低限の電気関係を維持するた

めのバッテリー、無停電電源装置を維持する工

事となっております。

○井本委員 このぐらいかかるんでしょうね。

私もよく県立図書館に行くんだけれど、もう

ちょっと使いやすくしてほしいなと。理想を言

えば、都城市の図書館がいい。あんな図書館に

ならんかと、そんな構想はないでしょうか。

新聞などを読んでいる角のところだけでも、

ガラス張りとかにして、話をしてもいいように

したら、大分違うんじゃないかという気がする

んだけれど。

○小川県立図書館長 今の図書館は第４代目の

箱物となっております。35年近く経過しており

まして、建物の外見は非常に立派に見えるんで

すが、内部の施設等は35年経っておりますので、

あちこち老朽化してきております。

また、都城市の図書館は新しいですので、建

てたときの哲学といいますか、思想がちょっと

違うところはございます。

ただ、県立図書館と市町村図書館の役割分担

があり、何年後かになるか分かりませんけれど

も、新たな箱物を整備するようなときには、新

たな役割分担、思想になって改修や建て直しを

行うことになると思われます。

○井本委員 なるほど。確かに役割分担という

ことはあるでしょうね。

都城市の図書館は、まちの真ん中にあって、

結構にぎわっているし、じっと黙ってるんじゃ

なくて、食事するところもあるから、結構人気

があって、行きたがるというか。

だから、県立図書館が資料を保管するとか、

全体的にまとめる役目があって、役目が違うの

かもしれんけれど、できたら町なかに、ああい

う図書館があったらいいがなという気がしたも

んですからね。分かりました。役目が違うとい

うことですな。

○小川県立図書館長 蔵書の分野ごとの所蔵数

も違いまして、例えば、県立図書館は専門書を

中心にしており、市の図書館と比べると文学作

品の割合が少なくなっております。

ですから、県立図書館は、図書館の図書館
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─図書館を支えるような役割を柱としまして、

専門的な分野や郷土資料の収集も担っています。

ただ、委員のおっしゃるとおり、周りの住民

の方にとりましては、「近くの図書館」としての

ニーズはあるというふうに思っています。

また、ベストセラー作品が市の図書館にある

のに、県立図書館にないとか、雑誌の数が少な

いとか、御要望もいただいておりますけれども、

県立図書館と市町村図書館との役割分担をなる

べく御理解いただくようお願いしているところ

でございます。

○井本委員 分かりました。

○田口委員 競技力の向上推進に要する経費に

関連してお聞きしますが、先日、延岡星雲高等

学校に行ってまいりました。アーチェリーの施

設を見せていただきまして、できてすぐに九州

１位とか成果が出たというのを伺い、指導者と

してもしっかりした先生をあてがわれているん

だと思いました。

その後、相撲場ができまして、加藤先生とい

うがっしりした先生がいらっしゃって、高校か

ら始めても強くなりました、団体では全国５位

まで入ったという話でしたが、県外の高校出身

でした。要するに、相撲強化のために宮崎県に

来たんじゃないかと思うんですが、競技力向上

のための先生というのは、既に何人かいらっしゃ

るんでしょうか。

○岩切競技力向上推進室長 延岡星雲高等学校

の加藤教諭ですが、出身は愛知県です。相撲を

するために、岐阜の高校に進学いたしまして、

その後、東京の大学に行って、本県には特別教

員採用枠という形で赴任してもらっております。

同じく延岡星雲高等学校のアーチェリーの近

藤先生という方も愛知県出身で、長崎の大学を

出られまして、本制度を使いまして、本県に来

てもらっております。

そのほか、ホッケー競技であります。特に、

競技人口が少ない競技は、本県出身で大学に行っ

てという方が非常に少ないですので、そういう

普及が進んでいない競技に関しましては、多く

の先生方が他県から本県に来てもらっておりま

す。

○田口委員 スポーツ競技に関連して、そうい

う形で国体に向けて先生を採用したというのは

分かりました。アーチェリーでは既に非常にい

い結果が出たというふうに聞いていますが、相

撲はまだ部員がいないと今日の宮崎日日新聞に

出ていましたけれども、部員もちゃんと確保し

て、今度は相撲でも結果が残るようになればと

思っております。

みやざきで先生になろう！推進事業の中で、

いろんな事業の概要が載っており、それぞれの

対象は県内の教職を目指す中学生、高校生、県

内外の大学１、２年生、県内外の大学３、４年、

大学院生、講師、社会人となっていますが、今

でもお付き合いしている先生の中には、県外で

先生をしていたけれども、宮崎に帰ってきまし

たという方がちょこちょこいらっしゃいます。

競技力の向上に関し県外からいろんな形で先

生に来ていただいてもらっているという意味で

は、よその教育委員会に怒られるかもしれませ

んけれど、井本委員が言うように、土佐しか知

らない龍馬じゃなくて、江戸を知っている龍馬

のように、県外で教員をしている先生方を宮崎

に戻すような、そういう活動もやっているんで

しょうか。

○中別府教職員課長 県外にいらっしゃる現職

の教員の方とか元教員の方とか、そういう方々
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に対し本県の教員採用の情報が届くよう、ター

ゲットを絞って、広告代理店等のお力をお借り

して、ＳＮＳ、特にユーチューブ、フェイスブッ

ク、また様々なインターネット上でのソフトを

十分に活用しまして、具体的には、そういう方

々に広告を打ち、その方々が興味を持ったとこ

ろで本県の教員採用のホームページに来てもら

うというような形で、本県出身の県外の先生方

等に情報がしっかり届くような取組を今までも

しておりますし、今度改善事業でもさらにブラッ

シュアップしてやっていきたいと考えておりま

す。

○田口委員 例えば、県外の公立の学校で先生

をしていた場合も、宮崎県で採用という場合に

は、教員採用試験と同じ条件で採用試験を受け

るということになるんですか。

○中別府教職員課長 例えば、他県で現職の方

につきましては、特別選考という形で、基本的

には２次試験で受けてもらうということになっ

ております。

○田口委員 分かりました。特別選考というの

があるんですね。家庭を持っても、まだお子さ

んが小さければ、まだ動きやすいでしょうが、

家庭を持ったり、子供がある程度大きくなると、

本人は帰りたいと思っても、家族が反対とかい

うこともあるでしょうから、そういう情報を早

めにしっかりと発信して、帰りたい人には、ぜ

ひ宮崎に帰ってきてもらい、受け入れていただ

けたらと思います。

○中別府教職員課長 ありがとうございます。

○日髙委員 関連ですけれども、みやざきで先

生になろう！推進事業の事業概要の一番上なん

ですけれども、ひなた教師ドリームカフェ、本

当にいいネーミングだなと思うんですけれども、

年に２回とありますが、どういう形でやってい

かれるんでしょうか。

○中別府教職員課長 教員を目指すそうとする

のはどの年代が一番多いのかということで、文

科省の委託事業で浜銀という研究所がアンケー

トを実施しております。

その結果を見ますと、小学生のときは３割程

度、中学生も３割程度というふうに、小中学生

が非常に多いという結果が出ております。

そこで、今回中学生を主にターゲットに、こ

の事業を展開しているということになります。

具体的には、年に２回、半日程度、ＫＩＴＥＮ

ビルに、宮崎県内の中学生が通いやすいような

場所をお借りします。講師等につきましては、

テレビ、書籍、雑誌等で有名で、なおかつ中学

生にも教員の魅力を伝えられるような方にお願

いしまして、講演会や討論会というような内容

で企画をしているところになります。

○日髙委員 大変重要なことだと思います。

募集をかけて、希望する生徒が来られるとい

う形でしょうか。

○中別府教職員課長 中学生、高校生に対して

広く募集をかけまして、ネットであったり、直

接来てもらったり、そういう形で対応したいと

考えております。

○日髙委員 ぜひこれ続けていただきたいなと

思います。もう一つ、３段目のひなた教師塾な

んですけれども、教員の育成指標に基づく資質

・能力に関する内容ということでございます。

特に実践的指導力と、先生になる方には大変重

要な部分だと思うんですけれども、どういった

方々が指導されるのでしょうか。

○中別府教職員課長 ひなた教師塾は、現在も

行っており、年８回、研修センター等を使いま
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して実施しております。具体的な中身としまし

ては、講話であったり、講義形式、演習形式の

ものを体験してもらったり、実際に授業づくり

をしてもらうなど、より実践に即したようなプ

ログラムを年間通じてやっております。

講師は、大学の方であったり、県教育委員会

の職員であったり、現場の先生方にもお願いを

して、プログラムを構成しております。

○日髙委員 今議会で、外山議員からもありま

したけれども、尊敬されるような先生をつくっ

ていただきたいと、もちろんそういう先生はた

くさんいらっしゃると思うんですけれども、ぜ

ひそういう取組をやっていただきたいと思いま

す。

あと、教員だけじゃないと思うんですけれど、

新しく先生になられた１年目の先生がなかなか

続かないという情報も聞いたことがあるんです。

こういうガイダンスの中で、いいところを伝え

るのは大事ですけれど、実はハードな面もちょっ

とあるんですよという話も加えていただけると、

心構えができて教員になれるのかなと思います

ので、そういう部分もしっかり伝えていただけ

たらなと思います。

○中別府教職員課長 御意見ありがとうござい

ます。一番大切なところだと思っております。

特に、１年目の先生方は、なかなか続かないと

いう状況もありますので、この採用前の段階で

様々な情報を適切に与えながら、心構えもしっ

かり持って教員になってもらいたいと、そうい

う手だてを今後もしっかり取っていきたいと思

います。

○徳重委員 文化財課にお尋ねします。

この埋蔵文化財の緊急調査というのはどうい

うことを指しておられるんですか。

○長友文化財課長 緊急調査は、開発事業に伴っ

て、遺跡発掘調査が必要かどうかなどの試掘、

確認調査ということになります。

○徳重委員 試掘調査は、道路開発とか、工場

用地の開発とかで行うことは分かるんですが、

令和５年度は、令和４年度と比較すると倍以上

の予算が予定されているようですが、どういう

場所を予定されているのか教えてください。

○長友文化財課長 令和４年度は、五ヶ瀬高千

穂道路の整備事業に係る五ヶ瀬町の樋口遺跡の

１件であったものに対しまして、令和５年度は、

五ヶ瀬川・大瀬川の適正分派事業で延岡市の田

宮遺跡、国道218号線の五ヶ瀬高千穂道路の整備

事業で五ヶ瀬町の樋口遺跡、そして美々津港の

南、灯台の改修工事で日向市の権現崎遺跡の３

件の発掘を予定しておりますので、予算がその

分多くなっているということでございます。

○徳重委員 分かりました。

ところで、市町村の事業として、工業団地を

造るとか、少し規模の大きな発掘調査をする場

合は、県は何もタッチしないんですかね。

○長友文化財課長 ※市町村の発掘調査に関しま

しては、国の補助がございます。それに随伴し

まして、県のほうも補助金を出しているという

状況になります。

○徳重委員 最後に、現在、東九州自動車道の

清武―日南間がもうすぐ開通しますけれども、

工事をやっているんじゃないかなと思いますが、

県とは直接関係ないんですかね。

○長友文化財課長 東九州自動車道に関しまし

ては、日南―志布志がまだ開通しておりません。

そちらの発掘調査に関しましては、調整中とい

いますか、まだめどが立っていない状況にあり

※97ページに訂正発言あり
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ます。

○徳重委員 はい、分かりました。

○河野委員長 いいですか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○河野委員長 それでは、以上で、教職員課、

生涯学習課、スポーツ振興課、文化財課及び人

権同和教育課の審査を終了いたします。

暫時休憩いたします。

午後１時38分休憩

午後１時40分再開

○河野委員長 委員会を再開いたします。

課ごとの説明及び質疑が全て終了いたしまし

たので、総括質疑に移ります。

教育委員会の議案全般につきまして、質疑は

ございませんか。

○図師委員 我がまちにも神楽があり、平均年

齢が80歳ぐらいで、存続の危機になっています。

この神楽でつなぐ次世代育成事業に大いに期待

しているところですが、それだけで担い手を増

やすのは難しい。

というのも、地元でも神楽をしたい人を募集

していない。以前から働きかけはしていただい

ていると思うんですが、都市部で募集をして、

ピンポイントなマッチングをする。

そして、神楽だけでは生計は成り立ちません

ので、就労、居住地─空き家のあっせんとか

─トータル的な支援があって、初めて育成事

業につながると思うので、部局連携でそういう

ような取組をしていかれたほうがより効果的だ

と思うんですが、いかがでしょう。

○長友文化財課長 委員がおっしゃるとおり、

特に未指定とか、国指定でもなかなか担い手が

いない中、未指定の小さな集落だと、集落を維

持するのも難しいというところがあると聞いて

おります。

神楽の担い手だけではなく、地域の方が神楽

にいろいろ関わっておられますので、神楽だけ

ということではなく、全体的な見通しを持った

取組を進めていきたいと思っており、総合政策

部で、企業の神楽サポーター制度といったもの

もありますので、連携を図りながら、その辺り

の盛り上げ等も研究してまいりたいと考えてお

ります。

○図師委員 高鍋神楽も国からも調査が来て、

注目をしていただいているのはありがたいこと

です。６つの神社が一緒に高鍋神楽を守るのを

六社連合といい、舞い手を募集したり、子供を

育成したりしています。今ある神楽を全部守る

ことは、私は不可能だと思うんですね。同じ流

れをくむ神楽は、ある程度一つのところに集約

させていく、集約化というのも一つ視野に入れ

られていいのかなと思います。

別の質問になりますが、フリースクールとか

不登校の件でお伺いしたいんですが、この事業

に関して、ようやく国も予算化を始めて、県も

連動してきていただいたのはありがたいところ

です。

資料によりますと、今後、フリースクールな

どの民間施設と連携して協議会などを始められ

るということ、不登校特例校の設置も協議が始

まるということで、大分前進してきたなという

感があります。

ただ、このフリースクール、特例校であれば

なおのことなんですが、ある程度の財政力があ

る、人口規模がある市に関しては、単独で設立

が可能なところもあろうかと思うんですが、町

村に関しますと、生徒児童も少ない中、対象児
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童が少ない、財政規模も小さい、専門職を雇う

にはちょっとハードルが高過ぎるということで、

フリースクールなり、特例校に単独で手を挙げ

るところは少ないかと思うんです。

一部事務組合とか、市郡連携とか市町村の枠

を超えた形で、フリースクールとか、特に特例

校の設置に関しては、方向性を出されていくと

いいんだろうなと思いますが、その辺りはいか

がでしょうか。

○北林人権同和教育課長 フリースクールにつ

いては民間の施設ですので、それらの施設が結

びついて、連携し合いながら対応ができないか

という話も、この間意見交換会を開いて、県内

から15のフリースクールが集まって協議をした

んです。

最初の自己紹介で、どこのフリースクールも、

横のつながりができることが非常にありがたい

と。どういう教育をしているのか、それから、

施設をまたがってうちに来たいと言っている子

がいるけれど、そっちを紹介したいとか、そう

いうような話も出ておりました。

フリースクールについては、フリースクール

の方々で何かしら協議会をつくられて、そこに

代表を置いていただけると、私どもとも連携が

より密接になるのかなという気がして、フリー

スクールの方との雑談ですけれども、そういう

話もしたところでした。

もう一つ、特例校は学校ですので、もちろん

財政規模もありますけれど、学校をつくるとい

うことであれば、つくることはできると思いま

す。夜間中学校と同様に、市町村をまたいで通

うということが当然あり得ます。

今協議を少しずつ進めているんですけれど、

不登校特例校を市で囲わずに、周りにもという

話も出ています。そこは、まだ研究をしていく

必要があるんですけれど、他県でつくられてい

る不登校特例校などもそういうふうにしており

ますし、離れたところの子供がそこに行きたい

といえば、今ＩＣＴがありますので、ＩＣＴ等

を使ってということも可能になりますので、今

後、そういうような形で不登校特例校をつくっ

ていけないかなというふうに考えています。

○図師委員 頑張ってください。

○井本委員 国体が近く開かれるんでありがた

いんですけれど、そのために、スポーツの強化

選手の育成とか今いろいろ準備されているよう

ですが、スポーツランドというのは商工観光労

働部中心でやっているわけですか、商工観光労

働部との連携というのはやっているんですか。

○押川スポーツ振興課長 県民のスポーツ活動

につきましてはスポーツ振興課で、キャンプ誘

致、合宿誘致、そういったところはスポーツラ

ンド推進室が担い、連携しながら、県内の施設

をうまく効率的に活用していくというところで、

現在、進んでいるところです。

特に、合宿とか、大会を誘致するためには、

宿泊、交通、総合的な対策が必要になってきま

すので、そういった意味からも商工観光労働部

が中心になっていただいているという状況にな

ります。

○井本委員 分かりました。スポーツランドと

いうのは設備やらはいいんだけれど、国体とい

うのはいいチャンスだから、この際、スポーツ

のほうにも力を入れていただいて、スポーツラ

ンドみやざき、さすがいい選手もおるわという

ような、そんなふうにしていただきたいなと思

いますね。

それから、もう一つですが、私も76歳になっ
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て、世の中で大切なのは人と人とのぬくもりと

か、温かみとか、優しさとかが一番大切じゃな

いのかなと、年を取って思うようになりまして、

学生時代を振り返ったときに、先生から知識的

に何かを教わったというよりも、先生からあの

ときに受けた温かみとか、優しさが、よく残っ

ているような気がするんですよね。

だから、教育においては、もちろん知識を与

えることも大切なんだけれど、やっぱり人と人

との間の温かさというか、そういうものを教え

るということは、私は、大切じゃないのかなと

いう気がしているんですけれど、教育長お伺い

します。

○黒木教育長 私がお世話になった先輩の方々

の中で、私が非常に印象に残っている言葉が感

化という言葉でございます。感化、感じる、化

ける、教育は感化だと、委員が今おっしゃった

のは、温かみとか、人のぬくもりということだ

と思うんですけれど、それ以外のこともたくさ

んあるかと思います。受け取り方も様々かと思

いますが、教員は子供たちに感化する、だから

自分も成長しなくちゃいけないんだというよう

なことをおっしゃられたのをふと思い出しまし

て、委員の言葉はそのとおりだなというふうに

思いました。

また、教員同士の関係についても、温かみと

いうのは通じるのかなと思っておりまして、教

員は、ほかの職─例えば県庁の職員の皆様と

比べても、職階制がそんなにないんですね。学

校は、校長と教頭と教諭というような、そのく

らいの構造でございますね。これまた私の記憶、

経験でございますが、ここに一番ふさわしいと

いいますか、私たちが大事にしていたのが、同

僚性という言葉でございます。同僚としてのよ

さ、教諭と教諭で一緒なんですけれども、先輩

の先生のまねをしながら追っかけていったこと

がございます。そこも通い合っていたものが、

温かみとかあったなというのを今ふと委員の御

発言の中で思い出したところでございました。

○井本委員 ありがとうございます。

○徳重委員 スポーツ振興課長に要望なんです

が、私も今期で議員を辞める中で一番考えてい

るのは国民スポーツ大会ですよね。国民スポー

ツ大会は、山之口町が主会場になります。

そこで、交通アクセスを皆さん心配されてい

るのが実態じゃないかなと思っております。山

之口町のスマートインターは、ＥＴＣのように

ずっと進めず、一遍止まらないといけないわけ

ですね。

そこで、都城インターまで２分ぐらいです。

都城インターはすっと行きますから、ここで下

りてから山之口町まで、途中までが約２キロぐ

らいか、田んぼの中にすぐ道路があるんですよ。

交差も大変な状況です。山之口町に入ったら広

くなっていますので、この２キロか３キロを拡

張したら、相当緩和されると思っております。

大会等があって、たくさんの人が車で出入り

することになるわけですから、早急に国民スポ

ーツ大会までにはやってほしいなというのが私

の願いです。そういった考え方があるのか、あ

るいは県土整備部なりの立場の方と相談されて

拡張を考えていただくといいなと、あえて今日

申し上げさせていただきましたが、議案ではな

いです。

○河野委員長 いいですか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○河野委員長 次に、その他報告事項に関する

説明を求めます。
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なお、委員の質疑は執行部の説明が全て終了

した後にお願いいたします。

○中尾教育政策課長 お手元の常任委員会資料

の17ページをお願いいたします。

令和５年度宮崎県教育委員会事務局組織改正

案について御説明いたします。

改正の内容ですが、競技力向上推進室の廃止

でございます。

令和９年に本県で開催されます国民スポーツ

大会での天皇杯獲得に向け、知事部局と教育委

員会が連携して競技力向上に取り組むため、競

技力向上の推進に係る事務を知事部局へ移管し

ます。これに伴いまして、競技力向上推進室を

廃止し、推進室に設置しております施設整備担

当をスポーツ振興課に設置します。

組織改正については以上であります。

続きまして、資料の18ページを御覧ください。

次期「宮崎県教育振興基本計画」（素案）につ

いてであります。

11月の常任委員会で骨子案について報告して

おりましたが、３回にわたって開催いたしまし

た有識者等による懇話会の意見も踏まえ、素案

を作成したところであります。素案は別冊でお

配りしておりますが、その概要につきまして、

この資料で説明いたします。

まず、１、計画策定の考え方であります。

国内外においては、これまでの少子化・人口

減少、グローバル化などの問題に加え、新型コ

ロナウイルス感染症の拡大やウクライナ情勢な

ど、ますます複雑で予測困難な時代にあります。

本県においては、高齢化や人口減少が一層加速

し、地域活力の低下が懸念されております。

また、全国と同様に、不登校、ヤングケアラ

ーなどの子供の問題が多様化・複雑化し、共働

き家庭やひとり親家庭の増加など、家庭を取り

巻く環境が変化しているところであります。

これらの現状を踏まえ、現行計画のこれまで

の推進状況を振り返り、現在策定中であります

国の教育振興基本計画、県の総合計画等を参酌

し、次期計画の策定を行うものであります。

次に、２、次期計画（素案）の概要でありま

す。

第１章から第５章まで、５つの章立てで構成

しております。

第１章、計画の策定に当たってでありますが、

この計画は教育基本法において、地方公共団体

が策定の努力義務を負うものであり、県の総合

計画の部門別計画となります。

計画の期間は、令和５年度から令和８年度ま

での４年間です。

第２章、本県教育の現状につきましては、幼

児期の教育、学校教育、生涯学習と家庭・地域

の教育、文化芸術・スポーツ活動の４分野ごと

に数値を示しながら、現状をまとめているとこ

ろであります。

第３章、第４章につきましては、次のページ

で説明いたします。

計画推進のスローガンにつきましては、これ

までの計画に引き続き、未来を切り拓く心豊か

でたくましい宮崎の人づくりとしております。

前回、説明したとおり、７つの基本目標を掲

げ、その下に19の施策をひもづけております。

各施策は、第２章で示した現状を踏まえながら、

各目標の達成に向けて、今後の方向性や取組内

容を整理しております。

それでは、新しい視点で構築したものや取組

内容の充実を図ったものなど、表立った施策に

ついて説明いたします。
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20ページをお開きください。

左上の施策１、いのちと人権を守り、豊かな

心を育む教育の推進であります。

何よりも大切な子供たちの命を守るため、子

供たちが自分、そして他人の命をかけがえのな

いものであることを学ぶ取組を総合的に推進す

る、命を大切にする教育の推進を冒頭に盛り込

んだところであります。

次に、施策３、全ての児童生徒に応じた教育

機会の確保であります。

いじめや不登校といった問題に加え、最近で

はヤングケアラーなど新たな社会的課題が生じ

ており、１つ目のいじめ及び不登校・高等学校

中途退学等への対応の充実にて、様々な手段を

活用した教育相談体制の構築や適応指導教室、

フリースクールなど、多様な学びの場の充実な

どを盛り込んだところであります。

次に、施策６、教育の情報化の推進でありま

す。

デジタルやＩＣＴの特性・強みを生かし、教

師・児童生徒の力を最大限に引き出すため、Ｉ

ＣＴを活用した児童生徒の資質・能力の育成、

教職員のＩＣＴの活用指導力の向上、そしてＩ

ＣＴを活用するための環境整備に取り組み、主

体的・対話的で深い学びの実現を図ります。

次に、施策９、キャリア教育・職業教育の推

進であります。

本県の高校生が未来への希望を持ち、社会に

貢献できるよう、４つ目の高校生の就職支援の

充実にて、キャリア教育の充実や県内就職に対

する理解の促進、高校生の早期離職対策の充実

を盛り込んだところであります。

21ページを御覧ください。

施策10、幅広い世代でのスポーツの推進であ

ります。

令和９年度に本県で開催します国スポ・障ス

ポ大会に向けた競技力の向上を新たに盛り込ん

でおります。

ページ中央の施策15、学校における働き方改

革の推進であります。

学校の機能を高めるための学校業務の改善に

て、児童生徒の能力を伸ばすためにも、教職員

が健康で誇りとやりがいをもって能力を発揮で

きる環境の整備・充実を盛り込んでおります。

また、部活動の地域移行に向けた環境整備と

して、令和５年度以降の公立中学校における休

日の部活動の段階的な地域移行に向けた取組を

盛り込んでおります。

次に、施策16、教職員の資質能力の向上であ

ります。

多様な専門性を有する質の高い教職員集団を

形成するために、優れた人材の確保及び専門性

や社会性の向上のための研修の充実にて、養成

・採用・研修の一体的な推進を盛り込んだとこ

ろであります。

最後に、施策18、学校・家庭・地域の連携・

協働の推進であります。

家庭教育支援の充実につきまして、骨子案の

段階では、施策12、生涯学習の推進の中に位置

づけておりましたが、子供たちを育むためには、

学校・家庭・地域が連携を深めることが今後ま

すます重要であることから、こちらの施策18に

移し替え、家庭の教育力の向上を図る支援の充

実のための施策を盛り込んだところであります。

18ページにお戻りください。

（５）第５章、計画の推進に当たって、につ

きまして、目標達成に向けた各施策の実効性を

担保し、進捗状況を把握するため、43の推進指
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標と目標値等を設定し、この指標に基づき、毎

年、各施策の取組の進捗状況等について点検・

評価を行い、計画を着実に推進してまいります。

なお、現状値につきましては、最新の実績値

を確定後に掲載し、それを踏まえて、今後、目

標値を設定する予定であります。

３、今後のスケジュールであります。

３月中旬からパブリックコメントを実施し、

その後、次年度の５月定例教育委員会に計画

（案）を付議し、６月県議会において、議案と

して提案させていただきたいと考えております。

○長尾生涯学習課長 常任委員会資料、22ペー

ジを御覧ください。

宮崎県生涯読書活動推進計画の一部改定につ

いて御報告いたします。

改定内容は、現行の宮崎県生涯読書活動推進

計画の主な施策の柱に、視覚障がい者等の読書

環境の整備を追加するものであります。

具体的には、表の中ほどにありますように、

左側の現行は４つの柱で構成されているものを、

新たに４の視覚障がい者等の読書環境の整備を

追加するものであります。

１の一部改定の理由でありますが、（１）で示

しましたように、令和元年に視覚障がい者等の

読書環境の整備の推進に関する法律─読書バ

リアフリー法と呼ばれるものでありますが─

が成立いたしました。

これは、障がいの有無に関わらず、全ての人

が読書による文字・活字文化の恩恵を受けられ

るようにすることを目的とした法律であります。

また、これに基づきまして、（２）に示しまし

たように、令和２年に視覚障がい者等の読書環

境の整備の推進に関する基本的な計画が策定さ

れまして、地方公共団体には、令和６年度まで

に読書バリアフリー計画の策定が求められてお

ります。

２の視覚障がい者等の読書環境の整備の主な

取組といたしましては、公立図書館等におきま

して、視覚障がい等がある方々が使用しやすい

書籍の利用促進を図ったり、図書館司書等を対

象に障がい者サービスの研修を実施したりする

など、読書環境の整備に努めることとしており

ます。

なお、宮崎県生涯読書活動推進計画（改訂版）

を別冊としてお配りしております。

○河野委員長 執行部の説明が終了いたしまし

た。

その他報告事項について質疑はありませんか。

○井本委員 こうやって教育全体をずっと眺め

たときに、教育委員会、学校、県議会議員とか

あるんだけれど、実際具体的に、教育を中核に

なって動かしているのは、私はやっぱり先生だ

と思うんですよ。

この先生方が本当にやる気になる体制を私は

つくらないといけないと思うんですよ。教育県

として宮崎県を立て続けていくならね。

だから、この基本計画がどんなふうなのか、

２章だけなのか、ほかのところに関連するのか

もしれませんけれど、教育者を育てるという、

そしてあなたたち先生方が宮崎県の教育の中核

ですよという、そういう認識を持ってもらえる

ような計画にぜひともしていただきたいなと思

いますね。

○黒木教育長 今年度、私は国の中央教育審議

会の教育振興基本計画部会の臨時委員を務めさ

せていただき、現場を知っている立場でござい

ますので、実効性のあるもの、つまり現場に届

く、先生方や学校に届く施策ではないと実効性
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がありませんよということを機会あるごとに伝

えさせていただきました。

そういった視点で、県の教育振興基本計画策

定の際も、スタッフとは話をしていたところで

ございます。絵に描いた餅になっては何もなり

ませんので、一つ一つ、先生方の心や学校─

組織の中に届くように、これからしっかり取り

組んでまいります。

○田口委員 学校の基本計画もいいんですけれ

ども、先生方の働き方改革をしっかり進めてい

かないと。

代表質問でも聞きましたけれど、今、教員と

いう仕事がブラックになってきていると言われ

ている。先生方が余裕を持ってと言ったらおか

しいですけれど、子供たちとしっかり接しなが

ら、いい授業を提供できるような環境をつくっ

ていかないといけない。

まさに日本をしょって立つ子供たちの教育の

現場が疲弊をして、教員をやめようと、あるい

は逆に親が心配して、そんなところに行ったら

大変よ、やめなさいというような職業になっちゃ

いけませんので、そういう意味での働き方改革

をぜひしっかりと進めていただきたいと思いま

す。

○中別府教職員課長 75ページになりますけれ

ども、この計画の施策の15、学校における働き

方改革ということで、しっかりとここに上げさ

せていただきました。委員がおっしゃるように、

今、学校現場がブラックというふうに言われて

いるということですので、ここの課題にもあり

ますように、先生方のワーク・ライフ・バラン

スをきちんと取れるような働き方改革を推進し

ていく必要があると考えております。

本県の働き方改革につきましては、これまで

令和元年から４年間、第１期として取り組んで

きておりました。

そして、これから令和５年度から４年間の第

２期の働き方改革に入っていくということで、

今、計画を立てているところになります。

そこで、この計画の77ページに参考としまし

て、宮崎県の学校における働き方改革推進プラ

ン第二期全体構想の考え方を示しております。

このポンチ絵の真ん中になりますけれども、

教職員のウェルビーイングの向上─いわゆる

先生方がやりがい、生きがい、また幸福感を持っ

て教壇に立てる─そういうことができること

を基本方針として、具体的な取り組みを上げて

おります。

委員のおっしゃるように、しっかりと先生方

のやりがい、生きがいが高まるような働き方改

革を、第二期で目指していきたいと考えており

ます。

○河野委員長 いいですか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○河野委員長 では、請願の審査に移ります。

継続請願第６号「新型コロナウイルス感染症

から子どもを守り学ぶ権利を保障するために少

人数学級を求める請願」について、執行部から

の説明はありますか。

○中別府教職員課長 特にございません。

○河野委員長 それでは、委員から質疑はあり

ませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○河野委員長 では、その他で何かありません

か。

○日髙委員 今回の議会の中で、図師議員から、

高鍋高等学校の話がありました。僕も高校１年

生の息子がおり、部活で野球をやっているんで
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すけれども、高校生にとって朝食が不安定だっ

たり、夕食も外食しているというのは、厳しい

状況だろうと思うんですけれども、実際はどう

いう状況なのでしょうか。

○岩切競技力向上推進室長 学校関係者と確認

が取れておりますので、お伝えいたします。

高鍋高等学校ラグビー部につきましては、部

員が60名近く在籍しております。これは、この

前卒業した３年生も含めての数でありますが、

そのうち半分以上が児湯郡以外から通っている

生徒で、朝早くＪＲなどで通学しているようで

す。

ただ、遠方で通学できない子は下宿してお

り、18名の生徒が３つの下宿先にお世話になっ

ているということです。そのうちの１つの下宿

先は、朝食ありということで生徒、保護者にも

了解済みで契約をしております。

この朝食ありの下宿先につきましては、ＯＢ

の保護者が準備をしたり、顧問の御家族の方が

準備をしたりして、提供されているようです。

それ以外の２つの下宿先につきましては、最初

から朝食が準備できないということで、生徒も

保護者も了解済みで契約をしているようです。

この状況が昨年末まで続きましたが、今年の

１月から３つの下宿先、全ての生徒に朝食を提

供するべきだという学校の考えの下に、３年生

の保護者─現在はＯＢですけれども─が朝

食を準備して、学校のミーティングルームや同

窓会館等で提供をしております。

よって、今年の１月からは、下宿者18名全て

朝食が提供されている状況でございます。

ただ、月曜日から金曜日のみで、土日につき

ましては準備ができないということで、各自で

自炊をしていると伺っております。

昼食につきましては、月曜日から金曜日は、

それぞれ３つの下宿先が契約しております食堂、

レストラン等からお弁当が配達されております。

土曜日は、それぞれの食堂、レストランで食べ

ております。ただし、日曜日は提供がございま

せんので、自炊をしていると伺っております。

夕食につきましては、月曜日から土曜日は、

それぞれの契約している食堂で食べております。

日曜日は自炊をしていると確認が取れました。

ただし、夕食につきまして、１か所だけ、火

曜日から日曜日は提供があって、月曜日は提供

がないと、曜日が１日ずれておりますけれども、

週のうち６日間は提供されているという状況の

確認が取れました。

○日髙委員 部活をしている子供たちにとって

食事がないというのは厳しい状況でありまして、

自民党の党議の中でも心配の声もありました。

その中で、ああいう新聞報道も出ましたけれど

も、ＯＢなどが特待生が来なくなるんじゃない

かと心配されているんですが、どうでしょうか。

○岩切競技力向上推進室長 あの報道の後に、

スポーツ振興課、競技力向上推進室に、直接問

合せ等は特に来ておりません。

○井本委員 では、今は、朝食は全員食べてい

るということで間違いないんですか。

○岩切競技力向上推進室長 １月からは同じ場

所で18名、下宿生全てが同じものを食べている

ということになります。

○井本委員 土日は自分で自炊したり、外食し

たりするというのは、契約でそうなっているん

ですか。それとも自由でそうなっているんです

か。

○岩切競技力向上推進室長 ３つある下宿のう

ち２つの下宿につきましては、契約当初から朝
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食は準備できないということで、保護者と確認

をした結果、朝食については自分たちで準備し

ます、子供が自炊をしますということで契約し

たということになっております。

○日髙委員 あの新聞報道の中では、部活生が

食事を取れていないというイメージがあるんで

すよね。高鍋高等学校のＯＢの方たちは、今、

そんな状況なのかと心配されているところなん

ですけれども、実際は、ちゃんと食事は取れて

いるということなので、そういうことはありま

せんよと伝える方法はないのかなと思って、報

道では無理かもしれませんけれど、何か伝える

機会とか、対策とかはないのでしょうか。

○岩切競技力向上推進室長 新聞の中では、朝

食が提供されていないということで、あの記事

だけを読み取ってしまいますと、大変心配され

た方も多数いるのかなと思っております。

高鍋高等学校ラグビーの顧問からは、ああい

う報道がどうしても誤解を招くといいますか、

実態とは違うので、あれが広まっていくことに

対してはちょっと危惧しているというような話

は伺っております。

今後、どういうふうに対応していけばいいの

か、学校等と相談しながら進めていくことにな

るのかなというふうには考えております。

○日髙委員 では、これからということですね。

○岩切競技力向上推進室長 はい。丁寧に進め

ていきたいと思っております。

○日髙委員 はい、分かりました。

○図師委員 今の内容は、私の一般質問の内容

で宮崎日日新聞が書かれた記事のことだと思う

んですが、あの記事が出てから、私もすぐ高鍋

高校ラグビー部の監督とやり取りをしまして、

今、御説明いただいたとおり、今、食事がない

ということではなくて、ない時期があって、改

善はされたけれども、私は、毎日の提供には至っ

ていないということを一般質問で取り上げたん

ですけれども、宮日さんのあの切り取り方では、

今もないというふうに受け取られる内容でした。

それは、現場の監督が一生懸命、例えばＯＢ

とか自分の奥さんとか、食堂を３つぐらい掛け

持ちして、朝食、昼食、夕食の段取りをされて

いて、ああいう内容の記事が載って非常に残念

だというので、私は、即座に宮崎日日新聞のほ

うに、誰がこの記事を書いたんですかと、事実

確認をしながら記事にしてほしかったんですが

という申入れはしました。今、宮崎日日新聞側

で、この記事に関しての訂正を出すかどうかを

検討いただいていて、また返事をしますという

ところまでは話をしております。

ただ、今説明いただいたとおり、生徒は自炊

しているんですよ。野球部の子なんかは毎朝自

分が自炊したのを写真に撮って監督に送るとか、

監督はそれを見ながらバランスが悪ければこれ

をもっと食べなさいとかいうことを指導されて

いるようなんですが、日髙委員も言われるよう

に、高校生が自炊をする、外食をするという環

境が今までは暗黙の了解で続いているんですよ

ね。

ではなく、そういう環境を改善すべきであろ

うということの問題提起で、今回一般質問をさ

せていただいたところです。より充実した環境

になるように努力をいただければと思います。

○岩切競技力向上推進室長 強化指定校につき

ましては、現在、強化費の支援でありますとか、

県有施設の使用料の減免、スポーツ推薦制の導

入、また顧問に対して、今、栄養のことも含め

まして、いろんな技術指導でありますとか、け
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が防止でありますとか、食生活、食事の取り方、

栄養の取り方等の講習を通して、競技力が高ま

るような支援をやっております。

今、委員からもございましたが、栄養面に関

しましても非常に大事な部分であるということ

は私たちも認識しておりますので、この強化指

定校の在り方、支援の在り方、また指定の在り

方を決定しております連絡調整会議等でも、ど

ういう支援をするべきなのか、自助と公助の部

分もございますので、また丁寧に議論をしてい

きながら、競技力の強化を図れるようにやって

まいりたいと考えております。

○長友文化財課長 一般会計予算の徳重委員か

らの質問のお答えの中で、説明が足りていない

といいますか、誤解を招くような表現がありま

したので、訂正をさせていただきたいと思いま

す。

市町村が行う発掘調査についての県と国の補

助の件なんですけれども、工業団地などの市町

村が開発主体となっている事業に伴う発掘調査

については、県と国の補助がございません。個

人住宅とか、農業基盤整備などに伴う発掘調査

につきまして、国と県の補助があるということ

で訂正したいと思います。

○押川スポーツ振興課長 先ほど徳重委員から、

新しい陸上競技場への交通アクセスの件で御質

問がありましたけれども、国民スポーツ大会、

それから全国障害者スポーツ大会での来場者に

つきましては、ほとんどが計画輸送ということ

で、渋滞緩和のための看板とか臨時駐車場とか、

そういうものが設置されます。

けれども、新しい陸上競技場は、本県のスポ

ーツランドの中核施設になりますので、その後

も利用者の利便性向上を考えた場合の交通アク

セスにつきましては、この施設の建設を行って

おります国スポ・障スポ準備課、それから都城

市とも情報を共有しながら、どういったことが

できるかにつきまして、こちらからも丁寧に説

明をさせていただければと思います。

○徳重委員 はい、よろしくお願いします。

○河野委員長 いいですか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○河野委員長 以上で、教育委員会の審査は全

て終了いたしましたが、ここで、今月末で退職

される幹部職員を紹介いたします。

児玉教育政策次長、東教育振興次長、加塩財

務福利課長、小川県立図書館長、岩切県総合博

物館長、木村県立美術館副館長でございます。

代表して児玉教育政策次長に御挨拶をいただ

きたいと思います。

○児玉教育次長（教育政策担当） 私たちは、

昭和37年度生まれの６人であります。最後の１

年をこうして教育委員会事務局職員として、し

かも委員の皆様の御理解と御示唆、御協力をい

ただきながら県政に携わらせていただきました

ことは、本当に恵まれた１年であったと思いま

す。委員の皆様には、心より感謝申し上げたい

と思っております。

様々なことがあったこの１年でありましたけ

れども、私たち一丸となって黒淳こと黒木淳一

郎教育長の下、県政の柱の一つである人づくり

に学校現場に寄り添いながら取り組んでまいっ

たつもりでございます。学校教育における教育

資源につきましては委員の皆様からも御示唆い

ただきましたが、それは学校の先生たちである

ということ、そしてその先生方が生きがいやや

りがいを持って、やらされる労働ではなく、先

生方御自身の思いを込めた創造的な仕事をして
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いただくこと、このことが教育界活性化のエネ

ルギーになるんだと、そう強く感じ続ける１年

でもありました。このような大切なことを学ば

せていただきながら教育行政の場に携わらせて

いただきましたことに、心から感謝申し上げま

す。

委員の皆様におかれましては、これまで同様

御指導賜りますよう、来年度以降もどうぞよろ

しくお願いいたします。本当にありがとうござ

いました。（拍手）

○河野委員長 これまで長きにわたり宮崎県の

発展のために御尽力いただきまして、誠にあり

がとうございました。今後は、ぜひ健康に十分

留意されて県政を温かく見守っていただきたい

と思います。本当にお疲れさまでした。

それでは、以上をもって教育委員会を終了い

たします。執行部の皆様、お疲れさまでした。

暫時休憩いたします。

午後２時29分休憩

午後２時34分再開

○河野委員長 では、委員会を再開いたします。

まず、採決についてでございます。

委員会日程の最終日に行うこととなっており

ますので、９日に採決を行うこととし、再開時

刻を午後１時としたいと思いますが、よろしい

でしょうか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○河野委員長 それでは、そのように決定いた

します。

○河野委員長 では、以上をもちまして本日の

委員会を終了いたします。

午後２時35分散会
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午後0時58分再開

出席委員（７人）

委 員 長 河 野 哲 也

副 委 員 長 佐 藤 雅 洋

委 員 徳 重 忠 夫

委 員 井 本 英 雄

委 員 日 髙 陽 一

委 員 田 口 雄 二

委 員 図 師 博 規

欠席委員（なし）

委員外議員（なし）

事務局職員出席者

議 事 課 主 査 内 田 祥 太

議事課主任主事 上 園 祐 也

○河野委員長 委員会を再開いたします。

まず、議案の採決を行いますが、採決の前に、

各議案につきまして、賛否も含め御意見をお伺

いいたします。

ないようですので、これより議案の採決を行

います。

議案の採決につきましては、議案ごとがよろ

しいでしょうか、一括がよろしいでしょうか。

〔「一括」と呼ぶ者あり〕

○河野委員長 それでは、一括して採決いたし

ます。

議案第１号、第15号から第19号、第23号、第34

号、第35号、第43号、第57号から第60号、第62

号、第63号及び第78号につきましては、原案の

とおり可決することに御異議ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○河野委員長 御異議なしと認めます。よって、

各号議案につきましては、原案のとおり可決す

べきものと決定いたしました。

次に、請願第６号「新型コロナウイルス感染

症から子どもを守り学ぶ権利を保障するために

少人数学級を求める請願」についてであります

が、この請願の取扱いも含め、御意見をお伺い

します。

〔「継続」と呼ぶ者あり〕

○河野委員長 それでは、お諮りいたします。

請願第６号を継続審査とすることに賛成の方

の挙手を求めます。

〔賛成者挙手〕

○河野委員長 挙手多数。よって、請願第６号

は継続審査とすることに決定いたしました。

次に、委員長報告骨子案についてであります。

委員長報告の項目として、御要望はありませ

んか。

暫時休憩いたします。

午後１時01分休憩

午後１時03分再開

○河野委員長 委員会を再開いたします。

それでは、委員長報告につきましては、ただ

いまの御意見を参考にしながら、正副委員長に

御一任いただくことで御異議ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○河野委員長 それでは、そのようにいたしま

す。

次に、閉会中の継続審査についてお諮りをし

ます。

教育及び警察行政の推進並びに公営企業の経

営に関する調査については、引き続き閉会中の

令和５年３月９日(木)
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継続調査といたしたいと思いますが、御異議あ

りませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○河野委員長 御異議ありませんので、この旨

議長に申し出ることといたします。

それでは、その他、何かございませんか。

○日髙委員 先ほど委員長報告の中でという話

もあったんですが、先ほど僕も質問させていた

だいたんですけれども、あの新聞記事で誤解が

あったというところで、もし可能であれば、図

師委員から訂正というか、その話を上げていた

だくほうが、逆に県民の皆さんには分かりやす

いんじゃないかなと思うんですけれども、どう

でしょうかと思っての提案です。

○田口委員 どういう提案ですか。

○日髙委員 今回、事実を確認させていただい

て、実際その朝食が出てましたよという話で、

新聞記事ではその朝食が出ていないというよう

な誤解が出ているので、今から対策をされる、

慎重にやっていくという話はあったんですけれ

ども、議会で逆に図師議員から訂正をしていた

だくことによって、県民の方に理解が得られる

のかなという提案です。

○田口委員 どこの場で訂正しようというのか。

○日髙委員 閉会のときです。本会議の中でど

うでしょうか。そういう誤解が解けるんじゃな

いかなというところもあって、そうされたほう

がいいんじゃないかなという提案でございまし

た。

○河野委員長 暫時休憩します。

午後１時04分休憩

午後１時08分再開

○河野委員長 再開します。

それでは、その他、何かありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○河野委員長 １年間、文教警察企業常任委員

会、調査、その他いろいろと審議させていただ

きました。足りないところもあったかもしれま

せんが、皆様の誠意ある調査等で、県政のこの

委員会の主目的は大きく進んだのではないかと

思います。心より感謝申し上げます。ありがと

うございました。

副委員長からもどうぞ。

○佐藤副委員長 河野委員長が言われたとおり

でありますが、河野委員長を支え切ったかどう

か分かりませんけれども、この文教警察企業常

任委員会の内容は、非常に大事な問題であるな

と大変勉強になりました。いろいろな委員会も

経験させてもらいましたけれども、この文教警

察企業常任委員会での経験をしっかり生かして、

県政、地元の役に立てるように、まだまだ挑戦

していきたいと思っております。大変お世話に

なりました。

また、田口先生は今回まででして、お世話に

なりました。また、御活躍を祈念しております。

○河野委員長 以上で、委員会を閉会いたしま

す。委員の皆様、お疲れさまでした。

午後１時11分閉会
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